
（学外公表用）

管理番号【１】の 1 枚目 

第４期中期目標・中期計画進捗管理表 

管理番号 １ 担当理事：地域連携 担当課：地域連携課、総務企画課 

大区分 Ⅰ 教育研究の質の向上に関する事項 

小区分 １ 社会との共創 

中期目標 
(１）人材養成機能や研究成果を活用して、地域の産業（農林水産業、製造業、サービス産業等）
の生産性向上や雇用の創出、文化の発展を牽引し、地域の課題解決のために、地方自治体や地域の
産業界をリードする。①

中期計画 

（１）-1 高知大学インサイド・コミュニティ・システム（KICS）をさらに発展・深化させた産学
官による「新結合の拠点」として「地域連携プラットフォーム」を構築する。本プラットフォーム
等を通じて、地域課題を解決するための連携事業を展開するとともに、地域課題解決を担う人材育
成を強化する。【１】 
※「ＫＩＣＳ」とは、高知県が県内７か所に設置する産業振興推進地域本部に高知大学サテライト
オフィスを併設し、本学教員（UBC：University Block Coordinator）を常駐させ、産業振興推進
地域本部に常駐する高知県地域産業振興監と共に活動することで、県と本学が一体となって隈なく
地域と向き合い、地域と共に歩む役割を果たす体制である。

理事評価 
Ⅳ「実施計画を上回って実施している」 

Ⅲ「実施計画を十分に実施している」 

Ⅱ「実施計画を十分には実施していない」 

Ⅰ「実施計画を実施していない」 

令和４年度 Ⅲ 

令和５年度 

令和６年度 

令和７年度 

令和８年度 

令和９年度 

令
和
４
年
度 

（実施計画） 
【地域連携課】 
・地方創生推進士の認定数を 30 人以上とするため、
学内オリエンテーションや地域関連科目の学生への
周知を徹底する。
・報道された地方創生推進士の活動事例を５件以上
とするため、認定後のフォローアップを行う。
・地域課題抽出を 200 件以上とするため、県内７ブ
ロックで地域相談を開催する。
・地域課題解決に資するプロジェクト件数を９件以
上とするため、連携協議会の開催及び学内シーズの
掘り起こしの強化を行う。
・課題相談から企画・プロジェクト創出に貢献し得
る地域人材との繋がりを 90 人以上と構築するため、
地域課題関係者とのネットワーク化を図る。
・地域の課題解決を担う人材として高知大学認定地
域コーディネーター（自治体連携コーディネータ
ー、センター短期研究員、地域連携事業中核人材
等）を４人以上とするため、連携協議会で人的支援
を優先課題としてあげる。
・上記の取り組み等を通じて、IoP プロジェクトの

取り組みを参考として地域の自治体、産業界や高等

教育機関等と地域連携プラットフォームの構築に向

けて継続した協議を実施する。

（実施状況） 

【地域連携課】 

（地方創生推進士の育成） 

・地方創生推進士の認定に向け、学年オリエンテー

ションやシラバスでの案内、地域関連科目受講の学

生に周知し、令和４年度は 37 名（高知大学 36 名、

高知高専１名）の地方創生推進士を認証した。

（地方創生推進士の活躍） 

・地方創生推進士の活動について、新聞等で以下の

９件が報道された。特に四国の４国立大学と JR 四国

の連携事業である「地域観光チャレンジツアー」で

は、金賞を受賞した３名の学生チームはすべて地方

創生推進士である。 

《地方創生推進士活動事例》 

「第２回土佐学生よさこい大会」写真展、須崎市

「海のまち学園祭」、JR四国「地域観光チャレンジ

ツアー2022」金賞、「しまんと新聞バッグ」ミラノ

出展、子ども食堂体験（高知県政だより）、山の映

画館から平和願う、林業女子会、「高知仁淀ブルー

熱中塾」、空き家研究地域に貢献

・地方創生推進士認定後のフォローアップについて

は、以下の４つを実施している。

①年１回の面談を実施し、これまでの活動・学びを

おさらいし、今後の展望を話し合う。

②地域での活動支援を、「人の紹介」「経験の伝

授」「資金調達のつなぎ」「広報への協力」を実

施。

様式 1－１ 
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③地域内の就職相談は、具体的に先輩への面談、会

社訪問で助言・行動を行う。 

④卒業した地方創生推進士へは、授業への協力依

頼、個々の活動支援、仕事・進路の相談に応じ、

大学としての依頼も行い、在学生に対し良き地域

の先輩になってもらうよう促す。 

 

（UBC による地域課題抽出と課題解決にむけた対応） 

・高知大学地域コーディネーター（UBC）４人で 478

回の相談会を実施し、214 件の地域課題抽出とその

対応を行った。 

《課題抽出数内訳》 

 教育：25 件 

 研究：43 件 

 社会貢献：143 件 

 公開講座：２件 

 その他：１件 

・地域課題解決に資するプロジェクト件数は 12 件で

あった。また、自治体とは連携協議会を４回実施

し、室戸市からは２名の自治体連携コーディネータ

ーの派遣を受けることとなった。 

----------------------------------------------- 

（大崎：受託研究）土佐町「土佐町水源保全におけ

る産業連関分析を中心とした効果測定に関する基礎

研究」 

（大崎：共同研究）旭食品株式会社「酒造好適米

『吟の夢』の生産振興に関する研究」 

（大崎：共同研究）株式会社 ModelVillage「高知県

における『新たな生活様式』に対応したアウトドア

ガイド事業の進行に関する研究」 

（梶：受託研究）四万十町「令和４年度四万十町食

品ロス削減推進事業」 

（梶：共同研究）土佐経済同友会「従業員の幸福度

に関する研究」 

（岡村：共同研究）黒潮町「令和４年度ウェブマガ

ジンを通じた黒潮町のブランディング手法に関する

研究」 

（岡村：共同研究）四万十町「令和４年度四万十町

人材育成支援事業の実施にかかる地域人材育成モデ

ルの開発・研究」 

（岡村：共同研究）高知県四万十町のショウガ圃場

の土壌特性および微生物環境に関する研究 

（岡村：受託研究）黒潮町「黒潮町公式サイトの魅

力向上を目指した運営プログラムの構築」 

（岡村：受託研究）宿毛市「宿毛市沖の島 海上監

視カメラシステム構築」 

（岡村：受託研究）国友商事株式会社「遺伝子解析手

法を用いた山茶の起源探索と遺伝的多様性の評価」 

（赤池：受託研究）梼原町「令和４年度森林の価値

創造プロジェクト」 

----------------------------------------------- 

 

（地域人材との繋がり） 

・課題相談から企画・プロジェクト創出に貢献し得

る地域人材との繋がりを 219 人構築した。 

《内訳》土佐 FBC 修了生 54 人、こうち観光カレッジ

室戸合宿受講者９人、出前講座修了生 105 人（７市

町村）、プロジェクト協力者 51 人 
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【総務企画課】 
令和３年度に開始した高知県東部における産学官

の共創によるイノベーション・エコシステムを構築す
る取組のビジョン実現のために重点的研究開発課題
とフィジビリティスタディ研究開発課題を設定した。
これらを推進することで、産学連携研究や地域での実
証研究、臨床研究、治験を行う。また、成果を事業化
するため、高知大学発ベンチャーの設立に繋げる。 

 

・地域の課題解決を担う人材として高知大学認定地

域コーディネーターを６人認定した。令和４年度こ

うち観光カレッジ室戸合宿では、室戸市地域コーデ

ィネーターの協力により室戸市商工会、観光事業者

へのヒアリングが実施できた。 

《内訳》自治体連携コーディネーター（須崎市１

人、四万十町２人、梼原町１人、室戸市２人） 

 

（地域連携プラットフォームの構築） 

・高知県における「地域連携プラットフォーム」の

考え方について、令和４年９月５日開催の令和４年

度第１回高知學長会議において、本学からの提案に

基づき、協議が行われ、高知県における「地域連携

プラットフォーム」については次のとおり考え方が

合意された。 

「高知學長会議」をステーション（母体）ととら

え、各機関がそこで立ち上げられたプラットフォー

ムに、各々の目的に応じて自由に参画するという考

え方に沿って連携を進めていくこととなった。 

 

 

【総務企画課】 

（SAWACHI 型健康社会共創拠点における研究開発） 

高知県東部における産学官の共創によるイノベー

ション・エコシステムを構築する取組として重点的

研究開発課題３題とフィジビリティスタディ研究開

発課題３題を設定した。 

＜研究開発課題＞ 

①地域レジリエントな医療・ヘルスケア PLR 基盤の

構築 

室戸市立室戸診療所の電子カルテ情報を急性期病

院においても閲覧可能となるシステムを構築した。

現在は、室戸市立室戸診療所の患者の３割以上から

同システムを用いた医療情報の参照に対する同意を

取得すべく、準備をすすめている。 

新型コロナウイルス感染症等による機材の調達不

足等により、周知活動は計画より遅れているがそれ

以外は計画どおりに進捗している。 

②VR デジタル治療薬の創成 

国内外で VR コンテンツ※を用いた臨床研究を実施

するため、３月に倫理委員会に申請を行った。４月

の委員会で承認見込みである。特定臨床研究は臨床

研究審査委員会に申請し３月に承認された。 

※反すう傾向の高いうつ病患者が VR コンテンツを継

続して視聴することで、反すう出現前にイメージ

を引き出し、反すうの出現を抑制し、抑うつを軽

減することを目的としている。 

③光線治療技術を用いたスクリーニング・診断・治

療のシステム開発 

光線力学スクリーニングの特定臨床研究は、６月

に臨床研究審査委員会で承認され、８月から研究を

開始し、データを取集しているところである。 

本研究は、サプリメントとして広く使用されてい

る５－ALA を服用し、正常細胞内での代謝機能であ

れば尿中代謝物として排出されないポルフィリンを

検出することで、代謝機能異常をきたす癌リスク評

価のカットオフ値の適切性を検討するものである。 

 

＜フィジビリティスタディ研究開発課題＞ 
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管理番号【１】の 4 枚目 
①変異体にも即応可能な超高感度迅速検出技術 

磁気分離および蛍光法の原理実証を完了し、磁性

ナノ粒子の改良および両手法のハイブリッド化を進

めている。 

②疾病特異的糖鎖認識抗体様分子等を用いた新規診

断手法の開発 

宿主特異性と反復アミノ酸配列の間にみられる法

則性抽出に必要な長い反復領域の塩基配列決定につ

いて、Long PCR 法と PacBio Sequel Ⅱによるシーケ

ンシングが有効であることを明らかにした。また、

宿主細胞表面へのウイルスの結合度測定に必要な吸

着アッセイ系を構築した。 

③環境配慮型「メディシナルプラスチック」新部材

の社会実装 

環境調和型メディシナルプラスチックの量産目標

３kg/月を達成し、安定供給プロセスを確立した。 

・大学発ベンチャー認定：株式会社プラスティファ

ーム（令和５年３月 22 日役員会承認） 

 

令
和
５
年
度 

（実施計画） 
【地域連携課】 
・地方創生推進士の認定数を 30 人以上とするため、
学内オリエンテーションや地域関連科目の学生への
周知を徹底する。 
・報道された地方創生推進士の活動事例を５件以上
とするため、認定後のフォローアップを行う。 
・地域課題抽出を 200 件以上とするため、県内７ブ
ロックで地域相談を開催する。 
・地域課題解決に資するプロジェクト件数を９件以
上とするため、連携協議会の開催及び学内シーズの
掘り起こしの強化を行う。 
・課題相談から企画・プロジェクト創出に貢献し得
る地域人材との繋がりを 90 人以上と構築するため、
地域課題関係者とのネットワーク化を図る。 
・地域の課題解決を担う人材として高知大学認定地
域コーディネーター（自治体連携コーディネータ
ー、センター短期研究員、地域連携事業中核人材
等）を３人以上とするため、連携協議会で人的支援
を優先課題としてあげる。 
・上記の取り組み等を通じて、ＩｏＰプロジェクト

の取り組みを参考として地域の自治体、産業界や高

等教育機関等と地域連携プラットフォームの構築に

向けて継続した協議を実施する。 

 
【総務企画課】 

令和３年度に開始した高知県東部における産学官
の共創によるイノベーション・エコシステムを構築す
る取組のビジョン実現のために重点的研究開発課題
とフィジビリティスタディ研究開発課題を設定した。
これらを推進することで、産学連携研究や地域での実
証研究、臨床研究、治験を行う。また、成果を事業化
するため、高知大学発ベンチャーの設立に繋げる。 

 

（実施状況） 
【地域連携課】 

 

 

【総務企画課】 
 
 

令
和
６
年
度 

（実施計画） 
【地域連携課】 
・地方創生推進士の認定数を 30 人以上とするため、
学内オリエンテーションや地域関連科目の学生への
周知を徹底する。 
・報道された地方創生推進士の活動事例を５件以上
とするため、認定後のフォローアップを行う。 
・地域課題抽出を 200 件以上とするため、県内７ブ
ロックで地域相談を開催する。 

（実施状況） 
【地域連携課】 

 

 

【総務企画課】 
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管理番号【１】の 5 枚目 
・地域課題解決に資するプロジェクト件数を８件以
上とするため、連携協議会の開催及び学内シーズの
掘り起こしの強化を行う。 
・課題相談から企画・プロジェクト創出に貢献し得
る地域人材との繋がりを 90 人以上と構築するため、
地域課題関係者とのネットワーク化を図る。 
・地域の課題解決を担う人材として高知大学認定地
域コーディネーター（自治体連携コーディネータ
ー、センター短期研究員、地域連携事業中核人材
等）を３人以上とするため、連携協議会で人的支援
を優先課題としてあげる。 
・上記の取り組み等を通じて、IoP プロジェクトの

取り組みを参考として地域の自治体、産業界や高等

教育機関等と地域連携プラットフォームの構築に向

けて継続した協議を実施する 

【総務企画課】 
令和３年度に開始した高知県東部における産学官

の共創によるイノベーション・エコシステムを構築す
る取組のビジョン実現のために重点的研究開発課題
とフィジビリティスタディ研究開発課題を設定した。
これらを推進することで、産学連携研究や地域での実
証研究、臨床研究、治験を行う。また、成果を事業化
するため、高知大学発ベンチャーの設立に繋げる。 

 

令
和
７
年
度 

（実施計画） 
【地域連携課】 
・地方創生推進士の認定数を 30 人以上とするため、
学内オリエンテーションや地域関連科目の学生への
周知を徹底する。 
・報道された地方創生推進士の活動事例を５件以上
とするため、認定後のフォローアップを行う。 
・地域課題抽出を 200 件以上とするため、県内７ブ
ロックで地域相談を開催する。 
・地域課題解決に資するプロジェクト件数を８件以
上とするため、連携協議会の開催及び学内シーズの
掘り起こしの強化を行う。 
・課題相談から企画・プロジェクト創出に貢献し得
る地域人材との繋がりを 80 人以上と構築するため、
地域課題関係者とのネットワーク化を図る。 
・地域の課題解決を担う人材として高知大学認定地
域コーディネーター（自治体連携コーディネータ
ー、センター短期研究員、地域連携事業中核人材
等）を３人以上とするため、連携協議会で人的支援
を優先課題としてあげる。 
・上記の取り組み等を通じて、IoP プロジェクトの

取り組みを参考として地域の自治体、産業界や高等

教育機関等と地域連携プラットフォームの構築に向

けて継続した協議を実施する。 

 

【総務企画課】 
令和３年度に開始した高知県東部における産学官

の共創によるイノベーション・エコシステムを構築す
る取組のビジョン実現のために重点的研究開発課題
とフィジビリティスタディ研究開発課題を設定した。
これらを推進することで、産学連携研究や地域での実
証研究、臨床研究、治験を行う。また、成果を事業化
するため、高知大学発ベンチャーの設立に繋げる。 

（実施状況） 
【地域連携課】 

 

 

【総務企画課】 
 

令
和
８
年
度 

（実施計画） 
【地域連携課】 
・地方創生推進士の認定数を 30 人以上とするため、
学内オリエンテーションや地域関連科目の学生への
周知を徹底する。 

（実施状況） 
【地域連携課】 

 

 

【総務企画課】 
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管理番号【１】の 6 枚目 
・報道された地方創生推進士の活動事例を５件以上
とするため、認定後のフォローアップを行う。 
・地域課題抽出を 200 件以上とするため、県内７ブ
ロックで地域相談を開催する。 
・地域課題解決に資するプロジェクト件数を８件以
上とするため、連携協議会の開催及び学内シーズの
掘り起こしの強化を行う。 
・課題相談から企画・プロジェクト創出に貢献し得
る地域人材との繋がりを 80 人以上と構築するため、
地域課題関係者とのネットワーク化を図る。 
・地域の課題解決を担う人材として高知大学認定地

域コーディネーター（自治体連携コーディネータ

ー、センター短期研究員、地域連携事業中核人材

等）を３人以上とするため、連携協議会で人的支援

を優先課題としてあげる。 

・上記の取り組み等を通じて、IoP プロジェクトの

取り組みを参考として地域の自治体、産業界や高等

教育機関等と地域連携プラットフォームの構築に向

けて継続した協議を実施する。 

 

【総務企画課】 
令和３年度に開始した高知県東部における産学官

の共創によるイノベーション・エコシステムを構築す
る取組のビジョン実現のために重点的研究開発課題
とフィジビリティスタディ研究開発課題を設定した。
これらを推進することで、産学連携研究や地域での実
証研究、臨床研究、治験を行う。また、成果を事業化
するため、高知大学発ベンチャーの設立に繋げる。 

 

 

令
和
９
年
度 

（実施計画） 
【地域連携課】 
・地方創生推進士の認定数を 30 人以上とするため、
学内オリエンテーションや地域関連科目の学生への
周知を徹底する。 
・報道された地方創生推進士の活動事例を５件以上
とするため、認定後のフォローアップを行う。 
・地域課題抽出を 200 件以上とするため、県内７ブ
ロックで地域相談を開催する。 
・地域課題解決に資するプロジェクト件数を８件以
上とするため、連携協議会の開催及び学内シーズの
掘り起こしの強化を行う。 
・課題相談から企画・プロジェクト創出に貢献し得
る地域人材との繋がりを 70 人以上と構築するため、
地域課題関係者とのネットワーク化を図る。 
・地域の課題解決を担う人材として高知大学認定地
域コーディネーター（自治体連携コーディネータ
ー、センター短期研究員、地域連携事業中核人材
等）を４人以上とするため、連携協議会で人的支援
を優先課題としてあげる。 
・上記の取り組み等を通じて、IoP プロジェクトの

取り組みを参考として地域の自治体、産業界や高等

教育機関等と地域連携プラットフォームの構築に向

けて継続した協議を実施する。 

 

【総務企画課】 

令和３年度に開始した高知県東部における産学官
の共創によるイノベーション・エコシステムを構築す
る取組のビジョン実現のために重点的研究開発課題
とフィジビリティスタディ研究開発課題を設定した。
これらを推進することで、産学連携研究や地域での実
証研究、臨床研究、治験を行う。また、成果を事業化
するため、高知大学発ベンチャーの設立に繋げる。 

（実施状況） 
【地域連携課】 

 

 

【総務企画課】 
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（学外公表用） 
管理番号【１】の 1 枚目 

評価指標の実績 

 
 

評価指標 補足説明 担当課 

（１）-1-1 地方創生推進士（高知県内の高等教育機関
の教育課程で地域の住民と積極的に触れ合い地域の課
題解決に取り組む経験等を経て、高知への理解と愛情
を深め、高知で働き貢献したいという志を持った学生
に与えられる称号）の認定数を６年間累計で 180 人以
上とする 

大学連携まち・ひと・しごと創生推進
本部会議において認定される地方創
生推進士の数。 

地域連携課 

令和４年度 

37 人 
 
《内訳》 
高知大学 36 人、高知高専１人 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（１）-1-2 報道された地方創生推進士の活動事例を
６年間累計で 30 件以上とする 

卒業生を含む。 
地域連携課 

令和４年度 

９件 
 
《内訳》 
・「第２回土佐学生よさこい大会」写真展 
・須崎市「海のまち学園祭」 
・JR 四国「地域観光チャレンジツアー2022」金賞 
・「しまんと新聞バッグ」ミラノ出展 
・子ども食堂体験（高知県政だより） 
・山の映画館から平和願う 
・林業女子会 
・「高知仁淀ブルー熱中塾」 
・空き家研究地域に貢献 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（１）-1-3 地域課題抽出を６年間累計で 1,200 件以
上行う 

高知大学地域コーディネーター
（UBC）の活動を中心に、県内７ブロ
ックで地域相談を実施する。 
 

地域連携課 

令和４年度 

214 件 

 

《内訳》 

教育：25 件、研究：43件、社会貢献：143 件、公開講座：２件、その他：１件 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

様式１－２ 
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管理番号【１】の 2 枚目 
評価指標 補足説明 担当課 

（１）-1-4 地域課題解決に資するプロジェクト件数
を６年間累計で 50 件以上とする 

受託研究・共同研究・受託事業等の件
数。 

地域連携課 

令和４年度 

12 件 

 

《内訳》 

受託研究：６件、共同研究：６件 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（１）-1-5 課題相談から企画・プロジェクト創出に貢
献し得る地域人材との繋がりを６年間累計で 500 人以
上と構築する 

土佐 FBC、こうち観光カレッジ、出前
公開講座等の修了生及びプロジェク
ト協力者とのネットワーク化を図
る。 

地域連携課 

令和４年度 

219 人 

 

《内訳》 

土佐 FBC 修了生：54 人、こうち観光カレッジ室戸合宿受講者：９人、 

出前講座修了生：105 人（７市町村）、プロジェクト協力者：51人 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（１）-1-6 地域の課題解決を担う人材として高知大
学認定地域コーディネーター（自治体連携コーディネ
ーター、センター短期研究員、地域連携事業中核人材
等）を６年間累計で 20 人以上とする 

「地域連携事業中核人材等」とは、自
治体担当者や実習受入コーディネー
ター等をいう。 

地域連携課 

令和４年度 

６人 

 

《内訳》 

自治体連携コーディネーター(須崎市１人、四万十町２人、梼原町１人、室戸市２人) 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（１）-1-7 地域医療の質の向上に貢献し得る産学連
携研究の件数を６年間累計で 50 件以上とする 

令和３年度に採択された共創の場形
成新プログラム（COI-NEXT）【地域共
創分野】では、３つの研究開発課題を
設定している。これらはいずれも地
域医療の質の向上に貢献し得るもの
であり、この課題により締結される
企業等との共同研究をカウントす
る。 

総務企画課 

令和４年度 12 件 

令和５年度  

令和６年度  
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管理番号【１】の 3 枚目 
令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（１）-1-8 地域医療の質の向上に貢献し得る地域で
の臨床研究件数を６年間累計で 10 件以上とする 

令和３年度に採択された共創の場形
成新プログラム（COI-NEXT）【地域共
創分野】では、３つの研究開発課題を
設定している。これらはいずれも地
域医療の質の向上に貢献し得るもの
であり、この課題により実施された
臨床研究の件数をカウントする。 

総務企画課 

令和４年度 ６件 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（１）-1-9 地域医療の質の向上に貢献し得る高知大
学発ベンチャー認定件数を６年間累計で３件以上とす
る 

令和 3 年度に採択された共創の場形
成新プログラム（COI-NEXT）【地域共
創分野】では、３つの研究開発課題を
設定している。これらはいずれも地
域医療の質の向上に貢献し得るもの
であり、これらの研究成果をもとに
立ち上げたベンチャー企業で高知大
学に認定された件数をカウントす
る。 

総務企画課 

令和４年度 

１件 
 
《内訳》 
株式会社プラスティファーム 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  
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（学外公表用） 
管理番号【２】の 1 枚目 

第４期中期目標・中期計画進捗管理表 

 

管理番号２ 担当理事：地域連携 担当課：IoP イノベーション推進課 

大区分 Ⅰ 教育研究の質の向上に関する事項 

小区分 １ 社会との共創 

中期目標 
(１）人材養成機能や研究成果を活用して、地域の産業（農林水産業、製造業、サービス産業等）
の生産性向上や雇用の創出、文化の発展を牽引し、地域の課題解決のために、地方自治体や地域の
産業界をリードする。① 

中期計画 

（１）-2 高知県、他大学、関係機関との協働で実施する「IoP（Internet of Plants）プロジェク
ト」によって、県内施設園芸農業の発展に貢献し、国内外における競争優位性を高める。その中で
本学は、研究開発、人材育成等を主導することで、施設園芸農業のデジタル・トランスフォーメー
ション(DX)を実現し、さらに若者の地元定着を図ることによって、地域産業の持続的発展に貢献す
る。また、本事業を牽引するために大学改革を推進するとともに、IoP プロジェクトを通じて得た
成果を他の１次産業へと波及させていく。【２】 

理事評価 
Ⅳ「実施計画を上回って実施している」 

Ⅲ「実施計画を十分に実施している」 

Ⅱ「実施計画を十分には実施していない」 

Ⅰ「実施計画を実施していない」 

令和４年度 Ⅲ 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

令
和
４
年
度 

（実施計画） 
【IoP イノベーション推進課】 

地方大学・地域産業創生交付金事業補助期間最終年

度（５年目）のプロジェクト実施と、６年目以降の自

走期に向けたプロジェクトの在り方検討及び、同交付

金展開枠申請に向けた計画を立案する。 

また、各種 AI エンジンの機能強化や、その他各種

研究開発を進め、研究成果の事業化（ベンチャー立ち

上げ等）とともに、新農林海洋科学部における授業開

発や、教育・研究体制の整備等を通じ、大学改革を推

進する。 

（実施状況） 

【IoP イノベーション推進課】 

地方大学・地域産業創生交付金事業補助期間最終年

度（５年目）となるプロジェクトを以下の通り実施し

た。 

 

（研究開発） 

・本学が開発した IoP 生理生態 AI エンジンと、営農

支援 AI エンジンが高知県の IoP クラウドに実装され

る成果を得た。 

両エンジンの機能強化も進んでおり、生理生態 AI

エンジンについては、ナスとニラに加え、高知県主要

品目であるキュウリ・ピーマンの試験実装を開始。営

農支援 AI エンジンについては、ニラ草丈新鮮重予測

を IoP クラウドに組み込むことができた。 

なお、こうした研究成果を直に生産現場等に届ける

ため、農家を含む産学官が共創する「IoP 農業研究会」

を令和４年８月に立ち上げ、IoP 農業の現場実装を推

進する体制を構築した（会員数は令和４年度末で 125

名）。 

また、IoP プロジェクトで培った AI 技術を活用す

る大学発ベンチャーについては、令和４年 12 月にフ

ァーストユーザー（配送関係企業）と物流予想や配送

最適化等のビジネス展開に向けた実証実験を開始し、

令和５年内の設立に向けて準備が整いつつある。 

 

（人材育成） 

・IoP 共創センターに県立幡多農業高校の現職教員を

研究生として 1年間受入れ、高等学校の教育現場で活

用するための IoP の技術等を含むデジタル教材を開

発した。 

様式 1－１ 
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管理番号【２】の 2 枚目 
・IoP の理論や技術を盛り込んだ新たな授業科目「農

業情報共創学」を開発した。（令和５年度からの新農

林海洋科学部の教育課程に組込） 

 

（大学改革：農林海洋科学部改組） 

一次産業の DX に資するデータサイエンスの知識や

農林海洋資源の持続的開発・利用や環境保全等の諸課

題に対応できる人材を育成するため、農林海洋科学部

の改組を実施し、文部科学省から令和４年９月に設置

を可とする通知を受けた。改組においては、卒業生の

地元定着率向上に向けた地域枠新設及び、IoP の成果

によるデータサイエンス教育を大幅に強化した。 

 

（大学改革：IoP 共創センターの機能強化） 

・高知県農業技術センター内に IoP 共創センターのサ

テライト拠点を整備した。 

・IoP 共創センターの体制強化として、新たに九州大

学から２名の教員を特任教授としてクロスアポイン

トメントで招聘（クロスアポイント教員：全４名 ）

するとともに、農学分野世界１位※のワーヘニンゲン

大学から Jos Verstegen 博士を客員教授として招聘

した。加えて、令和５年度から２名のテニュア教員の

雇用が決定し、センターのみならず大学全体のデータ

サイエンス教育の推進に寄与する体制が整った。 

※ US News 世界大学ランキング 2022 より 

 

 

（展開枠申請による大学改革へのチャレンジ） 

・IoP の技術や仕組みを高知県内だけにとどまらず、

全国・海外に展開するべく、内閣府地方大学・地域産

業創生交付金「展開枠」の実施計画を、高知県ととも

に取りまとめ内閣府へ申請し、令和５年２月３日付で

採択の内示を受けた。（令和５年度高知大学配分額：

269,001 千円 ） 

・展開枠で目指す大学改革として、IoP 共創センター

のさらなる機能強化のため、九州大学や北海道大学に

本学のサテライト拠点の整備や、海外からトップレベ

ル人材を招聘する。 

・研究面では、メインとなる２つの AI エンジンの他

品目への横展開に加え、新たに GX 分野の研究を推進

する。 

＜GX 分野研究＞ 

「施設園芸の低炭素化と窒素循環に寄与するカスケ

ード型養液栽培システムの開発」  

 「脱炭素型施設園芸を目指した温室効果ガス発生量

「見える化」手法の開発」など 

・教育面では、研究の深化に呼応した農林海洋科学専

攻の大学院改革を進める等、当初計画と展開枠の取り

組みをかけ合わせることにより、「地域課題解決×DX」

モデルを構築し、地域と世界を変えることのできる大

学を目指す。 
 

令
和
５
年
度 

（実施計画） 
【IoP イノベーション推進課】 
地方大学・地域産業創生交付金事業補助期間自走期

（６年目）のプロジェクト実施と、同交付金展開枠プ

ロジェクト（１年目）を実施する。 

また、各種 AI エンジンの機能強化・多作目化等や、

その他各種研究開発を進め、研究成果の事業化（IoP

未来農場本部の立ち上げ等）とともに、新農林海洋科

（実施状況） 
【IoP イノベーション推進課】 
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管理番号【２】の 3 枚目 
学部における授業実施や、教育・研究体制の拡充等を

通じ、大学改革を推進する。 

 

令
和
６
年
度 

（実施計画） 
【IoP イノベーション推進課】 
地方大学・地域産業創生交付金事業補助期間自走期

（７年目）のプロジェクト実施と、同交付金展開枠プ
ロジェクト（２年目）を実施するとともに、展開枠継
続にむけた評価対応等準備を行う。 

また、各種 AI エンジンの機能強化・多作目化・他
県展開等や、その他各種研究開発を進め、研究成果の
事業化（IoP 未来農場提携化等）とともに、新農林海
洋科学部における授業実施（継続）や、教育・研究体
制の拡充等を通じ、大学改革を推進する。 

 

（実施状況） 
【IoP イノベーション推進課】 
 

令
和
７
年
度 

（実施計画） 
【IoP イノベーション推進課】 
地方大学・地域産業創生交付金事業補助期間自走期

（８年目）のプロジェクト実施と、同交付金展開枠（※
継続の場合）プロジェクト（３年目）を実施する。 

また、各種 AI エンジンの機能強化・多作目化・他
県展開等や、その他各種研究開発を進め、研究成果の
事業化（IoP 未来農場提携化拡充等）とともに、新農
林海洋科学部における授業実施（継続）や、学生分属
による教育・研究指導等を通じ、大学改革を推進する。 

 

（実施状況） 
【IoP イノベーション推進課】 

令
和
８
年
度 

（実施計画） 
【IoP イノベーション推進課】 
地方大学・地域産業創生交付金事業補助期間自走期

（９年目）のプロジェクト実施と、同交付金展開枠（※

継続の場合）プロジェクト（４年目）を実施する。 
また、各種 AI エンジンの機能強化・多作目化・他

県展開等や、その他各種研究開発を進め、研究成果の
事業化（IoP 未来農場提携化拡充等）とともに、新農
林海洋科学部における授業実施（継続）や、学生分属
による教育・研究指導（卒業論文）等を通じ、大学改
革を推進する。 

 

（実施状況） 
【IoP イノベーション推進課】 

令
和
９
年
度 

（実施計画） 
【IoP イノベーション推進課】 
地方大学・地域産業創生交付金事業補助期間自走期

（10 年目）のプロジェクト最終年度を実施する。 
また、各種 AI エンジンの機能強化・多作目化・他

県展開や、その他各種研究開発を進め、研究成果の事
業化（IoP 未来農場提携化拡充等）とともに、新農林
海洋科学部における授業実施（継続）や、学生分属に
よる教育・研究指導（卒業論文）等を通じ、大学改革
を推進する。 

 

（実施状況） 
【IoP イノベーション推進課】 
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（学外公表用）

管理番号【２】の 1 枚目 

評価指標の実績 

評価指標 補足説明 担当課 

（１）-2-1 専門人材育
成プログラム受講生の
地元就職・起業数を６年
間累計で 72 人以上とす
る 

【社会人教育】 
・「IoP 塾」を活用した社会人教育の実績を集計する。（特に、高知県農業
担い手育成センターへの教材提供を通じた連携により、同センターの基礎
研修（就農希望者長期研修［３ヵ月・６ヵ月・12 か月コース］）修了生で
高知県内に就農（自営・親元・雇用・移住）した実績） 
【学部教育】 
・令和５年度から開講する農林海洋科学部「次世代農業教育プログラム」
修了生の地元就職・起業数の実績を集計する。それまでは、IoP 教育プロ
グラム〔３科目〕での修了生を集計する。
【大学院教育】
・IoP プロジェクトで構築した「IoP 連携プログラム」修了生の地元就職・
起業数の実績を集計する。
・土佐 FBC-S コースの後継となる、農林海洋科学専攻（食品化学等）修了
生の地元就職・起業数・研究部署分属の実績を集計する。

IoP イノベ
ーション推
進課 

令和４年度 

10 人 

《内訳》 
社会人教育 10 人、学部教育 0人、大学院教育 0人 

令和５年度 

令和６年度 

令和７年度 

令和８年度 

令和９年度 

評価指標 補足説明 担当課 

（１）-2-2 関連する学
術論文数を６年間累計
で 70 編以上とする 

・IoP 共創センターや農林海洋科学部等における、IoP 関連研究及び、一
次産業 DX 等に関連する学術論文（和文・欧文・査読有/無）の実績を集計
する。

IoP イノベ
ーション推
進課 

令和４年度 28編 

令和５年度 

令和６年度 

令和７年度 

令和８年度 

令和９年度 

評価指標 補足説明 担当課 

（１）-2-3 大学改革を
推進する（IoP 共創セン
ターの活動、１次産業 DX
拠点によるコンソーシ
アム構築や研究企画（10
件/６年）など）

・IoP 共創センターの諸活動に起因・関連する大学内外における組織化や
事業化等の実績及び、競争的資金・共同研究等による研究プロジェクトや、
研究関連の企画・諸催事等の実績を集計する。

IoP イノベ
ーション推
進課 

令和４年度 

５件 

《内訳》 
・IoP の成果を教育課程に反映した農林海洋科学部改組手続きの完了（R4.9 月）
・IoP 共創センターのサテライトオフィス設置（高知県農業技術センター内）
・IoP 農業研究会の設立（R4.8 月）
・国際シンポジウムの開催（対面・WEB のハイブリッド開催/6 か国から 450 名が参加）
・６者間連携協定に基づく共同研究の実施

令和５年度 

令和６年度 

様式１－２ 
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管理番号【２】の 2 枚目 
令和７年度 

令和８年度 

令和９年度 
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（学外公表用）

管理番号【３】の 1 枚目 

第４期中期目標・中期計画進捗管理表 

管理番号 ３ 担当理事：地域連携 担当課：地域連携課 

大区分 Ⅰ 教育研究の質の向上に関する事項 

小区分 １ 社会との共創 

中期目標 
(１）人材養成機能や研究成果を活用して、地域の産業（農林水産業、製造業、サービス産業等）
の生産性向上や雇用の創出、文化の発展を牽引し、地域の課題解決のために、地方自治体や地域の
産業界をリードする。①

中期計画 

（１）-3 食品産業の中核人材育成プログラムである「土佐 FBC」を先行モデルとして、社会人向け
教育プログラムの受講生・修了生の広域的ネットワークを構築する。加えて県民向けの生涯学習・
リカレント教育を普及・拡充させることで、本学は「人材育成の拠点」のみならず、「交流の拠点」
としてイノベーション創発のコミュニティ形成機能を担う。【３】

理事評価 
Ⅳ「実施計画を上回って実施している」 

Ⅲ「実施計画を十分に実施している」 

Ⅱ「実施計画を十分には実施していない」 

Ⅰ「実施計画を実施していない」 

令和４年度 Ⅲ 

令和５年度 

令和６年度 

令和７年度 

令和８年度 

令和９年度 

令
和
４
年
度 

（実施計画） 
【地域連携課】 

・第Ⅲ期最終年度となる土佐 FBCⅢの各コースを計

画どおり実施する。

また、令和５年度から実施予定の第Ⅳ期に向けて土

佐 FBCⅣ設置検討 WG において計画検討を実施すると

ともに、高知県、関連企業・団体との連携体制の継

続や社会人大学院への接続について関係部署と調

整・検討を実施する。

・自治体と連携した各種会議回数を７回以上とす

る。

・生涯学習・リカレント教育を実施するための事業

を 10 回以上実施する。

・オンライン等による生涯学習とリカレント教育受

講者数・視聴回数を 500 人（回）以上とする。

（実施状況） 
【地域連携課】 

（土佐 FBCⅢの実施） 

・土佐 FBCⅢは、令和４年度から全コースにおいて

オンラインによる講義等を実施し、県内外のみなら

ず初めて海外（１ヵ国２名）からの受講生を受け入

れた。

３月に修了式・成果発表会・シンポジウムをオンラ

インで開催し、54 名（延べ 714 名）の修了生を輩出

した。

（広域ネットワーク：土佐 FBC 倶楽部の活動と成果） 

・受講生、修了生の広域的ネットワークを構築する

ために、土佐 FBC 倶楽部の活動として、食のプラッ

トホーム事業のセミナー５回、勉強会１回、運営委

員会４回を実施した。また、受講生同士の交流を促

進するために特別講義＆交流会を３回実施、特別実

習３回、シンポジウム＆祝賀会を１回実施すること

により、対面での交流を図ることができた。 

また、感染に留意しながら土佐 FBC 倶楽部のセミ

ナー等の実施により、修了生との交流も図ることが

できた。さらに、にっぽんの宝物グランプリ高知大

会、室戸大会、高知家のうまいもの大賞、高知県地

場産業大賞等様々な食に関する大会に出場し、土佐

FBC 修了生・受講生がグランプリ、審査員特別賞、

準グランプリ等を獲得する等の成果も出ている。 

（土佐 FBCⅣの設置準備：イノベーションの創発） 

・土佐 FBCⅣ設置検討ワーキングを令和４年度は２

回開催し、高知県、関連企業等と事業計画の検討を

実施した。事業計画は、土佐 FBCⅢ企画運営委員

会・教育専門部会合同会議にて承認された。 

様式 1－１ 
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管理番号【３】の 2 枚目 
（自治体との連携） 
・連携自治体との協議会：４回 
室戸市自治体連携協議会、四万十町連携協議会、梼

原町連携協議会、安田町連携協議会、 
その他自治体及びブロック団体との会議等：13 回 
高知県嶺北地域本部会議（２回）、高知市・高知市地

域本部・高知大学定例会（11 回） 
 自治体連携協議会において、出前公開講座（オンラ
インコンテンツ含む）の PR を実施した。 
 
（生涯学習・リカレント教育の実施） 
・生涯学習・リカレント教育を実施するための出前公
開講座を８市町村で 27 件（回）実施し、延べ受講者
は 495 人であった。 
 令和４年度に学長裁量経費の採択を受け、学内公募
により新たに２つのオンラインコンテンツを作成し、
次世代地域創造センターのホームページを改修し、よ
り受講しやすい環境に改善した。 
・オンライン等による生涯学習とリカレント教育

（出前公開講座）の受講者数・視聴回数は 1,030 人

であった。 

《内訳》オンラインコンテンツ視聴者 535 人（令和

３年度に作成し令和４年度に配信したもの。令和５

年３月８日現在）、出前公開講座延べ受講者 495 人 

 

令
和
５
年
度 

（実施計画） 
【地域連携課】 
・第Ⅳ期土佐 FBCⅣ（令和５～９年度）の実施により、
関係機関と連携して高知県内を中心に食品産業を成
長に導く産業人材を育成する企業等の支援を総合的
に実施する。併せて、土佐 FBC 倶楽部の活動を支援し、
受講生・修了生のネットワークを広げる。 
また、国家戦略プロフェッショナル検定「食の６次産
業化プロデューサー（LEVEL１～３）」のプログラム認
定についても継続し、修了生の認定取得支援を継続し
て実施する。 
・自治体と連携した各種会議回数を７回以上とする。 
・生涯学習・リカレント教育を実施するための事業を
10 回以上実施する。 
・オンライン等による生涯学習とリカレント教育受
講者数・視聴回数を 500 人（回）以上とする。 
 

（実施状況） 
【地域連携課】 

令
和
６
年
度 

（実施計画） 
【地域連携課】 

・第Ⅳ期土佐 FBCⅣ（令和５～９年度）の実施により、
関係機関と連携して高知県内を中心に食品産業を成
長に導く産業人材を育成する企業等の支援を総合的
に実施する。併せて、土佐 FBC 倶楽部の活動を支援し、
受講生・修了生のネットワークを広げる。 
また、国家戦略プロフェッショナル検定「食の６次

産業化プロデューサー（LEVEL１～３）」のプログラ

ム認定についても継続し、修了生の認定取得支援を

継続して実施する。 

・自治体と連携した各種会議回数を７回以上とす

る。 

・生涯学習・リカレント教育を実施するための事業

を 10 回以上実施する。 

・オンライン等による生涯学習とリカレント教育受

講者数・視聴回数を 500 人（回）以上とする。 
 

（実施状況） 
【地域連携課】 
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管理番号【３】の 3 枚目 

令
和
７
年
度 

（実施計画） 
【地域連携課】 
・第Ⅳ期土佐 FBCⅣ（令和５～９年度）の実施により、
関係機関と連携して高知県内を中心に食品産業を成
長に導く産業人材を育成する企業等の支援を総合的
に実施する。併せて、土佐 FBC 倶楽部の活動を支援し、
受講生・修了生のネットワークを広げる。 
また、国家戦略プロフェッショナル検定「食の６次

産業化プロデューサー（LEVEL１～３）」のプログラ

ム認定についても継続し、修了生の認定取得支援を

継続して実施する。 

・自治体と連携した各種会議回数を７回以上とす

る。 

・生涯学習・リカレント教育を実施するための事業

を 10 回以上実施する。 

・オンライン等による生涯学習とリカレント教育受

講者数・視聴回数を 500 人（回）以上とする。 
 

（実施状況） 
【地域連携課】 

 
 

令
和
８
年
度 

（実施計画） 
【地域連携課】 
・第Ⅳ期土佐 FBCⅣ（令和５～９年度）の実施により、
関係機関と連携して高知県内を中心に食品産業を成
長に導く産業人材を育成する企業等の支援を総合的
に実施する。併せて、土佐 FBC 倶楽部の活動を支援し、
受講生・修了生のネットワークを広げる。 
また、国家戦略プロフェッショナル検定「食の６次

産業化プロデューサー（LEVEL１～３）」のプログラ

ム認定についても継続し、修了生の認定取得支援を

継続して実施する。 

・自治体と連携した各種会議回数を７回以上とす

る。 

・生涯学習・リカレント教育を実施するための事業

を 10 回以上実施する。 

・オンライン等による生涯学習とリカレント教育受

講者数・視聴回数を 500 人（回）以上とする。 
 

（実施状況） 
【地域連携課】 

 
 

令
和
９
年
度 

（実施計画） 
【地域連携課】 

・第Ⅳ期土佐 FBCⅣ（令和５～９年度）の実施によ

り、関係機関と連携して高知県内を中心に食品産業

を成長に導く産業人材を育成する企業等の支援を総

合的に実施する。 

第Ⅴ期土佐 FBCⅤ（令和 10～14 年度）に向けて検討

を実施する。 

併せて、土佐 FBC 倶楽部の活動を支援し、受講生・修
了生のネットワークを広げる。 
また、国家戦略プロフェッショナル検定「食の６次

産業化プロデューサー（LEVEL１～３）」のプログラ

ム認定についても継続し、修了生の認定取得支援を

継続して実施する。 

・自治体と連携した各種会議回数を７回以上とす

る。 

・生涯学習・リカレント教育を実施するための事業

を 10 回以上実施する。 

・オンライン等による生涯学習とリカレント教育受

講者数・視聴回数を 500 人（回）以上とする。 
 

（実施状況） 
【地域連携課】 
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（学外公表用） 
管理番号【３】の 1 枚目 

評価指標の実績 

 
 

評価指標 補足説明 担当課 

（１）-3-1 受講生・修了生ネットワーク形成とその活
動件数を６年間累計で 30 回以上とする 

こうち観光カレッジ修了生ネットワ
ークの構築。 
土佐 FBC（土佐 FBC 倶楽部）。 

地域連携課 

令和４年度 

13 回 
 
《内訳》 
土佐 FBCⅢシンポジウム：１回、特別講義＆交流会：３回、特別実習：３回、 
Kochi 食のプラットホームセミナー＆勉強会：６回 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（１）-3-2 土佐 FBC 事業による県内経済波及効果を
６年間累計で 100 億円以上とする 

なし。 地域連携課 

令和４年度 R５年 10 月頃集計予定 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（１）-3-3 ニーズを把握するための自治体と連携し
た各種会議回数を６年間累計で 42 回以上とする 

連携協議会等。 地域連携課 

令和４年度 

17 回 
 
《内訳》 
・連携自治体との連携協議会：４回 

（室戸市、四万十町、梼原町、安田町） 
・その他自治体及びブロック団体との会議等：13 回 

（高知県嶺北地域本部会議：２回、高知市・高知市地域本部・高知大学定例会：11 回） 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（１）-3-4 自治体職員研修、出前公開講座等の生涯学
習・リカレント教育を実施するための事業を６年間累
計で 60 件以上実施する 

出前公開講座等。 地域連携課 

令和４年度 

27 件（回） 
 
《内訳》 
出前公開講座： 27 件（回）（８市町村。延べ受講者数：495 人） 

令和５年度  

令和６年度  

様式１－２ 
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管理番号【３】の 2 枚目 
令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（１）-3-5 オンライン等による生涯学習とリカレン
ト教育受講者数・視聴回数を６年間累計で3,000人（回）
以上とする 

オンライン出前公開講座等。 地域連携課 

令和４年度 

1,030 人（回） 

 
《内訳》 
オンラインコンテンツ視聴者数：535 人（回）、出前公開講座延べ受講者数：495 人 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  
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（学外公表用） 
管理番号【４】の 1 枚目 

第４期中期目標・中期計画進捗管理表 

 

管理番号 ４ 担当理事：企画 担当課：法人企画課 

大区分 Ⅰ 教育研究の質の向上に関する事項 

小区分 ２ 教育 

中期目標 
（２）「地域を支え地域を変えることができる大学」として、地域、社会や国の変化に応じて、求
められる人材を育成するため、「地域課題解決×DX」を基軸とし、柔軟かつ機動的に教育プログラ
ムや教育研究組織の改編・整備を推進することにより、需要と供給のマッチングを図る。④ 

中期計画 
（２）-1 学士課程における入学定員増も視野に入れつつ、地域・社会のニーズや大学教育の DX に
対応した教育組織改革・教育改革を展開することを通じて、地域課題の解決や地域におけるイノベ
ーション創出を担う人材を輩出する。【４】 

理事評価 
Ⅳ「実施計画を上回って実施している」 

Ⅲ「実施計画を十分に実施している」 

Ⅱ「実施計画を十分には実施していない」 

Ⅰ「実施計画を実施していない」 

令和４年度 Ⅲ 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

令
和
４
年
度 

（実施計画） 
【法人企画課】 

大学改革実施本部のもと、高知大学 Grand 

Design2030 の実現をはじめ、「地域課題解決×DX」

をキーワードとした学士課程段階での教育組織改

革・教育改革にかかる将来計画の検討・策定を行

う。 

その中で、令和４年度は、農林海洋科学部の改組

にかかる設置認可及び、「魅力ある地方大学の実現

に資する地方国立大学の定員増」の採択に向けた各

種準備を行い、地域・社会のニーズや大学教育の DX

に対応した教育組織改革を実施する。 

大学においては、農林海洋科学部設置準備委員会

を設置し、教務、入試及び広報等の学生受入れのた

めの事項並びに、必要経費案の策定等の教育実施体

制の整備のための事項を検討、調整及び実施する。 

 また、教育カリキュラム開発や実験・実習の高度

化等については、昨年度末に採択された「デジタル

×専門分野の掛け合わせによる産業 DX をけん引する

高度専門人材育成事業」を活用し、一次産業分野に

おける DX を実践的に学ぶ教育環境を整備する。 

 

（実施状況） 
【法人企画課】 

（将来計画の検討・策定） 

令和５年度に「地域課題解決×DX」をキーワードと

した学士課程段階での教育組織改革・教育改革にかか

る将来計画の検討・策定する予定としている。 

 

（農林海洋科学部の改組） 

 「魅力ある地方大学の実現に資する地方国立大学の

定員増」については、令和５年度の定員増は不採択と

なったが、令和６年度の再申請に向けて、文部科学省

との協議を実施（令和５年３月 29 日）する等、+15 人

の「地域志向枠」の定員増を行うべく引き続き調整を

進めている。 

農林海洋科学部の改組については、令和４年９月に

文部科学省から令和５年に設置を認める通知があり

手続きが完了した。学内では、令和４年４月に農林海

洋科学部設置準備委員会を設置し、同委員会のもとに

総務、学務、入試、広報・ホームページの専門委員会

を置き、組織整備や授業準備、入学者選抜等を行い、

農林海洋科学部第１期生の受入れ準備を整えた。 

特に、新学部の学外への認知度を高めるため、高校

生を始めとする学外者に農林海洋科学部の最先端の

DX の取組みを紹介する「農林海洋科学部 DS/DX セミ

ナー」の企画・実施（計 15 回実施、参加者 498 名［高

校生含］）や、９月には高知大学農林海洋科学部のリ

ニューアルについて、教育の特徴、海外研修、先輩た

ちの声等の専用コンテンツを掲載した「受験生向けス

ペシャルウェブサイト」を公開（アクセス数 計 5,940

回）するなど、受験生確保に向けた積極的な広報活動

を展開した。 

また、令和３年度に採択された「デジタル×専門分

野の掛け合わせによる産業 DX をけん引する高度専門

様式 1－１ 
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管理番号【４】の 2 枚目 
人材育成事業」を活用し、令和５年度から始まる一次

産業分野における DX を実践的に学ぶ教育環境を整備

した。 

〔主な整備内容〕 

○遠距離キャンパス間のリアルタイム講義を可能と

するインタラクティブ授業システム 

○魚のリアルタイムモニタリングシステム 

○LEDを用いた魚類の非侵襲型生体信号測定システム 
○農場内牛情報管理システム 
○近赤外線自動選果システム 
○森林３次元自動計測システム 
 
（四国地域大学ﾈｯﾄﾜｰｸ機構における連携教職課程） 
四国５国立大学間で一般社団法人四国地域大学ﾈｯﾄ

ﾜｰｸ機構を設立し、推進している「連携教職課程」につ
いて、令和４年３月に教職課程認定申請（家庭・情報）
を行っており、中央教育審議会初等中等教育分科会教
員養成部会の審査を経て、令和４年 11 月 25 日に認定
を受け、令和５年度の学生受け入れの準備を終えた。
この「連携教職課程」は、四国内連携での開設が、わ
が国初の事例であり、「分散協働型の広域連携」の下
で、オンライン授業と対面形式での実習等を組み合わ
せることにより、各大学の強みを活かした教職課程を
編成している。 
 

令
和
５
年
度 

（実施計画） 
【法人企画課】 

令和５年度は、農林海洋科学部の「魅力ある地方

大学の実現に資する地方国立大学の定員増」の採択

に向けた各種準備を行う。また、大学改革実施本部

のもと、高知大学 Grand Design2030 の実現をはじ

め、「地域課題解決×DX」をキーワードとした学士

課程段階での教育組織改革・教育改革にかかる将来

計画の検討・策定を行う。 

また、改組した農林海洋科学部に、新設した地域

枠を含む学生（一期生）を受入れ、一次産業 DX に資

する教育（新設した次世代農業教育プログラム

（Education Program for Smart Agriculture；

EPSA）（以下、「EPSA」という）及び総合的海洋管

理教育プログラム（Integrated Coastal and Ocean 

Management :ICOM）（以下、「ICOM」という）の実

施含）を展開する。 

 

（実施状況） 
【法人企画課】 
 
 

令
和
６
年
度 

（実施計画） 
【法人企画課】 

大学改革実施本部のもと、高知大学 Grand 

Design2030 の実現をはじめ、令和５年度に策定した

将来計画に基づき学士課程段階での教育組織改革・

教育改革のロードマップ（令和６年度）を実施す

る。 

また、改組した農林海洋科学部に、新設した地域

枠を含む学生（第二期生）を受入れ、一次産業 DX に

資する教育（新設した EPSA 及び ICOM の実施含）を

展開する。 

 

（実施状況） 
【法人企画課】 
 
 

令
和
７
年
度 

（実施計画） 
【法人企画課】 

大学改革実施本部のもと、高知大学 Grand 

Design2030 の実現をはじめ、令和５年度に策定した

将来計画に基づき学士課程段階での教育組織改革・

（実施状況） 
【法人企画課】 
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管理番号【４】の 3 枚目 
教育改革のロードマップ（令和７年度）を実施す

る。 
また、改組した農林海洋科学部に、新設した地域枠

を含む学生（第三期生）を受入れ、一次産業 DX に資
する教育（新設した EPSA 及び ICOM の実施含）を展開
する。 

 

令
和
８
年
度 

（実施計画） 
【法人企画課】 

大学改革実施本部のもと、高知大学 Grand 

Design2030 の実現をはじめ、令和５年度に策定した

将来計画に基づき学士課程段階での教育組織改革・

教育改革のロードマップ（令和８年度）を実施す

る。 
また、改組した農林海洋科学部に、新設した地域枠

を含む学生（第四期生）を受入れ、一次産業 DX に資
する教育（新設した EPSA 及び ICOM の実施含）を展開
し、地域課題の解決や地域におけるイノベーション創
出を担う人材を輩出する。 

 

（実施状況） 
【法人企画課】 
 
 

令
和
９
年
度 

（実施計画） 
【法人企画課】 

大学改革実施本部のもと、高知大学 Grand 

Design2030 の実現をはじめ、令和５年度に策定した

将来計画に基づき学士課程段階での教育組織改革・

教育改革のロードマップ（令和９年度）を実施し、

活動を総括する。 

また、改組した農林海洋科学部に、新設した地域枠

を含む学生（第五期生）を受入れ、一次産業 DX に資

する教育（新設した EPSA 及び ICOM の実施含）を展

開し、地域課題の解決や地域におけるイノベーショ

ン創出を担う人材を輩出する。 

 

（実施状況） 
【法人企画課】 
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（学外公表用） 
管理番号【４】の 1 枚目 

評価指標の実績 

 
 

評価指標 補足説明 担当課 

（２）-1-1 学士課程段階での教育組織改革・教育改革
を実施する 

策定した将来計画に沿った検討が行
われ、教育組織改革・教育改革を実施
したことをもって評価指標を達成し
たと判断する。 

法人企画課 

令和４年度 
・農林海洋科学部の組織改革 
・一般社団法人四国地域大学ﾈｯﾄﾜｰｸ機構における「連携教職課程」の認定 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

 

様式１－２ 
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（学外公表用） 
管理番号【５】の 1 枚目 

第４期中期目標・中期計画進捗管理表 

 

管理番号 ５ 担当理事：企画 担当課：法人企画課 

大区分 Ⅰ 教育研究の質の向上に関する事項 

小区分 ２ 教育 

中期目標 
（２）「地域を支え地域を変えることができる大学」として、地域、社会や国の変化に応じて、求
められる人材を育成するため、「地域課題解決×DX」を基軸とし、柔軟かつ機動的に教育プログラ
ムや教育研究組織の改編・整備を推進することにより、需要と供給のマッチングを図る。④ 

中期計画 
（２）-2 地域の政策課題・産業課題への対応や地域社会の DX に寄与する教育研究改革を大学院段
階で展開することにより、研究を通じたイノベーション創出や地域社会の課題解決を担う高度専門
職業人を輩出する。【５】 

理事評価 
Ⅳ「実施計画を上回って実施している」 

Ⅲ「実施計画を十分に実施している」 

Ⅱ「実施計画を十分には実施していない」 

Ⅰ「実施計画を実施していない」 

令和４年度 Ⅲ 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

令
和
４
年
度 

（実施計画） 
【法人企画課】 

大学改革実施本部のもと、高知大学 Grand 

Design2030 の実現をはじめ、大学院修士課程におけ

る土佐 FBC の展開など、「地域社会の課題対応」に資

する大学院レベルでの教育研究改革に係る将来計画

を検討・策定する。 

また、令和４年度は、改組した応用自然科学専攻及

び、教職実践高度化専攻に学生を受入れ、地域社会の

課題解決を担う高度専門職業人を育成する。 

（実施状況） 
【法人企画課】 

（将来計画の検討・策定） 

令和５年度に「地域社会の課題対応」に資する大学

院レベルでの教育研究改革に係る将来計画を検討・策

定する予定としている。 

 

（応用自然科学専攻及び教職実践高度化専攻の開設） 

令和４年度に設置した応用自然科学専攻及び教職実

践高度化専攻において、地域社会の課題解決を担う高

度専門職業人の育成を開始した。 

また、応用自然科学専攻においては、情報科学・魚

類分類学の若手教員２名を採用するなど、分野横断型

教育研究に基づく社会実装を通じたイノベーション

創出をより一層推進する体制を整備した。 
＜令和４年度入学者＞ 
概ね定員を確保することができた。 
・応用自然科学専攻９名（入学定員６名）、 
・教職実践高度化専攻 14 名（入学定員 15 名） 
 

（スポーツ・芸術文化共創専攻の設置構想） 

「第３期高知県スポーツ振興計画」や「高知県文化

芸術振興ビジョン」等、スポーツ・芸術面における地

域課題への対応について、大学が組織的に貢献するた

めの体制整備として、大学院修士課程に「スポーツ・

芸術文化共創専攻（仮称）」を設置することを構想し

た。 

高知県からは、高知県が進めるスポーツ・文化・芸

術の振興において、高度な専門知識を持ち、地域で活

躍する事のできる人材の必要性から、令和６年度の

「スポーツ・芸術文化共創専攻（仮称）」設置に向け、

高知県知事からの要望書を受領した。（令和５年２月

27 日付） 

様式 1－１ 
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管理番号【５】の 2 枚目 

 
 

また、文部科学省との事務相談及び地域の美術館

等、民間企業、学生へのアンケートやヒアリング等を

通じて、新専攻のニーズ・方向性を整理した。その結

果、ゼミナールや研究指導を通じて社会学関連科目と

スポーツ・芸術関係科目を統合的に履修し、エビデン

スベースドな研究成果を地域社会に還元することを

通じて文化振興などの課題を解決できる高度職業人

育成を目指す設置計画を作成し、令和５年４月に文部

科学省へ提出する準備を整えた。 

 

令
和
５
年
度 

（実施計画） 
【法人企画課】 

令和５年度は、スポーツ・芸術文化共創専攻の設置

申請に向けた各種準備を行う。また、大学改革実施本

部のもと、高知大学 Grand Design2030 の実現をはじ

め、大学院修士課程における土佐 FBC の展開など、「地

域社会の課題対応」に資する大学院レベルでの教育研

究改革に係る将来計画を検討・策定を行う。 

 

（実施状況） 
【法人企画課】 
 
 

令
和
６
年
度 

（実施計画） 
【法人企画課】 

大学改革実施本部のもと、高知大学 Grand 

Design2030 の実現をはじめ、令和５年度に策定した

将来計画に基づき大学院レベルでの教育研究改革の

ロードマップ（令和６年度）を実施する。 

 

（実施状況） 
【法人企画課】 

 
 

令
和
７
年
度 

（実施計画） 
【法人企画課】 

大学改革実施本部のもと、高知大学 Grand 

Design2030 の実現をはじめ、令和５年度に策定した

将来計画に基づき大学院レベルでの教育研究改革の

ロードマップ（令和７年度）を実施する。 

 

（実施状況） 
【法人企画課】 
 
 

令
和
８
年
度 

（実施計画） 
【法人企画課】 

大学改革実施本部のもと、高知大学 Grand 

Design2030 の実現をはじめ、令和５年度に策定した

将来計画に基づき大学院レベルでの教育研究改革の

ロードマップ（令和８年度）を実施する。 

 

（実施状況） 
【法人企画課】 
 
 

令
和
９
年
度 

（実施計画） 
【法人企画課】 

大学改革実施本部のもと、高知大学 Grand 

Design2030 の実現をはじめ、令和５年度に策定した

将来計画に基づき大学院レベルでの教育組織改革の

ロードマップ（令和９年度）を実施し、活動を総括す

る。 
 

（実施状況） 
【法人企画課】 
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（学外公表用） 
管理番号【５】の 1 枚目 

評価指標の実績 

 
 

評価指標 補足説明 担当課 

（２）-2-1 大学院における教育組織改革・教育改革を
実施する 

策定した将来計画に沿った検討が行
われ、教育組織改革・教育改革を実施
したことをもって評価指標を達成し
たと判断する。 

法人企画課 

令和４年度 
・応用自然科学専攻の設置 
・教職実践高度化専攻の設置 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

 

様式１－２ 
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（学外公表用） 
管理番号【６】の 1 枚目 

第４期中期目標・中期計画進捗管理表 

 

管理番号６ 担当理事：教育 担当課：学務課、入試課 

大区分 Ⅰ 教育研究の質の向上に関する事項 

小区分 ２ 教育 

中期目標 
（３）学生の能力が社会でどのように評価されているのか、調査、分析、検証をした上で、教育課
程、入学者選抜の改善に繋げる。特に入学者選抜に関しては、学生に求める意欲・能力を明確にし
た上で、高等学校等で育成した能力を多面的・総合的に評価する。⑤ 

中期計画 

（３）-1 卒業生調査や就職先調査の実施による学生の社会での能力評価の把握と分析・検証に基
づいて、社会が学生に求める意欲・能力を明確にし、ディプロマ・ポリシー(DP)、カリキュラム・
ポリシー(CP)、アドミッション・ポリシー(AP)の改善を行う。また、AP の改善に基づき多面的・
総合的評価による入試を行う。さらに、moodle（オンライン学習（eラーニング）システム）等を
活用した入学前教育を充実・改善することにより、高等学校での学びと大学教育との円滑な接続を
促進する。【６】 

理事評価 
Ⅳ「実施計画を上回って実施している」 

Ⅲ「実施計画を十分に実施している」 

Ⅱ「実施計画を十分には実施していない」 

Ⅰ「実施計画を実施していない」 

令和４年度 Ⅲ 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

令
和
４
年
度 

（実施計画） 
【学務課】 
・大学教育創造センター、学生総合支援センター、就
職室及び各学部が連携し、卒業生調査や就職先調査の
実施と分析・検証を行い、社会が学生に求める意欲・
能力を明確にする。 
・就職先調査については、現行の 10+1 の能力指標を
用いて量的調査を行い、全学的な傾向と各部局の傾向
を可視化する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（実施状況） 

【学務課】 

（調査体制の構築） 

・社会が学生に求める意欲・能力を明確にするために、

学び創造センター（令和４年 10 月に、大学教育創造

センター、学生総合支援センター、アドミッションセ

ンターの３センターを改組・統合）、就職室及び各学

部が連携し、卒業生調査及び、就職先調査を実施した。 

 

（卒業生調査の実施） 

・卒業生調査※¹は、令和元年度卒業生を対象に令和

４年 12 月～令和５年１月にかけて実施し、対象者数

1,073 名のうち 372 名の卒業生から回答を得た（回答

率 35％）。 

調査結果から、大学で受けた教育により、10＋１の

能力がそれぞれどの程度身についたか、また、総合的

な高知大学の満足度は 88％、大学時代の活動を通じ

た成長実感は 95％と高い評価を得ていることが明ら

かになった。 

※¹調査方法 

Web アンケート実施し、調査協力者にはデジタルギフ

ト 300 円分送付。（メール送信エラー等不達者には住

所宛てに圧着ハガキ送付） 

回答率：R4実施（R1 卒業生対象） ：35％ 

R3 実施（H30 卒業生対象）：29％ 

R2 実施（R29 卒業生対象）：28％ 

 

（就職先調査の実施） 

・就職先調査※²は、過去５年間に本学の卒業生３名

以上の採用実績のある企業・団体等を対象に、令和４

年 12 月から令和５年１月にかけて、調査対象 132 社

様式 1－１ 
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管理番号【６】の 2 枚目 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【入試課】 
・令和７年度入試以降は、高校において新教育課程を
履修した者が受験対象となる。令和 7年度入試に向け
て、アドミッション・ポリシーと選抜方法を検討・確
定する。 
・国際バカロレア資格を有する者を対象とした入試に
ついて検討し、実施体制を整える。 
・アドミッション・ポリシーに基づいた多面的・総合
的評価による入試を実施する。 
・総合型選抜Ⅰ及び学校推薦型選抜Ⅰの入学予定者に
対して行う入学前教育の体制を整え、実施する。 
 

に調査票を送付し、41 社から回答を得られた（回答

率 31.1%)。 

本調査結果から、企業・団体等は、採用にあたって、

現行の 10＋１の能力指標のうち、「他者と円滑に意思

疎通できるコミュニケーション力」「他者と力を合わ

せてものごとに取り組める協働実践力」「スケジュー

ル管理、自ら進んで行動できる力、最後までやり抜く

力といった自律力」を特に重視していることがデータ

上明らかとなる等、大学生に重視する能力を明確にす

ることができた。 

※²調査方法 

過去５年間に本学の卒業生３名以上採用実績のある

企業・団体等に対して Web アンケート実施 

 

【入試課】 

（令和７年度入試に向けた選抜方法の公表） 

・大学入試は、令和７年度（2025 年度）入試より新

学習指導要領に対応となり、共通テストも大きく変更

となる。この状況に対応するべく、本学の令和７年度

入試についての検討を開始した。他大学や高校の状況

を調査し、各学部の状況に応じた案を入試企画実施機

構会議で提案した。試験科目・配点等および、各学部

における入学者選抜の変更点等を決定し、３月に

「2025 年度（2024 年度実施）入学者選抜方法につい

て」をホームページで公表した。 

＜ホームページ掲載内容＞ 

・2025 年度(2024 年度実施)入学者選抜の変更点(予

告) 

・2025 年度医学部医学科総合型選抜Ⅰの英語外部試

験の利用について 

 

（国際バカロレア選抜の導入） 

・国内の国際バカロレア認定校の急速な増加ならびに

高知県教育委員会からの要望に対応するため、国際バ

カロレア（IB）資格を有する者を対象とした「国際バ

カロレア選抜」の導入について検討を開始した。IB

に関する理解を深め、各学部に適した選抜方法を提案

した結果、令和６年度入試（総合型選抜Ⅰ）より、５

学部８学科等で実施することを決定した。実施する学

部・学科等を 10 月に、出願資格・選抜方法等を 12 月

にホームページで公表した。 

＜ホームページ掲載内容＞ 

・国際バカロレア選抜について 

・出願資格・選抜方法等 

 

（AP に基づく多面的・総合的評価による入試） 

・アドミッション・ポリシー（AP）に基づいた多面的・

総合的評価による令和５年度入試を実施した。医学部

医学科総合型選抜Ⅰは、第２次選抜において問題解決

能力を評価する「コンピテンシー面接」を新たに導入

した。第１次選抜で実施していた活動報告書の「知

識・技能」に関する評価を廃止し、これをコンピテン

シー面接に組み込むことで、第１次選抜と第２次選抜

の多面的評価のバランスを改善した。また、農林海洋

科学部は改組に伴いアドミッション・ポリシー並びに

試験内容の見直しを図り、より思考力や学びへの関

心・意欲を重視する多面的評価へ改善した。 
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管理番号【６】の 3 枚目 
（moodle を利用した入学前教育の実施） 

・早期入学予定者 179 名（総合型選抜Ⅰ、学校推薦型

選抜Ⅰ及び編入学）に対して、moodle を利用した入

学前教育「入学前 moodle 」を企画・実施した。利用

学部は４学部９選抜から、５学部 12 選抜に増加した。 

全学共通で利用できるコースとして「新入生マナー

講座」の他に、新たに「英語学習応援サイト」を設置 、

各学部・学科等のコンテンツ数も 50 講座となる等、

大学教育への円滑な接続を促進した。また入学予定者

に対してアドミッション・ポリシーに関する自己評価

を実施し、入学予定者の自己理解を深めるとともに、

結果を学部・学科へフィードバックした。自己評価結

果から、総合型選抜Ⅰ及び学校推薦型選抜Ⅰの入学予

定者は、AP に関する到達度のうち「思考力・判断力・

表現力」「主体性・多様性・協働性」「関心・意欲」に

ついては「ややあてはまらない」「あてはまらない」

と回答した者がほとんどいないのに対して、「知識・

技能」については「ややあてはまらない」「あてはま

らない」と回答した者が 10％前後いることがわかっ

た。 
令和５年度入学予定者に対して、入学前 moodle や

課題に関するアンケートを実施した。結果は現在解析
中である。（令和４年度入学者の結果：「入学前に課題
をすることで、大学での学習に対する意欲はどうなっ
たか？」に関して 94.5％が「かなり高まった」「やや
高まった」と回答した。） 
 

令
和
５
年
度 

（実施計画） 
【学務課】 

・令和４年度までに実施された各種アセスメント及び

卒業生調査、就職先調査の結果を集約・分析する。 

・これまでの各種アセスメント及び卒業生調査、就職

先調査の結果をもとに、全学的に３つのポリシーの見

直しを行う。 

 

【入試課】 
・新教育課程に対応した令和７年度入試のアドミッシ
ョン・ポリシーを公表する。 
・卒業生、就職先調査の結果をもとに、令和９年度入
試以降の新アドミッション・ポリシーと選抜方法を検
討する。 
・国際バカロレア資格を有する者を対象とした入試を
導入・実施する。 
・アドミッション・ポリシーに基づいた多面的・総合
的評価による入試を実施する。 
・総合型選抜Ⅰ及び学校推薦型選抜Ⅰの入学予定者に
対して入学前教育を実施する。 
 

（実施状況） 
【学務課】 

 

 

【入試課】 
 
 

令
和
６
年
度 

（実施計画） 
【学務課】 

・各種調査結果をもとに、３つのポリシーの見直しを

行い、各部局の新ディプロマ・ポリシー、カリキュラ

ム・ポリシーを確定する。 

 

【入試課】 
・新教育課程に対応した多面的・総合的評価による入
試を実施する。 
・卒業生、就職先調査の結果をもとに、令和９年度入
試以降の新アドミッション・ポリシーと選抜方法を確
定する。 
・総合型選抜Ⅰ及び学校推薦型選抜Ⅰの入学予定者に

（実施状況） 
【学務課】 

 

 

【入試課】 
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管理番号【６】の 4 枚目 

 
 

対して入学前教育を実施する。 
 

令
和
７
年
度 

（実施計画） 
【学務課】 

・新ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー

の運用を開始し、達成度を検証するためのアセスメン

トやアンケートの見直しを行い、在学生調査、卒業生

調査、就職先調査等に反映する。 

 

【入試課】 
・新教育課程に対応した多面的・総合的評価による入
試を実施する。 
・令和９年度入試の新アドミッション・ポリシーと選
抜方法を公表（２年前予告）する。 
・総合型選抜Ⅰ及び学校推薦型選抜Ⅰの入学予定者に
対して入学前教育を実施する。 
 

（実施状況） 
【学務課】 

 

 

【入試課】 
 
 

令
和
８
年
度 

（実施計画） 
【学務課】 

・在校生、卒業生を対象とする新指標を用いた調査を

実施し、新指標の検証を行う。 

 

【入試課】 
・新アドミッション・ポリシーに基づいた多面的・総
合的評価による入試を実施する。 
・総合型選抜Ⅰ及び学校推薦型選抜Ⅰの入学予定者全
員に対して入学前教育を実施する。 
 

（実施状況） 
【学務課】 

 

 

【入試課】 

 
 

令
和
９
年
度 

（実施計画） 
【学務課】 

・新指標を基に、新３ポリシーの検証・分析を行う。

その結果について、全学的な傾向と各部局の傾向を可

視化し、各部局にフィードバックする。 

 

【入試課】 
・新アドミッション・ポリシーに基づいた多面的・総
合的評価による入試を実施する。 
・総合型選抜Ⅰ及び学校推薦型選抜Ⅰの入学予定者全
員に対して入学前教育を実施する。 
・新アドミッション・ポリシーに基づいた入試による
入学者に関して、追跡調査を実施する。 
 

（実施状況） 
【学務課】 

 

 

【入試課】 
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（学外公表用） 
管理番号【６】の 1 枚目 

評価指標の実績 

 
 

評価指標 補足説明 担当課 

（３）-1-1 社会が本学学生に求める能力等を明らかに
した DP・CP・AP の改善を全学的に行い、公表する 

卒業生調査や就職先調査等により、社
会が本学学生に求める能力等を明確
にし、DP・CP・AP の改善を全学的に
行い、大学ウェブサイト上で公表す
る。 

学務課 

令和４年度 

・社会が本学学生に求める能力等を明らかにするための基礎資料を収集した。 
「卒業生調査」：総合的な高知大学の満足度は 88％、大学時代の活動を通じた成長実感

は 95％と高い評価を得ていることが明らかとなった。 
「就職先調査」：「他者と円滑に意思疎通できるコミュニケーション力」「他者と力を合わ

せてものごとに取り組める協働実践力」「スケジュール管理、自ら進ん
で行動できる力、最後までやり抜く力といった自律力」を特に重視し
ていることがデータ上明らかとなった。 

 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（３）-1-2 総合型選抜Ⅰ及び学校推薦型選抜Ⅰの入学
予定者に対して実施する入学前教育を毎年度全員に実
施する 

総合型選抜Ⅰ及び学校推薦型選抜Ⅰ
の入学予定者に対して入学前教育を
実施した者の割合。 

入試課 

令和４年度 
・総合型選抜Ⅰ、学校推薦型選抜Ⅰ及び編入学の入学予定者に対して、moodle を利用し

た入学前教育「入学前 moodle」を企画・実施した。 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

 

様式１－２ 
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（学外公表用） 
管理番号【７】の 1 枚目 

第４期中期目標・中期計画進捗管理表 

 

管理番号 ７ 担当理事：教育 担当課：学務課 

大区分 Ⅰ 教育研究の質の向上に関する事項 

小区分 ２ 教育 

中期目標 
（４）特定の専攻分野を通じて課題を設定して探究するという基本的な思考の枠組みを身に付けさ
せるとともに、視野を広げるために他分野の知見にも触れることで、幅広い教養も身に付けた人材
を養成する。（学士課程）⑥ 

中期計画 
（４）-1 数理・データサイエンス（DS）・AI 教育を推進し、地域課題の発見力とそれを解決する
行動力を涵養するため、共通教育において「リテラシーレベル」の教育を展開する。専門教育では
「数理・DS・AI×専攻分野」に対応した応用基礎・発展的レベルの教育を充実させる。【７】 

理事評価 
Ⅳ「実施計画を上回って実施している」 

Ⅲ「実施計画を十分に実施している」 

Ⅱ「実施計画を十分には実施していない」 

Ⅰ「実施計画を実施していない」 

令和４年度 Ⅳ 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

令
和
４
年
度 

（実施計画） 
【学務課】 

・共通教育において、令和３年度から開設している「高

知大学リテラシーレベル数理・データサイエンス教育

プログラム」を引き続き実施する。 

・共通教育再編（DS 科目の必修化）に伴う上記プロ

グラムの科目構成見直しについて検討する。 

・文部科学省の数理・データサイエンス・AI 教育プ

ログラム認定制度(リテラシーレベル)への申請を行

う。 

・リテラシーレベルのプログラム科目において、授業

評価アンケートを実施する。 

・データサイエンスセンター(仮称)を設置し、リテラ

シーレベル教育体制の整備を進める。 

・データサイエンスセンターと理系学部が連携して応

用基礎レベルの教育プログラムを検討する。 

 

（実施状況） 

【学務課】 

（リテラシーレベル数理・DS教育プログラムの実施等） 

・共通教育において、令和４年度「高知大学リテラシ

ーレベル数理・データサイエンス教育プログラム」を

実施し、修了認定者数は 11 名であった。 

・上記プログラムの科目構成見直しについて、データ

サイエンスセンターにおいて、令和６年度からの DS

科目の必修化に向けた具体的な科目構成および、内容

の検討を進めた。 

 

（文部科学省プログラム認定） 

・学生の数理・データサイエンス・AIに関する知識

及び技術について体系的な教育を行うプログラムと

して、文部科学省の数理・データサイエンス・AI 教

育プログラム認定制度(リテラシーレベル)へ申請し、

認定された。（認定の有効期限：令和９年３月 31 日） 

 

（リテラシーレベル数理・DS 教育の学生評価） 

・リテラシーレベルのプログラム科目においてアンケ

ートを実施したところ、報告書作成段階での回答率は

昨年より低いものの、科目群 A,B 共に履修者の満足度

と理解度は 100%肯定的な回答であり、個別回答から

当該分野に対する受講者の高い関心がみられた。 

 

（データサイエンスセンターの設置） 

・令和４年 10 月 1 日に「データサイエンスセンター」

を設置した。データ解析、数理モデリング・シミュレ

ーション等が専門の専任教員２名の次年度からの採

用を確定し、本学におけるリテラシーレベル教育体制

の基盤を整備した。 

 

 

様式 1－１ 
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管理番号【７】の 2 枚目 
（応用基礎レベル数理・DS・AI 教育プログラムの検討） 

・データサイエンスセンターと理工学部・農林海洋科

学部が連携し、「データ表現とアルゴリズム」「デー

タサイエンス基礎」「データサイエンス実践」の３つ

の項目に対応した科目を検討し、それぞれの学部で令

和５年度入学生から適用する応用基礎レベルの教育

プログラムを構築した。 

 

令
和
５
年
度 

（実施計画） 
【学務課】 

・共通教育の令和６年度からの新カリキュラムに対応

した「高知大学リテラシーレベル数理・データサイエ

ンス教育プログラム」を決定し、コンテンツを作成し

て開講に向けた準備を行う。 

・理工学部と農林海洋科学部において「高知大学応用

基礎レベル数理・データサイエンス教育プログラム

(仮称)」を開設する。 

・リテラシーレベル及び応用基礎レベルのプログラム

科目において、授業評価アンケートを実施する。 

・データサイエンスセンターと理系学部が連携して応

用基礎レベルの教育プログラムを検討する。 

（実施状況） 
【学務課】 

 
 

令
和
６
年
度 

（実施計画） 
【学務課】 

・共通教育の新カリキュラムに対応した「高知大学リ

テラシーレベル数理・データサイエンス教育プログラ

ム」を実施する。 

・文部科学省の数理・データサイエンス・AI 教育プ

ログラム認定制度(応用基礎レベル)への理工学部の

申請を行う。 

・リテラシーレベル及び応用基礎レベルのプログラム

科目において、授業評価アンケートを実施する。 

・医学部において「高知大学応用基礎レベル数理・デ

ータサイエンス教育プログラム(仮称)」を開設する。 

・データサイエンスセンターと人文系学部が連携して

応用基礎レベルの教育プログラムを検討する。 

（実施状況） 
【学務課】 

 
 

令
和
７
年
度 

（実施計画） 
【学務課】 

・リテラシーレベルと応用基礎レベルのプログラム科

目において、授業評価アンケートを実施する。 

・人文社会科学部と教育学部において「高知大学応用

基礎レベル数理・データサイエンス教育プログラム

(仮称)」を開設する。 

・過去年度に実施した授業評価アンケートを分析し、

本プログラムにおける教育成果の検証及び中間評価

を行い、科目の見直し及び授業改善等を実施する。 

・データサイエンスセンターと地域協働学部が連携し

て応用基礎レベルの教育プログラムを検討する。 

（実施状況） 
【学務課】 

 
 

令
和
８
年
度 

（実施計画） 
【学務課】 

・文部科学省の数理・データサイエンス・AI 教育プ

ログラム認定制度(応用基礎レベル)への農林海洋科

学部と医学部の申請を行う。 

・地域協働学部において「高知大学応用基礎レベル数

理・データサイエンス教育プログラム(仮称)」を開設

する。 

・リテラシーレベルと応用基礎レベルのプログラム科

目において、授業評価アンケートを実施する。 

（実施状況） 
【学務課】 
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管理番号【７】の 3 枚目 

令
和
９
年
度 

（実施計画） 
【学務課】 

・文部科学省の数理・データサイエンス・AI 教育プ

ログラム認定制度(応用基礎レベル)への人文社会科

学部と教育学部の申請を行う。 

・リテラシーレベル、応用基礎レベルのプログラム科

目において、授業評価アンケートを実施する。 

・第４期における本プログラムの教育成果の検証及び

最終評価を行う。 

（実施状況） 
【学務課】 
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（学外公表用） 
管理番号【７】の 1 枚目 

評価指標の実績 

 
 

評価指標 補足説明 担当課 

（４）-1-1 数理・DS・AI 関連科目を必修化する なし。 学務課 

令和４年度 
・令和６年度からの共通教育 DS 科目の必修化に向け、令和４年 10 月に新設したデータ

サイエンスセンターにおいて、具体的な科目内容の検討を進めた。 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（４）-1-2 中期目標期間最終年度までに「数理・DS・
AI×専攻分野」を取り入れたカリキュラムを全学部で策
定する 

なし。 学務課 

令和４年度 

・共通教育科目により構成される「高知大学リテラシーレベル数理・データサイエンス

教育プログラム」を実施した。 

・データサイエンスセンターと理工学部・農林海洋科学部が連携し、「データ表現とア

ルゴリズム」「データサイエンス基礎」「データサイエンス実践」の３つの項目に対

応した科目を検討し、それぞれの学部で令和５年度入学生から適用する応用基礎レベ

ルの教育プログラムを構築した。 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

 

様式１－２ 
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（学外公表用） 
管理番号【８】の 1 枚目 

第４期中期目標・中期計画進捗管理表 

 

管理番号 ８ 担当理事：教育 担当課：学務課 

大区分 Ⅰ 教育研究の質の向上に関する事項 

小区分 ２ 教育 

中期目標 
（４）特定の専攻分野を通じて課題を設定して探究するという基本的な思考の枠組みを身に付けさ
せるとともに、視野を広げるために他分野の知見にも触れることで、幅広い教養も身に付けた人材
を養成する。（学士課程）⑥ 

中期計画 
（４）-2 共通教育において初年次教育・導入教育や開講分野・授業の妥当性を見直し、カリキュ
ラム改革を実施する。また、深い専門性や幅広い教養、それらを統合して社会に働きかける能力等
を育成するため、多面的評価指標による評価とその結果に基づく教育内容・方法の改善を行う。【８】 

理事評価 
Ⅳ「実施計画を上回って実施している」 

Ⅲ「実施計画を十分に実施している」 

Ⅱ「実施計画を十分には実施していない」 

Ⅰ「実施計画を実施していない」 

令和４年度 Ⅲ 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

令
和
４
年
度 

（実施計画） 
【学務課】 

・共通教育において「10＋１」の能力の育成を実現す

るための新たな体制を検討し、「数理データサイエン

スリテラシー」と「英語を中心としたコミュニケーシ

ョン能力」の涵養を柱とした、新たなカリキュラムを

検討する。 

・大学教育創造センター及び各学部が連携し、これま

での各種アセスメントの結果や学生の成績データを

統合して分析を行い、現行のディプロマ・ポリシーの

達成度について検証する。 

・授業ごとに、到達目標と多面的評価指標との対応関

係を学生に明示できるよう、シラバスのカリキュラム

チェックリストの形態について検討する。 

（実施状況） 

【学務課】 

（共通教育再編検討会の設置） 

・全学教育機構の下に、新たに共通教育再編検討会を

組織し、「10＋１」※の能力や「数理・データサイエ

ンスリテラシー」と「英語を中心としたコミュニケー

ション能力」の育成を可能とする新カリキュラムにつ

いて、令和６年度から実施するための科目区分や科目

数の検討を行い、ほぼ確定させた。 

 

※「10＋１」の能力：「対人：他者との関係性を築く

力」、「対自己：自己をコントロールする力」、「対課題：

課題を解決する力」に分類される 10 の能力と、周囲

の人や社会に働きかける力「統合・働きかけ」の 1の

能力で構成する多面的評価指標 

 

（ディプロマ・ポリシーの達成度検証） 

・現行のディプロマ・ポリシーの達成度について検証

するため、令和３年度に卒業した学生が在学中に３回

行ったセルフアセスメントの結果と成績データを統

合の上、学部ごとに時系列での伸びを分析し、各学部

にフィードバックした。分析の結果、学部によって「10

＋１の能力」の伸び方に相当の違いが出てくること、

特に、「10＋１の能力」が３年から４年にかけて急激

に伸びる学部が複数あることが明らかになった。 

また、令和３年度に実施したパフォーマンス評価の

対象となった学生に対する評価について、時系列、経

年変化、学生評価と教員評価の比較等、多様な視点で

可視化した。大多数の部局では、卒業時に期待される

パフォーマンスに到達しているが、パフォーマンス評

価の一部の項目では、期待されるレベルに到達できて

いない部局も散見された。さらに、第１・２回目の評

価時点での学生評価の変化や、学生評価と教員評価の

様式 1－１ 
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管理番号【８】の 2 枚目 
対比においても、概ね同じような傾向が伺えるが、一

部の部局では独自の傾向がみられた。 

これらの複数の教学データの分析により、ディプロ

マ・ポリシーの達成度を検証するための判断材料を蓄

積することができた。 

 

（学び創造センターおよび、教学 IR ワーキングの設

置） 

また、10 月には大学教育創造センター、アドミッ

ションセンター、学生総合支援センターを改組・統合

し、新たに「学び創造センター」を設置した。この改

組により、旧各センターが扱う教学データを統合して

分析する基盤が形成された。現在、学び創造センター

に教学 IR ワーキンググループが設置され、入学前か

ら卒業後を見通した教学 IR のあり方について検討を

進めている。 

 

（授業と多面的評価指標のチェック機能の導入） 

・令和５年内に導入予定の新教務情報システムのシラ

バスにおいて、当該授業科目を通じて受講生が身につ

ける「10＋１の能力」をチェックする機能を設けるこ

とを決定した。この機能の導入により、各授業と多目

的評価指標の対応を学生に明示することが可能とな

る。さらに、各学位プログラムのカリキュラムにおい

て「10＋１の能力」を育成する体制を把握することで

きるようになり、カリキュラムの見直しに役立てるこ

とが可能となる。 

 

令
和
５
年
度 

（実施計画） 
【学務課】 

・共通教育において令和６年度からの新カリキュラム

での実施体制を具体的に確立させる。 

・学び創造センターを中心に、各授業の到達目標と多

面的評価指標の対応表に基づき、部局・学年ごとに各

授業で設定された多面的評価指標の項目の集計と、各

学生の単位取得状況、及び、多面的評価指標に基づく

各種アセスメントの結果を、統合的に可視化するとと

もに部局ごとの特徴を分析する。 

・ディプロマ・ポリシーの達成度を評価するために、

多面的評価指標の能力の見直しを検討する。 

（実施状況） 
【学務課】 

 
 

令
和
６
年
度 

（実施計画） 
【学務課】 

・共通教育の新カリキュラムを開始する。また学期ご

とに学生アンケートをとり、また担当教員にも意見聴

取を行って、PDCA サイクルを確立させる。 

・学び創造センター及び各学部が連携し、多面的評価

指標の見直しを反映したアセスメントを開始する。 

・学び創造センターを中心に、多面的評価指標による

各種アセスメントの結果の、各部局への統合的なフィ

ードバックを継続する。 

・各部局は、多面的評価指標によるアセスメント結果

に基づき、カリキュラムの見直しを検討する。 

（実施状況） 
【学務課】 

 
 

令
和
７
年
度 

（実施計画） 
【学務課】 

・継続して共通教育の新カリキュラムを実施し、学生

へのアンケートによって PDCA サイクルを確立させ

る。 

・学び創造センターを中心に、多面的評価指標による

各種アセスメントの結果の、各部局への統合的なフィ

（実施状況） 
【学務課】 
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管理番号【８】の 3 枚目 
ードバックを継続する。 

・各部局は、カリキュラム見直しの効果について確認

し、教学マネジメントに活用する。 

令
和
８
年
度 

（実施計画） 
【学務課】 

・継続して共通教育の新カリキュラムを実施するが、

専門教育へ移行した学生へのアンケートや聞き取り

調査、そして教員への聞き取りを行うことで、新カリ

キュラムの効果を測定する。 

・多面的評価指標による各種アセスメントの結果の、

各部局への統合的なフィードバックを継続する。 

・各部局は、カリキュラム見直しの効果について確認

し、教学マネジメントに活用する。 

（実施状況） 
【学務課】 

 
 

令
和
９
年
度 

（実施計画） 
【学務課】 

・共通教育の新カリキュラムの効果を測定するための

学生アンケートを実施する。また新カリキュラムの受

講生への卒業時アンケートを実施し、カリキュラムの

効果を測定し、新たな改善を行う。 

・学び創造センターを中心に、多面的評価指標による

各種アセスメントの結果の、各部局への統合的なフィ

ードバックを継続する。 

・各部局は、カリキュラム見直しの効果について確認

し、教学マネジメントに活用する。 

（実施状況） 
【学務課】 
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（学外公表用） 
管理番号【８】の 1 枚目 

評価指標の実績 

 
 

評価指標 補足説明 担当課 

（４）-2-1 共通教育の教育内容・評価方法等を改革し
た新しいカリキュラムを策定する 

なし。 学務課 

令和４年度 
・令和６年度からの新カリキュラムを実施するための科目区分や科目数の検討を行い、

ほぼ確定させた。 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（４）-2-2 成績分布や多面的評価指標（GPA、ルーブ
リック評価、パフォーマンス評価等）に基づく学習成果
の分析をもとに教育内容・方法、評価方法の改善を行う 

なし。 学務課 

令和４年度 
・令和３年度卒業生のセルフアセスメント及び令和３年度にパフォーマンス評価の対象

となった学生に対する評価について、多様な視点から分析を行い、ディプロマ・ポリ
シーの達成度を検証する判断材料を蓄積した。 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

 

様式１－２ 
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（学外公表用） 
管理番号【９】の 1 枚目 

第４期中期目標・中期計画進捗管理表 

 

管理番号 ９ 担当理事：教育 
担当課：物部総務課、地域連携課、IoP イノベーシ

ョン推進課、学務課、学生課 

大区分 Ⅰ 教育研究の質の向上に関する事項 

小区分 ２ 教育 

中期目標 

（５）データ駆動型社会への移行など産業界や地域社会等の変化に応じて、社会人向けの新たな教
育プログラムを機動的に構築し、数理・データサイエンス・AI など新たなリテラシーを身に付け
た人材や、既存知識をリバイズした付加価値のある人材を養成することで、社会人のキャリアアッ
プを支援する。⑪ 

中期計画 

（５）-1 病院経営プログラム、日本語教員養成、コア・サイエンスティーチャー（CST）の養成・
育成、先端施設栽培やフードビジネス領域の教育・研究など、実践的かつ先進的なリカレント教育
を充実することを通じて、大学院への社会人の入学を促進する。また、産業界や地域社会に求めら
れる実践的な内容や過疎・少子高齢化等の高知県の地域課題に関する授業、数理・DS・AI などに
関する授業等を遠隔リカレント授業としても実施し、履修証明することで、社会人のキャリアアッ
プを支援する。【９】 

理事評価 
Ⅳ「実施計画を上回って実施している」 

Ⅲ「実施計画を十分に実施している」 

Ⅱ「実施計画を十分には実施していない」 

Ⅰ「実施計画を実施していない」 

令和４年度 Ⅲ 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

令
和
４
年
度 

（実施計画） 
【物部総務課】 

（農林海洋科学専攻） 

社会人大学院生の入学促進のために、広報戦略の強

化、指導予定教員との研究分野のマッチング、指導予

定教員の指導の下での入学希望者の都合に合わせた

履修モデルの検討・作成、授業科目のオンライン化な

どの方策を実施する。 

土佐 FBC と連携して、社会人を対象とするリカレン

ト教育プログラムのあり方を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（実施状況） 

【物部総務課】 

（農林海洋科学専攻の取組） 

・専攻入試委員会にて大学院入学説明会の方法につい

ての検討を行い、次年度から社会人や学外からの入学

希望者のために対面とオンラインのハイブリット形

式で開催することを決定し、後日、説明会を録画した

ものを専攻 HP で公開することとした。 

また、これまでの募集要項には、指導教員の「教員

研究分野」のみが記載されていたが、入学希望者と指

導予定教員との研究分野のマッチングを一層促進す

るため、「研究指導が可能なテーマ・内容」も記載す

ることとした。 

令和５年度入学予定の社会人学生１名については、

指導教員と履修プランを検討し、長期履修制度の申請

を行うとともに、座学の必修科目についてはオンライ

ンで対応することを決定した。 

 

（農林海洋科学専攻と土佐 FBC との連携） 

・土佐 FBCⅣ設置検討 WG に農林海洋科学部教員３名

及び事務職員１名が参画し、土佐 FBC と学部との連携

も見据えた土佐 FBCⅣの社会人教育プログラムについ

て検討を行った。 

土佐 FBCⅣにおいては新たに「学術指導コース」を

設置し、企業の商品開発や生産性向上のための課題対

応や、将来、大学との共同研究や大学院進学者の輩出

等を目的とした産業人材を育成することとしており、

単なる社会人教育プログラムではなく、社会人と大学

をつなぐ位置づけのものとしている。 

新コースの設置に際しては、土佐 FBC 教員と農林海

様式 1－１ 
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管理番号【９】の 2 枚目 
 

 

 

 

 

 

【地域連携課】 

・第Ⅲ期最終年度となる土佐 FBCⅢの各コースを計画

どおり実施する。 

また、令和５年度から実施予定の第Ⅳ期に向けて土佐

FBCⅣ設置検討 WG において計画検討を実施するとと

もに、高知県、関連企業・団体との連携体制の継続や

社会人大学院への接続について関係部署と調整・検討

を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洋科学専攻入試委員長及び WG 委員で意見交換を行

い、大学院での研究遂行に必要な基礎力を養うため学

術的要素を盛り込んだカリキュラムを検討した。 

なお、次年度「学術指導コース」を経た学生が大学

院を受験予定である。 

 

【地域連携課】 

（土佐 FBCⅢの実施） 

・土佐 FBCⅢは、令和４年度から全コースにおいてオ

ンラインによる講義等を実施し、県内外のみならず初

めて海外（１ヵ国２名）からの受講生を受け入れた。

また、感染に留意しながら土佐 FBC 倶楽部のセミナー

等の実施により、修了生との交流も図ることができ

た。さらに、にっぽんの宝物グランプリ高知大会、室

戸大会、高知家のうまいもの大賞、高知県地場産業大

賞等様々な食に関する大会に出場し、土佐 FBC 修了

生・受講生がグランプリ、審査員特別賞、準グランプ

リ等を獲得した。 

 

（土佐 FBCⅢの成果） 

・土佐 FBCⅢ最終年度は、３月に修了式をオンライン

で開催し、54 名（延べ 714 名）の修了生を輩出、履

修証明も実施した。また、修了式と同日に開催したシ

ンポジウムでは、基調講演・成果発表とともに土佐

FBCⅢの事業総括及び FBCⅣの展開について説明を行

った。 

また、受講生、修了生の大学院（修士課程）へのリ

クルート活動を実施し、１名が入学資格審査を受審し

た。 

・土佐 FBC 教員が機能性表示食品の届出について指導

を行うことにより、今年度届出された４品目のうち３

品目※、高知県内事業者からこれまでに届出された

18 品目のうち 14 品目（77.8％）が土佐 FBC 関連とな

っている。 

また、土佐 FBC 教員と修了生が所属する企業との共

同研究１件と学術指導１件を実施し、受講修了後も研

究開発人材の育成を支援している。 

※機能性表示食品３品（すでに商品販売中） 

トマトジュース「LiSA クラシック」、飲料「桑のチ

カラ」、ミニトマト「ゆうがたベーネ」 

 

（土佐 FBCⅣ新設の準備等） 

・土佐 FBCⅣ設置検討ワーキングを令和４年度は２回

開催し、高知県、関連企業等と事業計画の検討し、令

和５年度からの開設を決定した。これまでと同様に高

知県食品産業に競争優位性をもたらす研究開発人材

の育成とともに、大学院（修士課程）への進学意欲の

醸成を図る。ミッションステートメントでは、修了生

の直接的・間接的経済効果として令和４年度から９年

度の６年間において累計 100 億円を目指すこととし

ている。 

運営体制は引き続き高知県の寄附講座（２年間更

新）とし、令和５年度は 500 万円の寄附金額を確保す

る等、高知県の産業振興計画と連携した人材育成プロ

グラムとした。 

 これまでのプログラム内容を見直し、新たに、本科

コース、入門コース、部分受講コース、学術指導コー

スを新設した。特に学術指導コースは、コース修了生

を対象に期間・金額を定めず、受講生の要望に柔軟に
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管理番号【９】の 3 枚目 
 

 

 

 

 

【IoP イノベーション推進課】 

IoP共創センターにおける研究開発等を軸とした学

術指導の実施や、共同研究・自治体等との連携による

研究員・研究生の受入れ等とともに、IoP 塾を実施す

る等、実践的かつ先進的なリカレント教育を実施す

る。 

また、研究成果のアウトリーチや各種視察・見学会

等を通じて、リカレント学習希望者の掘り起こしを行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学務課】 

（人文社会科学専攻） 

・地域における日本語教員養成へのニーズを調査する

方法を検討する。 

・大学院の「プロジェクト研究」について社会人の入

学促進を含め、再検討を行う。 

（教育学部） 

・教育学部では、実践的かつ先進的なリカレント教育

として附属幼稚園の「ミドル保育者フォローアップ研

究発展コース」を実施するとともに、それを含めた現

職教員研修プログラムを県教委・附属学校園と協働開

発し実施する。土佐教育研究会と連携して現職教員の

リカレント教育を実施する体制を構築する。 

（理工学専攻） 

・入学時の大学院オリエンテーションにおいて CST プ

ログラムの案内と説明を行い、周知を図る。 

・複数回実施予定の大学院進学説明会において CST プ

ログラムの案内と説明を行い、周知を図る。 

（理工学専攻・応用自然科学専攻） 

・入試では「社会人特別選抜」を実施し、社会人の大

学院入学を促す。 

（教職実践高度化専攻） 

・理科の高度な指導力や実践力を備えた中核となる教

員を養成するため、CST 養成のための専門科目を配置

し実施する。 

・国語、算数・数学、社会科、英語の高度な指導力や

実践力を備えた中核となる教員を養成するため、各教

科の専門科目を配置し実施する。 

・高知県の教育課題の解決に取り組める高度な指導力

や実践力を備えた教員を養成するため、高知県の教育

課題に関する授業科目を設置し実施する。 

対応できるようにしており、企業研究室の設置や社会

人大学院生への道を支援することとした。カリキュラ

ムには、デジタル化、グリーン化、グローバル化を意

識したトピックスを盛り込んでいる。 

 

【IoP イノベーション推進課】 

IoP 共創センターにおいて、令和４年度は、広島県

との共同研究による研究生１名の受入及び佐賀県と

の学術指導制度を活用した研修生の１名の受入を行

った（計２人）。また、次年度から共同研究を実施予

定の熊本県の農業関連企業から、１名の農林海洋科学

専攻への進学が決定している。 

IoP 塾については、オンラインによる web 講座を 37

回開催し、189 名（延べ 751 名）と多くの社会人が受

講した。（満足度：上半期 95.5％、10 月開催：100％、

下半期：97.4％） 

また、実施した IoP 塾は動画コンテンツとして

archive 化（今年度は 35 件）し、ホームページに公

開した。今後も引き続き魅力的な授業を実施すること

で、社会人のキャリアアップ等につなげるとともに、

リカレント学習希望者の掘り起こしを行った。 

加えて、令和４年度は、IoP 共創センターで県立幡

多農業高校の現職教員１名を研究生として１年間受

入れ、高等学校の教育現場で活用するための IoP の技

術等を含むデジタル教材を開発した。次年度も新たな

現職教員１名の受入が決定しており、教育委員会等と

連携して継続的な研修体制を構築することができた。 

 

【学務課】 

本学の学生以外の者を対象とした特別の課程に係

る学則の改正及び、履修証明プログラムの実施に関し

共通で必要となる事項を定める履修証明プログラム

規則を新たに制定し、全学的にリカレント教育プログ

ラムの実施を推進するための規定を整備した。 

 

（人文社会科学専攻） 

（日本語養成プログラム・プロジェクト研究等におけ

る広報体制の強化） 

・地域における日本語教員養成プログラムのニーズを

把握するための調査について検討した。 

また、社会人院生増加に向けて、日本語教員養成プ

ログラム、「プロジェクト研究」、長期履修のしくみ

をわかりやすく伝えるリーフレットを作成し、入試説

明会を行うなど広報強化を行った。 

 

（教育学部） 

（ミドル保育者フォローアップ研究発展コースの実

施） 

・実践的かつ先進的なリカレント教育として、附属幼

稚園で「ミドル保育者フォローアップ研究発展コー

ス」を実施した（６月１日実施）。これは、県教委と

附属学校園が協働的に検討し、現職教員研修プログラ

ムとして位置づけた研修である。（参加者は、研修対

象者７名、高知県指導主事 10 名の合計 17 名。） 

中堅教諭の資質向上を目的として開発された本プ

ログラムでは、公開保育、保育についての講義とグル

ープ協議、ミドルリーダーに求められるものをテーマ

とした研究協議（講義・振り返り）を中心とした内容

が展開された。本研修を通して、ミドルリーダーとし
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管理番号【９】の 4 枚目 
（教師教育センター） 

・高知県教育委員会との連携による第４期「高知 CST

養成プログラム」において、実践・演習、理科専門、

環境教育の各コアカリキュラムを実施し、高度な指導

力や実践力を備えた理科教員の養成を行う。また、学

習指導要領の内容及び現代的課題に対応できるカリ

キュラムの改善について検討する。第４期事業におけ

る養成者数は、１年間に初級２人程度、中級４人程度、

上級１人程度を目安として、６年間で初級 12 人、中

級 24 名、上級６名を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ての専門性やリーダー性を高めることができた。加え

て、地域性を視野に入れ指導的な立場で教育・保育に

関わることができる資質・指導力の充実を図ることが

できた。 

参加者アンケート結果から、本研修の満足度が４点

満点中 3.9 であったことからも本研修は肯定的に評

価されていることがわかった。成果は、高知県教育セ

ンターが「幼保研修 基本研修の概要」に掲載し、県

内全ての幼稚園、認定こども園、保育所へ配布すると

ともに HP に掲載し、県内外を問わず閲覧、ダウンロ

ードが可能になっていることから広く普及している

と言える。 

また、土佐教育研究会との連携協力に関する覚書を

交わし（５月 16 日）、今後両者が連携して現職教員

のリカレント教育を実施する体制を構築した。 

 

（理工学専攻） 

（CST プログラムの広報） 

・入学時の大学院オリエンテーションにおいて CST プ

ログラムの案内と説明を行い、周知を図った。 

・自己推薦特別選抜、一般選抜（第一次募集、第二次

募集）の大学院進学説明会において CST プログラムの

案内と説明を行い、周知を図った。 

 

（理工学専攻・応用自然科学専攻） 

（社会人特別選抜の広報） 

・社会人の大学院入学を促すため、一般選抜（第一次

募集、第二次募集）の大学院進学説明会において「社

会人特別選抜」を周知した。ただし、今年度の受験者

は理工学専攻、応用自然科学専攻ともに０名であっ

た。今後、学務委員を中心に国内学会や国際会議など

での受験者の声掛けを行う。 

 

（教職実践高度化専攻） 

（CST 養成科目の実施） 

・高知 CST 養成プログラムの「実践・演習コアカリキ

ュラム」における専門科目（４科目）を本専攻のカリ

キュラムとして配置し実施した。授業では、CST 拠点

校での理科授業の観察・分析を行い、理論と実践の融

合を図った。また、CST を受講している本専攻の院生

と院生以外の現職教員および、CST 拠点校の教員が共

に学ぶ機会も複数回設定した。「令和４年度高知 CST

養成プログラム受講生評価」の結果、全ての実施科目

において、４点（４段階）の高評価と受講生の肯定的

な記述が見られ、授業の意図が概ね達成された。 

 

（高度な指導力や実践力を備えた中核教員の養成の

ための専門科目の配置） 

・本年度は国語、社会、算数・数学、理科、英語の専

門科目を学期毎にそれぞれ１科目ずつ、各教科２科目

開講した。国語、算数・数学、理科に、それぞれ２名、

１名、３名の履修者があり、６科目の授業が実施され

た。いずれの授業も、教授された理論に基づいて院生

が模擬授業や研究授業などを行い、その省察を通して

理論と実践をつなぐような内容と方法を行っており、

教科の専門的指導力や実践力を高めることができた。

受講した院生の一部は、学会で研究発表を行った。 

 

（高知県の教育課題に関する授業科目の実施） 
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管理番号【９】の 5 枚目 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学生課】 

（医科学専攻・医学専攻） 

・【四国病院経営プログラム】の実施。 

・医科学専攻ヘルスケアイノベーションコースを母体

とした【医工連繫に係る履修証明プログラム(仮称)】

の創設を検討する。受講料に関して、ヘルスケアイノ

ベーションコースの自律的運営原資として使用でき

るよう学内検討を行う。 

・【四国病院経営プログラム】【医工連繫に係る履修

証明プログラム(仮称)】の募集要項等の作成・広報。 

・医科学専攻各コースについて文部科学省「職業実践

力育成プログラム(BP)」認定制度及び厚生労働省「専

門実践教育訓練給付金制度」に申請するかどうか検討

し、申請環境の整ったものについて申請する。 

（看護学専攻） 

・これまで通り大学院への社会人の入学を促進する。

看護師・保健師・助産師のキャリアアップに繋がる研

究力修得を目指す。 

・「高知県の学校教育をめぐる現代的課題」など、高

知県の教育課題に関する授業科目を設置し実施した。

授業評価では「学校の組織改革や授業改善や教育実践

の改善などに率先して取り組む資質・能力をつけるこ

とのできる授業であった」に約 85％の院生が肯定的

回答をしていた。また、実習科目は、高知県の教育課

題を念頭に置いて取り組むものとして実施した。事後

調査では、「高知県の教育課題を意識して実習ができ

た」に現職教員院生全員（100％）が肯定的回答をし

ており、現職教員院生のリカレント教育としても、地

域の教育課題を捉えた実践的な教育が展開された。 

 

（教師教育センター） 

（「高知 CST 養成プログラム」の実施） 

・第４期「高知 CST 養成プログラム」について、学習

指導要領の内容および現代的課題に対応するための

授業科目（理科授業分析・改善演習）の新設等のカリ

キュラム改善を行った上で、第４期事業の１年目につ

いて滞りなく実施した。 

令和４年度は中級６名を認定した。なお、履修期間

が２年間となる初級２名と上級２名は令和５年度も

引き続き CST プログラムを受講する。また、受講人数

については、それぞれのコースで今年度の目標人数以

上の受講者となり目標を達成することができた。 

なお、「令和４年度高知 CST 養成プログラム受講生

評価」の結果からは、「基礎的な知識・技能を身に付

けることができた」や「自然の豊かな高知県において

とても重要な授業であった」、「公開授業で学んだこ

とを次の実践に生かすことができ、自分自身の成長を

感じることができた」等の肯定的な記述、評価がほと

んどの科目において見られた。特に、本プログラムの

中核となる「実践・演習コアカリキュラム」科目につ

いては、全てにおいて４点（４段階）の高評価が得ら

れ、今後、認定 CST として活動するための資質・能力

の育成に資するものとなった。 

受講生懇談会は 21名、CST 報告会は 28名が参加し、

プログラム受講を振り返りカリキュラム等の在り方

についても検討するとともに、CST の活動報告につい

て共有し、活発な意見交換が行われ、今後の CST 活動

を期待させるものであった。 

 

【学生課】 

（四国病院経営プログラムの実施） 

・文部科学省課題解決型高度医療人材養成プログラム

（病院経営支援領域）による補助事業として実施して

きた「四国病院経営プログラム」について、今年度よ

り自走運営を開始し、医師・看護師等 15 名の受講生

を受け入れ、うち 14 名が修了した。 

３月５日に発表会兼修了式を行い、年度内に予定さ

れたプログラムはすべて終了した。終了後に取りまと

めた主要科目のアンケートにおいては、満足度：病院

経営学講義 94.6％・病院経営学演習 100.0％、また授

業で学んだことが自身の今後に役立つか：病院経営学

講義 96.4％・病院経営学演習 100.0％なる等、受講生

から高い評価を得た。 

同プログラムにおいては、自走運営開始を見越し、

昨年度に厚生労働省教育訓練給付金制度※の指定を

受け、今年度から同制度指定講座として運営を行う

等、社会人の金銭的負担を低減するプログラムとして
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管理番号【９】の 6 枚目 
・看護学専攻の講義の一部は、遠隔リカレント授業と

して実施し、履修証明することで、社会人のキャリア

アップ支援を目指す。 

いる。 

※厚生労働省教育訓練給付金制度：授業料の一定割合

(50％)が給付対象となる制度であり、受講生の経済

的負担の軽減に寄与する。 

令和３年度病院経営プログラム受講生のうちの２

名が、令和４年度看護学専攻に大学院生として入学す

る等、実践的かつ先進的なリカレント教育を充実する

ことを通じて、大学院への社会人入学を促進する成果

を得た。 

（ヘルスケアイノベーションコースの設置） 

・医科学専攻ヘルスケアイノベーションコースを母体

に、社会人を対象とする「ヘルスケアイノベーション

履修証明プログラム」を令和５年度新たに設置するこ

とを役員会（10 月 11 日開催第 453 回役員会）で決定

した。 

受講料に関しても、ヘルスケアイノベーションコー

スの自律的運営原資として使用できるよう学内調整

を行い、安定的な運営基盤構築の一助とした。 

 

・両プログラムともに募集要項を作成し、広報活動を

行った。特に病院経営プログラムにおいては、ホーム

ページや Facebook、さらにはニュースレターを中国

四国地区の病院等 1,470 ヵ所に送付する積極的な広

報を展開した。これにより、令和５年度の受講生は、

四国病院経営プログラム 14 名、ヘルスケアイノベー

ション履修証明プログラム ５名となる見込みであ

る。 

 

（医科学専攻各コースの BP 申請） 

・医科学専攻各コースの文部科学省「職業実践力育成

プログラム(BP)」認定制度及び、厚生労働省「専門実

践教育訓練給付金制度」に申請に関しては、それぞれ

の制度の認定要件と各コースの状況を整理しており、

来年度以降継続して検討を行うこととしている。 

 

（看護学専攻の取組） 

・社会人修了生から好評価を得たアンケート調査結果

をもとに勧誘を行い大学院入学を促した。また、講義

内容は主体性を尊重した内容とし、研究力向上の動機

づけを行なった。 

・履修証明プログラムである四国病院経営プログラム

に看護教育・管理学特論Ⅱおよび、看護教育・管理学

演習Ⅱの２つの科目を提供した。（選択科目であるた

め今年度の履修実績は無し。） 

 

令
和
５
年
度 

（実施計画） 
【物部総務課】 

（農林海洋科学専攻） 

社会人大学院生の入学を促進するために、広報戦略

強化、指導予定教員との研究分野のマッチング、指導

予定教員の指導の下での入学希望者の都合に合わせ

た履修モデルの検討・作成、授業科目のオンライン化

を継続し、効果について検証するとともに、見直しを

行う。 

土佐 FBC と連携して、社会人対象リカレント教育プ

ログラムを実施する。 

本年度の実施状況を踏まえ、次年度計画を立てる。 

 

【地域連携課】 

（実施状況） 
【物部総務課】 

 

 

【地域連携課】 

 

 

【IoP イノベーション推進課】 

 

 

【学務課】 

 

 

【学生課】 
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管理番号【９】の 7 枚目 
・第Ⅳ期土佐 FBCⅣ（令和５～９年度）を事業計画に
基づき実施する。 
関係機関と連携して高知県内を中心に食品産業振興
を目指して企画・研究開発を担い、食品産業を成長に
導く産業人材を育成する企業等の支援を総合的に実
施する。 
また、企業等のニーズに応じて、共同研究による研究

開発支援や農林海洋科学専攻など社会人大学院にお

ける研究開発人材育成へのリクルート等、Super 

Regional University の取り組みを継続して実施す

る。 

 

【IoP イノベーション推進課】 

IoP共創センターにおける研究開発等を軸とした学

術指導の実施や、共同研究・自治体等との連携による

研究員・研究生の受入れ等とともに、IoP 塾 Archives

を活用したオンライン講座の実施等、実践的かつ先進

的なリカレント教育を実施・展開する。 

また、研究成果のアウトリーチや各種視察・見学会

等の実施、研究員・研究生の成果の公表等を通じ、リ

カレント学習希望者の掘り起こしを行う。 

 

【学務課】 

（人文社会科学専攻） 

・地域における日本語教員養成へのニーズを把握す

る。また、「プロジェクト研究」と連携した広報を検

討する。 

（教育学部） 

・教育学部では、実践的かつ先進的なリカレント教育

として附属幼稚園の「ミドル保育者フォローアップ研

究発展コース」を実施するとともに、それを含めた現

職教員研修プログラムを県教委・附属学校園と協働開

発し実施する。土佐教育研究会と連携して現職教員の

リカレント教育を実施する。 

（理工学専攻） 

・入学時の大学院オリエンテーションにおいて CST プ

ログラムの案内と説明を行い、周知を図る。 

・複数回実施予定の大学院進学説明会において CST プ

ログラムの案内と説明を行い、周知を図る。 

（理工学専攻・応用自然科学専攻） 

・引き続き「社会人特別選抜」を実施し、社会人の大

学院入学を促す。 

（教職実践高度化専攻） 

・理科の高度な指導力や実践力を備えた中核となる教

員を養成するため、CST 養成のための専門科目を配置

し実施する。 

・国語、算数・数学、社会科、英語の高度な指導力や

実践力を備えた中核となる教員を養成するため、各教

科の専門科目を配置し実施する。 

・高知県の教育課題の解決に取り組める高度な指導力

や実践力を備えた教員を養成するため、高知県の教育

課題に関する授業科目を設置し実施する。 

（教師教育センター） 

・高知県教育委員会との連携による第４期「高知 CST

養成プログラム」を令和４年度に引き続き実施し、高

度な指導力や実践力を備えた理科教員の養成を行う。

併せて、学習指導要領の内容及び現代的課題に対応で

きるカリキュラムの改善について検討する。 

 

【学生課】 
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管理番号【９】の 8 枚目 
（医科学専攻・医学専攻） 

・【四国病院経営プログラム】【医工連繫に係る履修

証明プログラム(仮称)】の実施。 

・四国病院経営プログラム】【医工連繫に係る履修証

明プログラム(仮称)】の募集要項等の作成・広報。 

・医科学専攻各コースについて文部科学省「職業実践

力育成プログラム(BP)」認定制度及び厚生労働省「専

門実践教育訓練給付金制度」に申請するかどうか検討

し、申請環境の整ったものについて申請する。 

（看護学専攻） 

・これまで通り大学院への社会人の入学を促進する。

看護師・保健師・助産師のキャリアアップに繋がる研

究力修得を目指す。 

・看護学専攻の講義の一部は、遠隔リカレント授業と

して実施し、履修証明することで、社会人のキャリア

アップ支援を目指す。 
 

令
和
６
年
度 

（実施計画） 
【物部総務課】 

（農林海洋科学専攻） 

社会人大学院生の入学を促進するために、広報戦略

強化、指導予定教員との研究分野のマッチング、指導

予定教員の指導の下での入学希望者の都合に合わせ

た履修モデルの検討・作成、授業科目のオンライン化

を継続し、効果について検証するとともに、見直しを

行う。 

土佐 FBC と連携して、社会人対象リカレント教育プ

ログラムを継続実施する。 

本年度の実施状況を踏まえ、次年度計画を立てる。 

 

【地域連携課】 
・第Ⅳ期土佐 FBCⅣ（令和５～９年度）を事業計画に
基づき実施する。 
関係機関と連携して高知県内を中心に食品産業振興
を目指して企画・研究開発を担い、食品産業を成長に
導く産業人材を育成する企業等の支援を総合的に実
施する。 
また、企業等のニーズに応じて、共同研究による研究

開発支援や農林海洋科学専攻など社会人大学院にお

ける研究開発人材育成へのリクルート等、Super 

Regional University の取り組みを継続して実施す

る。 

 

【IoP イノベーション推進課】 

IoP共創センターにおける研究開発等を軸とした学

術指導の実施や、共同研究・自治体等との連携による

研究員・研究生の受入れ等とともに、IoP 塾 Archives

を活用したオンライン講座の実施等、実践的かつ先進

的なリカレント教育を実施・展開する。 

また、研究成果のアウトリーチや各種視察・見学会

等の実施、研究員・研究生の成果の公表等を通じ、リ

カレント学習希望者の掘り起こしを行う。 

 

【学務課】 

（人文社会科学専攻） 

・地域におけるニーズ調査をもとに、大学院における

日本語教員養成プログラム、「プロジェクト研究」な

どの広報戦略の改善検討を開始する。 

（教育学部） 

・教育学部では、実践的かつ先進的なリカレント教育

（実施状況） 
【物部総務課】 

 

 

【地域連携課】 

 

 

【IoP イノベーション推進課】 

 

 

【学務課】 

 

 

【学生課】 
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管理番号【９】の 9 枚目 
として附属幼稚園の「ミドル保育者フォローアップ研

究発展コース」を実施するとともに、それを含めた現

職教員研修プログラムを県教委・附属学校園と協働開

発し実施する。土佐教育研究会と連携して現職教員の

リカレント教育を継続実施する。 

（理工学専攻） 

・入学時の大学院オリエンテーションにおいて CST プ

ログラムの案内と説明を行い、周知を図る。 

・複数回実施予定の大学院進学説明会において CST プ

ログラムの案内と説明を行い、周知を図る。 

（理工学専攻・応用自然科学専攻） 

・引き続き「社会人特別選抜」を実施し、社会人の大

学院入学を促す。 

（教職実践高度化専攻） 

・理科の高度な指導力や実践力を備えた中核となる教

員を養成するため、CST 養成のための専門科目を評価

し改善を検討する。 

・国語、算数・数学、社会科、英語の高度な指導力や

実践力を備えた中核となる教員を養成するため、各教

科の専門科目を評価し改善を検討する。 

・高知県の教育課題の解決に取り組める高度な指導力

や実践力を備えた教員を養成するため、高知県の教育

課題に関する授業科目を評価し改善を検討する。 

（教師教育センター） 

・学習指導要領で求められる資質・能力を育成する理

科の授業作りにつながる指導方法を盛り込んだ第４

期 CST 養成プログラムを実施し、実施内容や成果につ

いて中間評価を行う。また、学習指導要領の内容及び

現代的課題に対応できるカリキュラムの改善につい

て検討する。 

 

【学生課】 

（医科学専攻・医学専攻） 

・【四国病院経営プログラム】【医工連繫に係る履修

証明プログラム(仮称)】の実施。 

・四国病院経営プログラム】【医工連繫に係る履修証

明プログラム(仮称)】の募集要項等の作成・広報。 

・医科学専攻各コースについて文部科学省「職業実践

力育成プログラム(BP)」認定制度及び厚生労働省「専

門実践教育訓練給付金制度」に申請するかどうか検討

し、申請環境の整ったものについて申請しつつ、３年

目を迎えて継続申請が必要なものについて対応する。 

（看護学専攻） 

・これまで通り大学院への社会人の入学を促進する。

看護師・保健師・助産師のキャリアアップに繋がる研

究力修得を目指す。 

・看護学専攻の講義の一部は、遠隔リカレント授業と

して実施し、履修証明することで、社会人のキャリア

アップ支援を目指す。 
 

令
和
７
年
度 

（実施計画） 
【物部総務課】 

（農林海洋科学専攻） 

社会人大学院生の入学を促進するために、広報戦略

強化、指導予定教員との研究分野のマッチング、指導

予定教員の指導の下での入学希望者の都合に合わせ

た履修モデルの検討・作成、授業科目のオンライン化

を継続し、効果について検証するとともに、見直しを

行う。 

（実施状況） 
【物部総務課】 

 

 

【地域連携課】 

 

 

【IoP イノベーション推進課】 
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管理番号【９】の 10 枚目 
土佐 FBC と連携して、社会人対象リカレント教育プ

ログラムを継続実施する。 

本年度の実施状況を踏まえ、次年度計画を立てる。 

 

【地域連携課】 
・第Ⅳ期土佐 FBCⅣ（令和５～９年度）を事業計画に
基づき実施する。 
関係機関と連携して高知県内を中心に食品産業振興
を目指して企画・研究開発を担い、食品産業を成長に
導く産業人材を育成する企業等の支援を総合的に実
施する。 
また、企業等のニーズに応じて、共同研究による研究

開発支援や農林海洋科学専攻など社会人大学院にお

ける研究開発人材育成へのリクルート等、Super 

Regional University の取り組みを継続して実施す

る。 

 

【IoP イノベーション推進課】 

IoP共創センターにおける研究開発等を軸とした学

術指導の実施や、共同研究・自治体等との連携による

研究員・研究生の受入れ等とともに、IoP 塾 Archives

を活用したオンライン講座の実施等、実践的かつ先進

的なリカレント教育を実施・展開する。 

また、研究成果のアウトリーチや各種視察・見学会

等の実施、研究員・研究生の成果の公表等を通じ、リ

カレント学習希望者の掘り起こしを行う。 

 

【学務課】 

（人文社会科学専攻） 

・地域におけるニーズ調査をもとに、大学院における

日本語教員養成プログラム、「プロジェクト研究」な

どの広報戦略を実践する 

（教育学部） 

・教育学部では、県教委・附属学校園と協働開発した

現職教員研修プログラムを検証する。土佐教育研究会

と連携して実施している現職教員のリカレント教育

を検証する。 

（理工学専攻） 

・入学時の大学院オリエンテーションにおいて CST プ

ログラムの案内と説明を行い、周知を図る。 

・複数回実施予定の大学院進学説明会において CST プ

ログラムの案内と説明を行い、周知を図る。 

（理工学専攻・応用自然科学専攻） 

・引き続き「社会人特別選抜」を実施し、社会人の大

学院入学を促す。 

（教職実践高度化専攻） 

・理科の高度な指導力や実践力を備えた中核となる教

員を養成するため、CST 養成のための専門科目の改善

案を策定する。 

・国語、算数・数学、社会科、英語の高度な指導力や

実践力を備えた中核となる教員を養成するため、各教

科の専門科目の改善案を策定する。 

・高知県の教育課題の解決に取り組める高度な指導力

や実践力を備えた教員を養成するため、高知県の教育

課題に関する授業科目の改善案を策定する。 

（教師教育センター） 

・令和６年度に実施した中間評価の結果により、必要

に応じて課題の修正を行い、CST 養成プログラムを継

続実施する。 

 

 

【学務課】 

 

 

【学生課】 
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管理番号【９】の 11 枚目 
【学生課】 

（医科学専攻・医学専攻） 

・【四国病院経営プログラム】【医工連繫に係る履修

証明プログラム(仮称)】の実施。 

・四国病院経営プログラム】【医工連繫に係る履修証

明プログラム(仮称)】の募集要項等の作成・広報。 

・医科学専攻各コースについて文部科学省「職業実践

力育成プログラム(BP)」認定制度及び厚生労働省「専

門実践教育訓練給付金制度」に申請するかどうか検討

し、申請環境の整ったものについて申請しつつ、３年

目を迎えて継続申請が必要なものについて対応する。 

（看護学専攻） 

・これまで通り大学院への社会人の入学を促進する。

看護師・保健師・助産師のキャリアアップに繋がる研

究力修得を目指す。 

・看護学専攻の講義の一部は、遠隔リカレント授業と

して実施し、履修証明することで、社会人のキャリア

アップ支援を目指す。 
 

令
和
８
年
度 

（実施計画） 
【物部総務課】 

（農林海洋科学専攻） 

社会人大学院生の入学を促進するために、広報戦略

強化、指導予定教員との研究分野のマッチング、指導

予定教員の指導の下での入学希望者の都合に合わせ

た履修モデルの検討・作成、授業科目のオンライン化

を継続し、効果について検証するとともに、見直しを

行う。 

土佐 FBC と連携して、社会人対象リカレント教育プ

ログラムを継続実施する。 

本年度の実施状況を踏まえ、次年度計画を立てる。 

 

【地域連携課】 
・第Ⅳ期土佐 FBCⅣ（令和５～９年度）を事業計画に
基づき実施する。 
関係機関と連携して高知県内を中心に食品産業振興
を目指して企画・研究開発を担い、食品産業を成長に
導く産業人材を育成する企業等の支援を総合的に実
施する。 
また、企業等のニーズに応じて、共同研究による研究

開発支援や農林海洋科学専攻など社会人大学院にお

ける研究開発人材育成へのリクルート等、Super 

Regional University の取り組みを継続して実施す

る。 

 

【IoP イノベーション推進課】 

IoP共創センターにおける研究開発等を軸とした学

術指導の実施や、共同研究・自治体等との連携による

研究員・研究生の受入れ等とともに、IoP 塾 Archives

を活用したオンライン講座の実施等、実践的かつ先進

的なリカレント教育を実施・展開する。 

また、研究成果のアウトリーチや各種視察・見学会

等の実施、研究員・研究生の成果の公表等を通じ、リ

カレント学習希望者の掘り起こしを行う。 

 

【学務課】 

（人文社会科学専攻） 

・地域におけるニーズ調査を繰り返しながら、広報戦

略の効果検証を行い、その改善を図る。 

（教育学部） 

（実施状況） 
【物部総務課】 

 

 

【地域連携課】 

 

 

【IoP イノベーション推進課】 

 

 

【学務課】 

 

 

【学生課】 
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管理番号【９】の 12 枚目 
・教育学部では、県教委・附属学校園と協働開発した

現職教員研修プログラムを検証する。土佐教育研究会

と連携して実施している現職教員のリカレント教育

を検証する。 

（理工学専攻） 

・入学時の大学院オリエンテーションにおいて CST プ

ログラムの案内と説明を行い、周知を図る。 

・複数回実施予定の大学院進学説明会において CST プ

ログラムの案内と説明を行い、周知を図る。 

（理工学専攻・応用自然科学専攻） 

・引き続き「社会人特別選抜」を実施し、社会人の大

学院入学を促す。 

（教職実践高度化専攻） 

・理科の高度な指導力や実践力を備えた中核となる教

員を養成するため、CST 養成のための専門科目を改善

する。 

・国語、算数・数学、社会科、英語の高度な指導力や

実践力を備えた中核となる教員を養成するため、各教

科の専門科目を改善する。 

・高知県の教育課題の解決に取り組める高度な指導力

や実践力を備えた教員を養成するため、高知県の教育

課題に関する授業科目を改善する。 

（教師教育センター） 

・高知県教育委員会との連携による第４期「高知 CST

養成プログラム」を引き続き実施し、高度な指導力や

実践力を備えた理科教員の養成を行う。併せて、次期

プログラムの方向性や骨子について検討を行う。 

 

【学生課】 

（医科学専攻・医学専攻） 

・【四国病院経営プログラム】【医工連繫に係る履修

証明プログラム(仮称)】の実施。 

・四国病院経営プログラム】【医工連繫に係る履修証

明プログラム(仮称)】の募集要項等の作成・広報。 

・医科学専攻各コースについて文部科学省「職業実践

力育成プログラム(BP)」認定制度及び厚生労働省「専

門実践教育訓練給付金制度」に申請するかどうか検討

し、申請環境の整ったものについて申請しつつ、３年

目を迎えて継続申請が必要なものについて対応する。 

（看護学専攻） 

・これまで通り大学院への社会人の入学を促進する。

看護師・保健師・助産師のキャリアアップに繋がる研

究力修得を目指す。 

・看護学専攻の講義の一部は、遠隔リカレント授業と

して実施し、履修証明することで、社会人のキャリア

アップ支援を目指す。 
 

令
和
９
年
度 

（実施計画） 
【物部総務課】 

（農林海洋科学専攻） 

社会人大学院生の入学を促進するために、広報戦略

強化、指導予定教員との研究分野のマッチング、指導

予定教員の指導の下での入学希望者の都合に合わせ

た履修モデルの検討・作成、授業科目のオンライン化

を継続し、効果について検証するとともに、見直しを

行う。 

土佐 FBC と連携して、社会人対象リカレント教育プ

ログラムを継続実施する。 

本年度の実施状況を踏まえ、次年度計画を立てる。 

（実施状況） 
【物部総務課】 

 

 

【地域連携課】 

 

 

【IoP イノベーション推進課】 

 

 

【学務課】 
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管理番号【９】の 13 枚目 
 

【地域連携課】 
・第Ⅳ期土佐 FBCⅣ（令和５～９年度）を事業計画に
基づき実施する。 
関係機関と連携して高知県内を中心に食品産業振興
を目指して企画・研究開発を担い、食品産業を成長に
導く産業人材を育成する企業等の支援を総合的に実
施する。 
また、企業等のニーズに応じて、共同研究による研究

開発支援や農林海洋科学専攻など社会人大学院にお

ける研究開発人材育成へのリクルート等、Super 

Regional University の取り組みを継続して実施す

る。 

 

【IoP イノベーション推進課】 

IoP共創センターにおける研究開発等を軸とした学

術指導の実施や、共同研究・自治体等との連携による

研究員・研究生の受入れ等とともに、IoP 塾 Archives

を活用したオンライン講座の実施等、実践的かつ先進

的なリカレント教育を実施・展開する。 

また、研究成果のアウトリーチや各種視察・見学会

等の実施、研究員・研究生の成果の公表等を通じ、リ

カレント学習希望者の掘り起こしを行う。 

 

【学務課】 

（人文社会科学専攻） 

・広報戦略を実践しながら、社会人を対象とした日本

語教育実習プランを計画することで、次期のプログラ

ムの充実について検討する。 

（教育学部） 

・教育学部では、県教委・附属学校園と協働開発した

現職教員研修プログラムを充実させる。土佐教育研究

会と連携して実施している現職教員のリカレント教

育を充実させる。 

（理工学専攻） 

・入学時の大学院オリエンテーションにおいて CST プ

ログラムの案内と説明を行い、周知を図る。 

・複数回実施予定の大学院進学説明会において CST プ

ログラムの案内と説明を行い、周知を図る。 

（理工学専攻・応用自然科学専攻） 

・引き続き「社会人特別選抜」を実施し、社会人の大

学院入学を促す。 

（教職実践高度化専攻） 

・理科の高度な指導力や実践力を備えた中核となる教

員を養成するため、改善した CST 養成のための専門科

目を実施し、改善を評価する。 

・国語、算数・数学、社会科、英語の高度な指導力や

実践力を備えた中核となる教員を養成するため、改善

した各教科の専門科目を実施し、改善を評価する。 

・高知県の教育課題の解決に取り組める高度な指導力

や実践力を備えた教員を養成するため、改善した高知

県の教育課題に関する授業科目を実施し、改善を評価

する。 

（教師教育センター） 

・高知県教育委員会との連携による第 4期「高知 CST

養成プログラム」を引き続き実施し、高度な指導力や

実践力を備えた理科教員の養成を行う。併せて、今期

実施プログラムの総括を行うとともに、次期 CST 養成

プログラムを策定する。 

 

 

【学生課】 
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管理番号【９】の 14 枚目 
【学生課】 

（医科学専攻・医学専攻） 

・【四国病院経営プログラム】【医工連繫に係る履修

証明プログラム(仮称)】の実施。 

・四国病院経営プログラム】【医工連繫に係る履修証

明プログラム(仮称)】の募集要項等の作成・広報。 

・医科学専攻各コースについて文部科学省「職業実践

力育成プログラム(BP)」認定制度及び厚生労働省「専

門実践教育訓練給付金制度」に申請するかどうか検討

し、申請環境の整ったものについて申請しつつ、３年

目を迎えて継続申請が必要なものについて対応する。 

（看護学専攻） 

・これまで通り大学院への社会人の入学を促進する。

看護師・保健師・助産師のキャリアアップに繋がる研

究力修得を目指す。 

・看護学専攻の講義の一部は、遠隔リカレント授業と

して実施し、履修証明することで、社会人のキャリア

アップ支援を目指す。 
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（学外公表用） 
管理番号【９】の 1 枚目 

評価指標の実績 

 
 

評価指標 補足説明 担当課 

（５）-1-1 中期目標期間最終年度における修士課程及
び専門職学位課程での社会人学生在学者数を 90 人以上
とする 

各年度５月１日時点の社会人学生数
とし、社会人学生は学校基本調査と同
じ定義とする。 

学務課 

令和４年度 

82 人 
 
《内訳》 
修士課程 60 人、専門職学位課程 22 人 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（５）-1-2 大学院に地域課題、数理・DS・AI などに関
する教育プログラムを設置する 

なし。 学務課 

令和４年度 
・医科学専攻において、領域にかかわらず、多角的な視点を養い、人、組織、社会の健

康をめざしイノベーションを推進する「ヘルスケアイノベーション履修証明プログラ
ム」の設置を決定した。（令和５年度開設） 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

 

様式１－２ 
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（学外公表用） 
管理番号【10】の 1 枚目 

第４期中期目標・中期計画進捗管理表 

 

管理番号 10 担当理事：教育 担当課：学務課、国際教育支援室 

大区分 Ⅰ 教育研究の質の向上に関する事項 

小区分 ２ 教育 

中期目標 
（６）学生の海外派遣の拡大や、優秀な留学生の獲得と卒業・修了後のネットワーク化、海外の大
学と連携した国際的な教育プログラムの提供等により、異なる価値観に触れ、国際感覚を持った人
材を養成する。⑫ 

中期計画 
（６）-1 英語教育の改善及び eラーニング教材の開発等を通じて学生の語学力を強化し、学生の
海外派遣数を増加させる。外国人留学生の受入れを促進するため、英語のみで学習できる授業や教
育プログラム等を開発し、日本人学生と外国人留学生がともに学べる環境を作る。【10】 

理事評価 
Ⅳ「実施計画を上回って実施している」 

Ⅲ「実施計画を十分に実施している」 

Ⅱ「実施計画を十分には実施していない」 

Ⅰ「実施計画を実施していない」 

令和４年度 Ⅲ 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

令
和
４
年
度 

（実施計画） 
【学務課】 

・英語教育に関する eラーニング教材の検討を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国際教育支援室】 

(6)-1-1 

・共通教育教養科目「グローバルコミュニケーショ

ン (イギリス)」と「グローバルコミュニケーション 

(マレーシア)」を開講する履修者は合計 20 名を目標

とする(ただし海外渡航制限が緩和されない場合や参

加者数が最小催行人数に満たない場合はこの限りで

ない)。次年度に向けた複数の「グローバルコミュニ

ケーション」を立案する。 

（実施状況） 

【学務課】 

（eラーニング教材の導入・開発） 

学生の語学力強化のため、自律学習支援センター

（OASIS）及び共通教育初年次科目「大学英語入門

I」の一部授業において、時間外学習として eラーニ

ング教材「ぎゅっと e」を導入した。実際に使用し

た学生への聞き取り結果等を自律学習支援センター

専門委員会で検討した結果、当該教材は継続的かつ

反復的に利用可能であり、基礎力向上の有効性が見

込まれると評価した。 

また、小学校教員、中学・高校の英語教員を効果

的・効率的に育成するための eラーニングサイトの

構築を目指して、令和４年度はコンテンツのニーズ

分析を行った。コンテンツの視点として（１）英語

力そのものを養うためのもの、（２）指導力を高める

ためのもの、以上２つを掲げ、（１）については日本

人英語学習者が不得手とする文法項目を洗い出し、e

ラーニング教材としての学習内容、提示方法などを

検討した。（２）については、教育学部生が苦手とす

る英語の発音・発音指導力を高めるため、音素学習

教材を製作する準備として音源収集を行った。 

 

【国際教育支援室】 

 (6)-1-1 

（グローバルコミュニケーションの実施と発展的拡

充） 

共通教育教養科目「グローバルコミュニケーショ

ン（イギリス）」及び「グローバルコミュニケーシ

ョン（マレーシア）」を開講し、履修登録者数は合

計 18 名だった（うち海外実習参加者は合計 16 名、

２名は事情により海外実習への参加を中止）。年間

目標数には達しなかったが、履修学生の要望を聞き

様式 1－１ 
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管理番号【10】の 2 枚目 
・英語圏などへの協定校留学につなげていくための

IELTS 講座を実施する。ライティングやスピーキン

グへの個別支援を考慮し、２日間開講する講座受講

者は 20 名とする。１学期と２学期にそれぞれ開講す

るため、受講者合計年間 40 名とする。それにより、

協定校留学５名を目標とする。 

・国際関連の研修教育プログラム（オンラインも含

む）を海外協定校と連携しながら実施する（合計 25

名を目標）と共に、新たなプログラムを開発する。 

・留学・研修に必要な教養や知識を英語で実施する

科目を通して学生に身につけさせるための「海外留

学・研修のための事前教育プログラム（Study 

Abroad Preparation Module：SAP）」を開発する。 

(6)-1-2 

協定校に対して「英語で日本語や日本事情を学ぶ

短期プログラム」に関する意向調査を行う。英語で

日本語や日本事情を学ぶ短期プログラムのスケジュ

ール案を作成する。 

 

 

取り調査した結果、海外実習先をイギリス、カナ

ダ、アメリカ、フィリピン、マレーシアなど複数の

国から選択できるよう科目全体の構成を見直し、令

和５年度１学期からは「Short-term Study Abroad 

Program（短期留学プログラム）」に科目名を変更す

る予定。さらに、事前学習の中で海外実習に最低限

必要となる英会話を学ぶためのセッションを複数回

設けるよう改善する。また、海外留学から帰国した

学生の語学力の維持という課題に対応するため新規

科目（「Study Abroad Supplementary Program」）

を開講できるよう準備をした。 

 

（IELTS 講座の実施と協定校への留学） 

IELTS 講座（対面）の受講者数は、１学期 14 名、

２学期９名の合計 23 名だった。年間目標数には達し

なかったが、講座に加えて８名の個別指導も継続的

に実施し、より留学意欲の高い学生に対応できた。

この結果、２学期には、英語圏も含めて協定校に８

名が留学し、年間目標を達成した。来年度は、本年

度と同じ形式の IELTS 講座に加え、TOEFL、英検など

の受験を目指す学生も対象に含めた、共通教育科目

「English Exam Preparatory Course」を開講し、受 

講者増及び語学能力検定試験への関心向上を目指す。 

また、在学中の留学や海外経験の動機付けにつな

げることを目的に、本学を卒業後、国際的なキャリ

アで活躍する卒業生等を講師とするセミナーを複数

回開催した。参加者の感想から、海外への興味・関

心の向上に一定の成果をあげたことがうかがえる。 

 

（国際研修教育プログラムの実施） 

新型コロナウイルス感染症の影響により海外渡航

を伴う４カ国７件のプログラムが中止となったが、

海外協定校２校への派遣プログラムに４名（ハワイ

大学医学部２名、ラクイラ大学２名）、海外協定校

３校とのオンラインプログラムに 80 名（中国文化大

学（台湾）21 名、東海大学（台湾）24 名、イェーテ

ボリ大学（スウェーデン）４名、タンジュンプラ大

学（インドネシア）31 名）、新たに協定を締結した

国立高雄科技大学（台湾）と連携して新規開講した

共通教育科目「地方創生グローカル演習 II」での海

外渡航プログラムに５名の合計 89 名が国際関連の研

修教育プログラムに参加し、年間目標を達成した。 

 

（海外留学・研修のための事前教育プログラムの開

発） 

個別留学相談及び「グローバルコミュニケーショ

ン」の事前学習等を通じて、学生が海外留学・研修

前に身につける必要のある教養や知識について情報

収集・分析を行った。本年度中の開発には至らなか

ったが、分析した情報を参考に「海外留学・研修の

ための事前教育プログラム（Study Abroad 

Preparation Module：SAP）」を次年度の早いうちに

開発し、当初計画通り次年度の試行に繋げる。  

 

(6)-1-2 

（協定校意向調査による英語で学ぶ短期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開

発） 

令和５年度にサマープログラムとして実施を計画

中の「英語で日本語や日本事情を学ぶ短期プログラ

 
【56】



管理番号【10】の 3 枚目 
ム」開発のため、令和５年１月～２月、英語圏を中

心に協定校 11 校を対象に意向調査を実施した。得ら

れた５校からの回答を元にスケジュール案を作成

し、令和５年度に共通教育社会分野科目として

Japanese StudiesⅠと Japanese StudiesⅡを開講す

る準備が整った。 

 

令
和
５
年
度 

（実施計画） 
【学務課】 

・英語教育に関する eラーニング教材の開発等を行

う。 

 

【国際教育支援室】 

(6)-1-1 

・「グローバルコミュニケーション」科目全体の構

成を見直し、海外実習先をイギリス、カナダ、アメ

リカ、フィリピン、マレーシアなど複数の国から選

択できるよう変更、科目名を「Short-term Study 

Abroad Program（短期留学プログラム）」に変更し

て開講し、履修者合計 30 名を目標とする。 

・英語圏などへの協定校留学につなげていくため、

IELTS 講座に加え、TOEFL、英検などの受験を目指す

学生も対象に含めた、共通教育科目「English Exam 

Preparatory Course」を開講する。令和４年度同様

受講者合計年間 40 名とする。それにより、協定校留

学 10 名を目標とする。 

・国際関連の研修教育プログラム（オンラインも含

む）を海外協定校と連携しながら実施する（合計 25

名の参加を目標）と共に、新たに開発したプログラ

ムの試行的に実施する（合計 10 名の参加を目標）。 

・SAP の試行を行なう（10 名の参加を目標）。 

(6)-1-2 

英語で日本語や日本事情を学ぶ短期プログラム

（オンラインでの交流を含む）を 10 名の受入れを目

標に試行し精査する。 

・英語のみで学習できる教育プログラムによる受入

れを継続する。 

（実施状況） 
【学務課】 

 

 

【国際教育支援室】 

 

 

令
和
６
年
度 

（実施計画） 
【学務課】 

・英語教育に関する eラーニング教材を導入する。 

 

【国際教育支援室】 

(6)-1-1 

・「Short-term Study Abroad Program（短期留学プ

ログラム）」を開講し、履修者合計 30 名を目標とす

る。 

・英語圏などへの協定校留学につなげていくため、

IELTS 講座及び共通教育科目「English Exam 

Preparatory Course」を実施する。前年度同様受講

者合計年間 40 名とする。それにより協定校留学 10

名を目標とする。 

・国際関連の研修教育プログラム（オンラインも含

む）を海外協定校と連携しながら実施する（合計 30

名程度の参加）と共に、新たに開発したプログラム

を実施する（合計 15 名の参加を目標）。 

・SAP を実施する（20 名の参加を目標）。 

(6)-1-2 

（実施状況） 
【学務課】 

 
 
【国際教育支援室】 
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管理番号【10】の 4 枚目 
引き続き、英語で日本語や日本事情を学ぶ短期プ

ログラム（オンラインでの交流を含む）を 17 名の受

入れを目標に実施し、検証する。 

・英語のみで学習できる教育プログラムによる受入

れを継続する。 

令
和
７
年
度 

（実施計画） 
【学務課】 

・英語教育に関する eラーニング教材を活用すると

ともに効果検証を行う。 

 

【国際教育支援室】 

(6)-1-1 

・「Short-term Study Abroad Program（短期留学プ

ログラム）」を開講し、履修者合計 40 名を目標とす

る。 

・英語圏などへの協定校留学につなげていくため、

IELTS 講座及び共通教育科目「English Exam 

Preparatory Course」を実施する。前年度同様受講

者合計年間 40 名とする。それにより協定校留学 10

名を目標とする。 

・国際関連の研修教育プログラム（オンラインも含

む）を海外協定校と連携しながら実施する（合計 30

名の参加を目標）と共に、新たに開発したプログラ

ムを実施する（合計 20 名の参加を目標）。 

・SAP を実施する（20 名の参加を目標）。 

(6)-1-2 

引き続き、英語で日本語や日本事情を学ぶ短期プロ

グラム（オンラインでの交流を含む）を 17 名の受入

れを目標に実施し、検証、改善を図る。 

・英語のみで学習できる教育プログラムによる受入

れを継続する。 

（実施状況） 
【学務課】 

 

 

【国際教育支援室】 

 

 

 

令
和
８
年
度 

（実施計画） 
【学務課】 

・英語教育に関する eラーニング教材の活用を促進

する。 

 

【国際教育支援室】 

(6)-1-1 

・「Short-term Study Abroad Program（短期留学プ

ログラム）」を開講し、履修者合計 40 名を目標とす

る。 

・英語圏などへの協定校留学につなげていくため、

IELTS 講座及び共通教育科目「English Exam 

Preparatory Course」を実施する。前年度同様受講

者合計年間 40 名とする。それにより協定校留学 10

名を目標とする。 

・国際関連の研修教育プログラム（オンラインも含

む）を海外協定校と連携しながら実施する（合計 30

名の参加を目標）と共に、新たに開発したプログラ

ムを実施する（合計 20 名の参加を目標）。 

・SAP を実施する（20 名の参加を目標）。 

(6)-1-2 

引き続き、英語で日本語や日本事情を学ぶ短期プ

ログラム（オンラインでの交流を含む）を 18 名の受

入れを目標に実施し、検証、改善を図る。 

・英語のみで学習できる教育プログラムによる受入

れを継続する。 

（実施状況） 
【学務課】 

 
 
【国際教育支援室】 
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管理番号【10】の 5 枚目 

令
和
９
年
度 

（実施計画） 
【学務課】 

・英語教育に関する eラーニング教材の活用を促進

する。 

 

【国際教育支援室】 

(6)-1-1 

・「Short-term Study Abroad Program（短期留学プ

ログラム）」を開講し、履修者合計 40 名を目標とす

る。 

・英語圏などへの協定校留学につなげていくため、

IELTS 講座及び共通教育科目「English Exam 

Preparatory Course」を実施する。前年度同様受講

者合計年間 40 名とする。それにより協定校留学 10

名を目標とする。 

・国際関連の研修教育プログラム（オンラインも含

む）を海外協定校と連携しながら実施する（合計 30

名の参加を目標）と共に、新たに開発したプログラ

ムを実施する（合計 20 名の参加を目標）。 

・SAP を実施する（30 名の参加を目標）。 

(6)-1-2 

引き続き、英語で日本語や日本事情を学ぶ短期プ

ログラム（オンラインでの交流を含む）を 18 名の受

入れを目標に実施し、検証、改善ならびに質の向上

を図る。 

・英語のみで学習できる教育プログラムによる受入

れを継続する。 

（実施状況） 
【学務課】 

 
 
【国際教育支援室】 
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（学外公表用） 
管理番号【10】の 1 枚目 

評価指標の実績 

 
 

評価指標 補足説明 担当課 

（６）-1-1 海外派遣人
数を６年間累計で 500
名以上とする 

・交換留学、さまざまな海外短期研修・インターンシップ等、学会発表
交流イベント、私費による語学研修、海外体験プログラム等を想定する。
派遣期間等については特に制限は設けない。ただし、ゼミ旅行などは目
的の把握が困難なため含めない。 
・オンラインで実施したものについては、その参加者数を派遣数に含め、
期間や回数を問わない。 

国際教育支
援室 

令和４年度 50 名 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（６）-1-2 英語のみで
学習できる教育プログ
ラム等によって受け入
れる外国人学生数を６
年間累計で 80 名以上と
する 

・英語で日本語や日本事情を学ぶ短期プログラムを開発、実施する。 
・当該プログラムが教育的に意義ありと主催者が判断する場合は、その
実施期間や回数については特に制限を設けず、参加者を受入人数として
カウントする。 
・オンライン留学、オンラインでの短期研修・インターンシップ、オン
ライン交流イベントなどオンラインプログラムの場合は、参加者の参加
期間や回数を問わず、受入人数とする。 
・外国人学生を在留資格により区別はしない。 

国際教育支
援室 

令和４年度 

24 名 
 
《内訳》 
農林海洋科学専攻 AAP：２名、黒潮圏総合科学専攻：12 名、SUIJI：６名、タンジュン
プラ大学：４名 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

 

様式１－２ 
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（学外公表用） 
管理番号【11】の 1 枚目 

第４期中期目標・中期計画進捗管理表 

 

管理番号 11 担当理事：国際連携 担当課：地域連携課、学務課、国際教育支援室 

大区分 Ⅰ 教育研究の質の向上に関する事項 

小区分 ２ 教育 

中期目標 
（６）学生の海外派遣の拡大や、優秀な留学生の獲得と卒業・修了後のネットワーク化、海外の大
学と連携した国際的な教育プログラムの提供等により、異なる価値観に触れ、国際感覚を持った人
材を養成する。⑫ 

中期計画 

（６）-2 海外協定校及び帰国外国人留学生とのネットワークの充実を図り、留学生の受入れに向
けた取組を連携して行う。また、本学留学生の地域内定着を促すために地域のコミュニティや企業
のニーズに対応した留学生教育を実施するとともに地域の外国人に対する日本語教育を充実させ
る。多文化交流コーディネーター養成プログラム及びグローカル創生推進士養成コースを設置し、
キャンパス及び地域の国際化に資する中核的なグローカル人財を育成する。【11】 

理事評価 
Ⅳ「実施計画を上回って実施している」 

Ⅲ「実施計画を十分に実施している」 

Ⅱ「実施計画を十分には実施していない」 

Ⅰ「実施計画を実施していない」 

令和４年度 Ⅲ 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

令
和
４
年
度 

（実施計画） 
【地域連携課】 

・グローカル創生推進士のカリキュラム等の整備を行

い準備期間とする。 

(6)-2-2 

・国際化戦略経費を活用した事業や、各部局が取り組

んでいる海外協定校と連携した国際セミナーなどの

実施により６件の実施を目指す。 

・防災分野及びフードバリューチェーンに係る JICA 

課題別研修事業の実施に加え、資源管理型漁業に係る

JICA 青年研修を新たに形成し、年度内に実施する。

３件の実施を目指す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（実施状況） 

【地域連携課】 

（グローカル創生推進士※カリキュラムの整備） 

・地方創生推進士第５フェーズ（グローカルフェイズ）

として新たに３つの国際プログラムを指定し、延べ９

名が履修した。 

・地方創生推進士第４フェーズの科目変更を行い、全

学部生がグローカル創生推進士を取得できる体制を

整え、大学連携まち・ひと・しごと創生推進本部会議

にて、グローカル創生推進士（高知大学独自認証）の

カリキュラムが承認された。 

※グローカル創生推進士：「地方創生推進士」を取得

した学生が、SDGs や海外との関係人口構築など国際

的な視点から地域と協働し、高知県の地域課題の解決

に取り組んだ証として、そのプロセスで育んだ“世界

と地域を繋ぐ力”を証明するための称号を「グローカ

ル創生推進士」（高知大学の独自認証）と定義する。

６年間累計で 18 名以上の認証を目指す。 

 

(6)-2-2 

（海外協定校等と連携した国際セミナー等の実施） 

以下、７件の国際セミナー等を実施し、年間目標を達

成した。 

①交流協定を締結した国立高雄科技大学(台湾)と連

携し、新たに座学とフィールドワークからなる「地

方創生グローカル演習Ⅱ」を開講し、高知大生５人

を台湾に派遣した。参加学生のアンケート結果から

は、５つの項目全てで自己評価が大幅に向上する

等、シラバスに提示した到達目標を達成することが

できた。 

＜参考：アンケート結果＞ 

「B.掘り下げる力」のうち「B4.地域にある工夫

様式 1－１ 
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管理番号【11】の 2 枚目 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【学務課】 
（人文社会科学部） 
・地域の外国人への日本語教育に貢献すること及び、
高知大学生が地域の外国人とのつながりを構築する
ことを目的とした、地域の関係機関との連携方法の検
討を開始する（国際社会コース）。 
・多文化交流コーディネーター養成プログラム WG を
立ち上げ、プログラムと関連授業「グローバル社会と
地域（リニューアル版）」の運用を開始する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

や知恵を発見できる」（2.2→3.4）及び「B.5 事実

にもとづき、課題を深く考察できる」（2→3.2）、「E.

経験に学び、伝える力」のうち「E4.伝える相手に

応じて、適切な手段・メディアを提案できる」（2.6

→3.6） 
②～⑤日台連盟会議をオンラインで４回開催した。
（5/25、7/22、9/29、2/3） 

⑥2022 年 12 月６日～７日、台湾教育部 USR センター

長及び日台連盟加盟校５校の学長・副学長が高知大

学を表敬訪問し、大学連携に関する意見交換及び国

立台湾海洋大学との交流協定締結式を開催した。当

日の様子は、国内１社、台湾３社にメディア報道さ

れた。 

⑦地域の国際化推進とグローカル人材養成のため、

「地域×国際」セミナー「まぜこじゃ KOCHI～土佐

と世界をいっちきちもんちきち」を開催し、高知大

学がハブとなり、高知県内のグローカル人材の横断

的なネットワークの形成および地域の国際化を推

進するための連携体制の構築を図った。（参加者 54

名） 

 

（JICA 国際研修の実施） 

・JICA と連携し、高知の強みを活かした国際研修を

５件実施し、年間目標を達成した。（国別研修以外全

てオンラインで実施） 

今年度のオンライン研修では、過去２年間のオンラ

イン研修での経験を踏まえ、研修員が受講した研修の

内容について振り返りや意見交換ができるように、週

に一回研修員同士のオンラインディスカッションの

場を設定した。実施後のアンケートでは、多くの研修

員が「研修を通じて有益な学びを得た」と回答してお

り、研修目標は概ね達成できたものと判断する。 

《内訳》（課題別研修）島嶼国総合防災９人、（青年研

修）資源管理型漁業８人、（課題別研修）地域アグリ

ビジネス振興のためのフードバリューチェーン構築

25 人、（国別研修）タジキスタン政策評価とプロジェ

クト形成幹部研修２人、同実務者研修 14 人 

 

【学務課】 
（人文社会科学部） 
（日本語教育の体制強化） 
・日本語学科を有する専門学校の龍馬学園及び高知県
国際交流協会と、日本語教育の連携について協議を行
った。特に龍馬学園とは本学の日本語教育実習受入れ
に関する覚書締結に向けた協議を行った。また、日本
語教員養成課程を実施し、令和４年度は 10 名が修了
した。 
 
（多文化交流コーディネーター養成プログラムの構
築） 
・「多様な文化や価値観を理解し、多様な人々との交
流を企画・運営等を含んで実践できる人物」を育成す
るために、多文化交流コーディネーター養成委員会を
立ち上げ、養成プログラムの構築を図り、プログラム
認証制度をスタートした。既定の基礎科目４単位以
上・専門科目８単位以上、実践を含む演習科目等２単
位以上を履修、及び文化交流活動の報告審査で合格と
なる。 
令和４年度は条件を揃えて申請した６名全員が多

文化交流コーディネーターの認証を授与された。 

また、人文社会科学部専門科目「グローバル社会と
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管理番号【11】の 3 枚目 
 

 

 

 

 

 

 

【国際教育支援室】 

(6)-2-1 

・高知大学生（外国人留学生・日本人学生）及び協定

校の学生を対象にオンラインによる講演会やセミナ

ー、交流会等を実施し、従来の在留資格「留学」のみ

でなく短期受入学生やオンライン交流なども加えた

受入れ人数の目標を 100 名とする。 

 (6)-2-3 

・外国人留学生を対象に日本語総合コース（オンライ

ンも含む）を実施し、年間で 50 名の受講を目標とす

る。 

(6)-2-4 

・第２学期に地域文化理解を実施し、15 名の履修を

目標とする。 
 

地域」（履修生 30 人）をコーディネーター養成の重要

科目として、外国人とのコミュニケーション法、「や

さしい日本語」の学習、日本や地域の文化紹介を含む

実践的内容にリニューアルし、地域（日高村）におい

て外国人労働者と村民との交流イベントを学生が企

画し実施した。 

 

【国際教育支援室】 

(6)-2-1 

（外国人留学生の受入） 

令和４年度留学生受け入れ数 114 名（正規生 69 名、

研究生・交換留学生 45 名）に加えて、グローバル教

育支援センター（旧国際連携推進センター）が開催し

たオンライン協定校間セミナーに、海外の協定校から

延べ 157 名の参加があり、合計で 271 名を受け入れ、

年間目標を達成した。オンラインセミナーは、日本人

学生と海外の学生が同じテーマについて考える機会

となり、異なる文化や背景を持つ者同士の交流促進に

寄与した。 

 

(6)-2-3 

（日本語総合コースの開催） 

令和４年度の日本語総合コース受講者数は 53 名

（第１学期 20 名・第 2学期 33 名）となった。特に朝

倉キャンパスでは、日本語上級者を対象とする「ビジ

ネス日本語（受講者数：６名）」を開講し、留学生に

対して日本での就職を意識づけることができた。ま

た、「ビジネス日本語」の授業の一環として実施した

「ポストコロナ時代の就職活動最前線」という講演会

には海外協定校から 47 名の参加があり、日本語総合

コース全体の受講者数の合計は 100 名となり、年間目

標を達成した。 

 

(6)-2-4 

（地域文化理解の開講） 

共通教育社会分野科目として「地域文化理解」を開

講し、25 名が履修し、年間目標を達成した（うち留

学生 10 名、日本人学生 15 名）。本授業を通して受講

生個々人が地域の現状や課題を認識し、自分事として

地域との互恵関係の構築や多文化共生社会における

地域振興について解決策を提案するに至った。また、

受講生の終了アンケート評価の結果、一連の授業の活

動の満足度は５段階評価中 4.5 だった。 

 

令
和
５
年
度 

（実施計画） 
【地域連携課】 

・グローカル創生推進士の修了者数を３名以上とす

る。 
(6)-2-2 

・国際化戦略経費を活用した事業や、各部局が取り組

んでいる海外協定校と連携した国際セミナーなどの

実施により６件の実施を目指す。 

・PDCA サイクルに基づき既存の研修コース（防災、

フードバリューチェーン）のプログラムの見直しを行

うとともに、本学の強みを活かした地域の国際化にも

資する新たな研修分野を開拓し、３件以上の実施を目

指す。 

 
【学務課】 
（人文社会科学部） 

（実施状況） 
【地域連携課】 

 
 
【学務課】 
 

 

【国際教育支援室】 
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管理番号【11】の 4 枚目 
・地域の外国人への日本語教育に貢献すること及び、
高知大学生が地域の外国人とのつながりを構築する
ことを目的とした、地域の関係機関との交渉を開始す
る。（国際社会コース） 
・多文化交流コーディネーター養成の地域の協力機関
を拡充する。プログラム修了生のキャリアモデルを学
生向けに広報する。 
 
【国際教育支援室】 

(6)-2-1 

・高知大学生（外国人留学生・日本人学生）及び協定

校の学生を対象にオンラインによる講演会やセミナ

ー、交流会等を実施し、従来の在留資格「留学」のみ

でなく短期受入学生やオンライン交流なども加えた

受入れ人数の目標を 100 名とする。 

 (6)-2-3 

・外国人留学生を対象に日本語総合コース（オンライ

ンも含む）を実施し、年間で 50 名の受講を目標とす

る。 

(6)-2-4 
・第２学期に地域文化理解を実施し、15 名の履修を
目標とする。 
 

令
和
６
年
度 

（実施計画） 
【地域連携課】 

・グローカル創生推進士の修了者数を３名以上とす

る。 

(6)-2-2 

・国際化戦略経費を活用した事業や、各部局が取り組

んでいる海外協定校と連携した国際セミナーなどの

実施により６件の実施を目指す。 

・本学の特色と強み、そして地域の特性を踏まえた新

たな研修コースの形成と既存の研修コースの見直し

を継続的に実施することにより、JICA 研修事業を３

件以上受託する。 
 
【学務課】 
（人文社会科学部） 
・地域の関係機関と協力して、高知大学生が地域の外
国人とのつながりを構築できる取り組みを検討する。
また、この取り組みを通して地域の日本語教育に貢献
することを目指す。（国際社会コース） 
海外日本語教育実習先の開拓の検討を開始する。（国
際社会コース） 
・多文化交流コーディネーター養成プログラム修了生
へのアンケート調査を行い改善をはかる。 
 

 

【国際教育支援室】 

(6)-2-1 

・高知大学生（外国人留学生・日本人学生）及び協定

校の学生を対象にオンラインによる講演会やセミナ

ー、交流会等を実施し、従来の在留資格「留学」のみ

でなく短期受入学生やオンライン交流なども加えた

受入れ人数の目標を 130 名とする。 

 (6)-2-3 

・外国人留学生を対象に日本語総合コース（オンライ

ンも含む）を実施し、年間で 75 名の受講を目標とす

る。 

(6)-2-4 
・第２学期に地域文化理解を実施し、20 名の履修を

（実施状況） 
【地域連携課】 

 

 
【学務課】 
 
 
【国際教育支援室】 
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管理番号【11】の 5 枚目 
目標とする。 

令
和
７
年
度 

（実施計画） 
【地域連携課】 

・グローカル創生推進士の修了者数を４名以上とす

る。 

(6)-2-2 

・国際化戦略経費を活用した事業や、各部局が取り組

んでいる海外協定校と連携した国際セミナーなどの

実施により６件の実施を目指す。 

・本学の特色と強み、そして地域の特性を踏まえた新

たな研修コースの形成と既存の研修コースの見直し

を継続的に実施することにより、JICA 研修事業を３

件以上受託する。 
 
【学務課】 
（人文社会科学部） 
・地域の関係機関と協力して、高知大学生が地域の外
国人とのつながりを構築できる取り組みを実行する。
また、この取り組みを通して地域の日本語教育に貢献
することを目指す。（国際社会コース） 
海外日本語教育実習先の候補校との交渉を開始する。
（国際社会コース） 
・多文化交流コーディネーター養成プログラムの広報
を拡充する。 
 

【国際教育支援室】 

(6)-2-1 

・引き続き、高知大学生（外国人留学生・日本人学生）

及び協定校の学生を対象にオンラインによる講演会

やセミナー、交流会等を実施し、従来の在留資格「留

学」のみでなく短期受入学生やオンライン交流なども

加えた受入れ人数の目標を 130 名とする。 

 (6)-2-3 

・外国人留学生を対象に日本語総合コース（オンライ

ンも含む）を実施し、年間で 75 名の受講を目標とす

る。 

(6)-2-4 
・第２学期に地域文化理解を実施し、20 名の履修を
目標とする。 

（実施状況） 
【地域連携課】 

 
 
【学務課】 
 

 

【国際教育支援室】 
 
 
 

令
和
８
年
度 

（実施計画） 
【地域連携課】 

・グローカル創生推進士の修了者数を４名以上とす

る。 

(6)-2-2 

・国際化戦略経費を活用した事業や、各部局が取り組

んでいる海外協定校と連携した国際セミナーなどの

実施により６件の実施を目指す。 

・本学の特色と強み、そして地域の特性を踏まえた新

たな研修コースの形成と既存の研修コースの見直し

を継続的に実施することにより、JICA 研修事業を３

件以上受託する。 
 
【学務課】 
（人文社会科学部） 
・地域の関係機関と協力して、高知大学生が地域の外
国人とのつながりを構築できる取り組みの効果検証
を行う。また、この取り組みを通して地域の日本語教
育に貢献する。（国際社会コース）。 

（実施状況） 
【地域連携課】 

 

 
【学務課】 
 

 

【国際教育支援室】 
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管理番号【11】の 6 枚目 
海外日本語教育実習先の選択肢を増やすことで、日本
語教員養成課程のプログラム充実を図る。（国際社会
コース）
・多文化交流コーディネーター養成プログラム修了生
へのアンケート調査を行い改善をはかる。

【国際教育支援室】 

(6)-2-1 

・高知大学生（外国人留学生・日本人学生）及び協定

校の学生を対象にオンラインによる講演会やセミナ

ー、交流会等を実施し、従来の在留資格「留学」のみ

でなく短期受入学生やオンライン交流なども加えた

受入れ人数の目標を 130 名とする。

 (6)-2-3 

・外国人留学生を対象に日本語総合コース（オンライ

ンも含む）を実施し、年間で 75 名の受講を目標とす

る。

(6)-2-4

・第２学期に地域文化理解を実施し、20 名の履修を

目標とする。

令
和
９
年
度 

（実施計画） 
【地域連携課】 

・グローカル創生推進士の修了者数を４名以上とす

る。

(6)-2-2

・国際化戦略経費を活用した事業や、各部局が取り組

んでいる海外協定校と連携した国際セミナーなどの

実施により６件の実施を目指す。

・本学の特色と強み、そして地域の特性を踏まえた新

たな研修コースの形成と既存の研修コースの見直し

を継続的に実施することにより、JICA 研修事業を３

件以上受託する。

【学務課】 
（人文社会科学部） 
・地域の関係機関と協力して、高知大学生が地域の外
国人とのつながりを構築できる取り組みの検証を行
い次期のリニューアルを検討する。（国際社会コー
ス）。
引き続き、海外日本語教育実習先の開拓を行い、日本
語教員養成課程のプログラム充実を図る。（国際社会
コース）
・多文化交流コーディネーター養成プログラムの検証
を行い次期のリニューアルを検討する。

【国際教育支援室】 

(6)-2-1 

・高知大学生（外国人留学生・日本人学生）及び協定

校の学生を対象にオンラインによる講演会やセミナ

ー、交流会等を実施し、従来の在留資格「留学」のみ

でなく短期受入学生やオンライン交流なども加えた

受入れ人数の目標を 130 名とする。

 (6)-2-3 

・外国人留学生を対象に日本語総合コース（オンライ

ンも含む）を実施し、年間で 75 名の受講を目標とす

る。

(6)-2-4

・第２学期に地域文化理解を実施し、20 名の履修を
目標とする。

（実施状況） 
【地域連携課】 

【学務課】 

【国際教育支援室】 
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（学外公表用）

管理番号【11】の 1 枚目 

評価指標の実績 

評価指標 補足説明 担当課 

（６）-2-1 外国人学生
の受入人数を６年間累
計で 720 名以上とする 

・当該プログラムが教育的に意義ありと主催者が判断する場合は、その実
施期間や回数については特に制限を設けず、参加者を受入人数としてカウ
ントする。
・オンライン留学、オンラインでの短期研修・インターンシップ、オンラ
イン学会における発表、オンライン交流イベントなどオンラインプログラ
ムの場合は、参加者の参加期間や回数を問わず、受入人数とする。
・外国人学生を在留資格により区別はしない。

国際教育支
援室 

令和４年度 

271 名 

《内訳》 
・令和４年度留学生年間受入数：114 名

（正規生：69 名、研究生・交換留学生：45 名）
・オンラインセミナー等による受入れ数：157 名

（ポストコロナ時代の就職活動最前線：47 名）
（社会人の基本姿勢＜報・連・相＞を極めよう：71名）
（日韓異文化コミュニケーション：31名）
（釜山外国語大学校パートナーシッププログラム：８名）

令和５年度 

令和６年度 

令和７年度 

令和８年度 

令和９年度 

評価指標 補足説明 担当課 

（６）-2-2 海外協定校
等と連携した国際セミ
ナー等の実施件数を６
年間累計で 50 件以上と
する

JICA 研修や各部局が取り組んだ、海外の大学や研究機関等と連携した国際
セミナー、国際学会、国際共同研究ゼミなど、オンライン開催も含める。
なお、その開催期間の長短、参加者数の多少は問わない。 地域連携課 

令和４年度 

12 件 

《内訳》 
・「地方創生グローカル演習Ⅱ」の開講：１件 
・日台連盟ミーティングの開催（オンライン）：４件
・日台連盟加盟校５校の学長・副学長との大学連携に関する意見交換：１件
・「まぜこじゃ KOCHI～土佐と世界をいっちきちもんちきち」の開催：１件
・JICA 国際研修の実施：５件

令和５年度 

令和６年度 

令和７年度 

令和８年度 

令和９年度 

評価指標 補足説明 担当課 

（６）-2-3 日本語総合
コース（留学生を対象と
した日本語教育のコー
ス）の履修者数を６年間
累計で400名以上とする

・日本語総合コースの受講において、教育的に意義がある場合、その実施
期間や回数については特に制限を設けず、受講者を受入人数としてカウン
トする。
・オンライン留学、オンラインでの短期研修・オンライン交流イベントな
どオンラインプログラムの場合は、参加者の参加期間や回数を問わず、受
入人数とする。
・外国人学生を在留資格により区別はしない。

国際教育支
援室 

令和４年度 
100 名 

《内訳》 

様式１－２ 
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管理番号【11】の 2 枚目 
・日本語総合コース受講者：53 名（１学期 20 名、２学期 33 名）
・「ポストコロナ時代の就職活動最前線」海外協定校参加者：47名

令和５年度 

令和６年度 

令和７年度 

令和８年度 

令和９年度 

評価指標 補足説明 担当課 

（６）-2-4 授業科目
「地域文化理解」（留学
生を対象とした、日本人
学生との共修による体
験活動を通じた課題解
決型授業）の履修者数を
６年間累計で110名以上
とする 

本授業は地域関連科目に位置付けられ、高知の地元企業への見学を含んだ
内容を盛り込み、地域振興に関する提言を考えるとともに学生の地域定着
を促す内容となっている。来日できない外国人留学生がいる場合、オンラ
インでも受講できるようハイフレックス型授業等を実施する。 国際教育支

援室 

令和４年度 

25 名 

《内訳》 
留学生 10 名、日本人学生 15 名 

令和５年度 

令和６年度 

令和７年度 

令和８年度 

令和９年度 

評価指標 補足説明 担当課 

（６）-2-5 日本語教員
養成課程の修了者数を
６年間累計で 60 名以上
とする 

各年度末時点での日本語教員養成課程修了者数（人文社会科学部学生及び
日本語教員養成プログラム履修者）。 

学務課 

令和４年度 10 名 

令和５年度 

令和６年度 

令和７年度 

令和８年度 

令和９年度 

評価指標 補足説明 担当課 

（６）-2-6 多文化交流
コーディネーターを６
年間累計で 40 名以上認
定する

各年度末時点での多文化交流コーディネーター養成プログラム修了者数。 

学務課 

令和４年度 ６名 

令和５年度 

令和６年度 

令和７年度 

令和８年度 

令和９年度 

評価指標 補足説明 担当課 

（６）-2-7 グローカル
創生推進士養成コース
の修了者数を６年間累
計で 18 名以上とする 

なし。 地域連携課 
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管理番号【11】の 3 枚目 
令和４年度 ０名 

令和５年度 

令和６年度 

令和７年度 

令和８年度 

令和９年度 
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（学外公表用） 
管理番号【12】の 1 枚目 

第４期中期目標・中期計画進捗管理表 

 

管理番号 12 担当理事：教育 担当課：学生支援課 

大区分 Ⅰ 教育研究の質の向上に関する事項 

小区分 ２ 教育 

中期目標 
（７）様々なバックグラウンドを有する人材との交流により学生の視野や思考を広げるため、性別
や国籍、年齢や障害の有無等の観点から学生の多様性を高めるとともに、学生が安心して学べる環
境を提供する。⑬ 

中期計画 

（７）-1 アドバイザー教員制度の活用や学生生活実態調査の分析等を通じて教職員、関係部局等
が連携を強化して学生の修学に関する支援に取り組む。性別・国籍・年齢や障害の有無等に関係な
く全ての学生が共に学べる教育環境整備の一環として、物理的環境、情報、制度、コミュニティ等
を点検し、事前的改善を推進する。障害等のある学生の卒業後の社会との接続が円滑となるように
学外組織と連携した就労支援体制を構築する。【12】 

理事評価 
Ⅳ「実施計画を上回って実施している」 

Ⅲ「実施計画を十分に実施している」 

Ⅱ「実施計画を十分には実施していない」 

Ⅰ「実施計画を実施していない」 

令和４年度 Ⅲ 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

令
和
４
年
度 

（実施計画） 
【学生支援課】 

・学生総合支援センター・各学部等・関係部局が連携

して学生生活実態調査を毎年実施し、学生及び学生支

援の現状・課題を共有するとともに、アドバイザー教

員制度の活用も含めた全学及び各学部等における学

生支援計画を策定・実施する体制を学生支援委員会に

おいて構築し、運用する。 

・障害等のある学生の教育環境について、施設、情報、

制度等の点検結果及び学部等からの要望により、事前

的改善を行う体制を構築し、２件以上実施する。 

・障害等のある学生の就労支援について、就職状況を

調査し、実態把握した結果をもとに、支援の体制づく

りを検討する。 

 

（実施状況） 
【学生支援課】 

（学びと学生生活に関するアンケート 2022 の実施） 

・学生生活の実態を調査するために、本年度より、学

び創造センター教育企画部門と学生支援部門が合同

で「高知大学での学びと学生生活に関するアンケート

2022」を 4,882 名の学生に対して実施（11 月１日～

12 月８日）し、1,600 名(32.8％)から回答を得た。集

計結果については、学生支援委員会で報告するととも

に、データを各委員に送付し、今後の学生支援計画に

役立ててほしい旨、依頼がされた。 

 

（学生支援計画の立案・実施・報告体制の確立） 

学び創造センター学生支援部門と各学部・専攻が主

体となり、近年増加及び多様化している学生支援に対

して、各学部等と関係部局が連携した支援の充実・強

化のため、本年度新たに、「修学支援」「キャリア・

就職支援」「障害学生支援」「生活支援」の４項目を

基本的事項とする学生支援計画を作成した。 

各部局・専攻においては、これまでの学生支援を継

続しつつ、今年度の成果として、初めて対面での就活

カフェを開催し、気軽に参加できる場を提供すること

で就職活動に関する不安を解消する取組や、身体障害

のある学生がゼミ室配属され研究が中心となること

に対応し、学部内で当該学生を支援するための特別支

援グループを設置し、学生や研究室からの相談に対応

する体制整備などの成果がみられた。このように、学

生支援委員会を核として各部局と連携した学生支援

計画の立案・実施・報告を行う体制を構築することが

できた。 

 また、アドバイザー教員の令和２年度の学生対応に

ついて、面談を通じて学生との信頼関係を構築するた

様式 1－１ 
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管理番号【12】の 2 枚目 
めのポイント、トラブル防止のための留意点等の実施

状況を把握する目的で、令和３年６月７日～９月 30

日に実施した調査（有効回答数：53 件）の結果を『令

和３年度調査報告書 アドバイザー教員による学生

対応の状況』にまとめ、令和５年度学生支援計画の基

礎資料とするべく、第 10 回学生支援委員会（３月３

日開催）で報告した。 

 

（事前的改善に向けた体制構築と、改善の実施） 

 令和５年２月 22 日に第１回高知大学事前的改善に

関する WG を開催し、WGを中心に全学の事前的改善を

検討し、学び創造センター学生支援部門会議に諮るこ

ととする体制を構築した。 

第１回 WG では令和４年度は施設面での事前的改善

として６件の報告と、令和５年度における取組の計画

について情報面、制度面について取組を検討すること

を確認し、年間目標を達成した。具体的な取り組み内

容は以下のとおりである。 

＜事前的改善＞ 

①感覚過敏や対人的な不安や緊張が強い等、多様な感

覚特性を持つ学生・感覚過敏や対人的な不安や緊張

が強い等、多様な感覚特性を持つ学生にむけて、視

聴覚低刺激環境を備えた MS（マイルドセンサリー）

スタディルームを新たに整備（９月）し、これらの

学生が落ち着いた環境での学習、疲労回復のために

リラックスして過ごす等が出来るようになった。 

②令和４年９月１・２日にかけて、前インクルージョ

ン支援推進室長を招き、事前的改善に関する連絡会

を関係者参加のもと開催し、障害のある学生の協力

も得て学内バリアフリー調査を行い、危険個所等の

確認を行った。特に危険・必要と考えられる４箇所

については 11 月末に改修を行い、障害等のある学

生の通行に支障のない状態となった。 

③就職に関する面談室である就職室サブルームにつ

いては床がカーペット敷きとなっており、車椅子学

生からは転回や移動の際に大変だという苦情が出

されていた。また、湿度の高い部屋であるためカビ

の発生も多く、アレルギー疾患等のある者は利用で

きない。このため、12 月に床の張替えを行い、障

害等のある学生でも利用できるようになった。併せ

て、車椅子利用学生でも利用しやすいように、昇降

式テーブルの設置も行った。 

 

（就労支援機関との連携体制の構築） 

・障害のある学生の就労支援機関の実態・訪問調査を

公的機関（高知県子ども･福祉政策部障害保健支援課、

独立行政法人高齢･障害求職者雇用支援機構高知支部

高知障害者職業センター、ハローワーク高知公共職業

安定所専門援助部門）３か所に対して行い、学生の

個々の障害の状態にあわせた協力機関を見出した。 

 その結果、２名の障害者手帳を持った学生の内定獲

得に繋がった。１名はハローワーク高知障害者担当と

連携し、出身地（県外）福祉施設への内定が決まり、

もう１名は、独立行政法人高齢･障害求職者雇用支援

機構高知支部高知障害者職業センターにて職業評価

を受け、就労移行支援事業所を勧められたが、県内企

業からの障害者枠での求人案内に応募し内定獲得に

至った。卒業後は高知県精神福祉センターで面接を受

け今後の窓口として繋げた。また高知県精神福祉セン
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管理番号【12】の 3 枚目 
ターは、障害者にのみならずグレーゾーンの者を雇用

している企業からの相談窓口にもなっているため、今

後は双方のアドバイスもできる成果を得た。 

 今後、在学中の障害学生の就労支援のみにとどまら

ず、新卒採用が困難な学生のうち、卒業後も就活継続

する意思がある学生の職業訓練施設の調査を就職室

とインクルージョン支援推進室が協力して行ってい

くこととした。 

また、令和５年１月 25 日に外部講師を招いて「就

職活動に不安のある学生向けセミナー」をオンライン

で開催し、学生・保護者・関係者を含め 25 名の参加

者を集めた。 

  

令
和
５
年
度 

（実施計画） 
【学生支援課】 

・学び創造センター学生支援部門・各学部等・関係部

局が連携して学生生活実態調査を実施し、学生及び学

生支援の現状・課題を共有するとともに、アドバイザ

ー教員制度の活用も含めた全学及び各学部等におけ

る学生支援計画を策定・実施する体制を継続する。 

・障害等のある学生の教育環境について、施設、情報、

制度等の点検結果及び学部等からの要望により、事前

的改善を２件以上実施する。 

・障害等のある学生の就労支援について、学内外の組

織との支援の連携体制を構築する。 
 

（実施状況） 
【学生支援課】 

 
 

令
和
６
年
度 

（実施計画） 
【学生支援課】 

・学び創造センター学生支援部門・各学部等・関係部

局が連携して学生生活実態調査を実施し、学生及び学

生支援の現状・課題を共有するとともに、アドバイザ

ー教員制度の活用も含めた全学及び各学部等におけ

る学生支援計画を策定・実施する体制を継続する。 

・障害等のある学生の教育環境について、施設、情報、

制度等の点検結果及び学部等からの要望により、事前

的改善を継続して２件以上実施する。 

・障害等のある学生の就労支援について、学内外の組

織との支援の連携体制を運用する。 
 

（実施状況） 
【学生支援課】 

 
 

令
和
７
年
度 

（実施計画） 
【学生支援課】 

・学び創造センター学生支援部門・各学部等・関係部

局が連携して学生生活実態調査を実施し、学生及び学

生支援の現状・課題を共有するとともに、アドバイザ

ー教員制度の活用も含めた全学及び各学部等におけ

る学生支援計画を策定・実施する体制を継続する。加

えて、各学部等・関係部局において、第４期中間期の

学生支援実施まとめを作成する。 

・障害等のある学生の教育環境について、施設、情報、

制度等の点検結果及び学部等からの要望により、事前

的改善を継続して２件以上実施する。 

・障害等のある学生の就労支援について、学内外の組

織との支援の連携体制を継続し、連携体制を検証す

る。 
 

（実施状況） 
【学生支援課】 

 
 

令
和
８
年
度 

（実施計画） 
【学生支援課】 

・学び創造センター学生支援部門・各学部等・関係部

局が連携して学生生活実態調査を実施し、学生及び学

生支援の現状・課題を共有するとともに、アドバイザ

（実施状況） 
【学生支援課】 
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管理番号【12】の 4 枚目 
ー教員制度の活用も含めた全学及び各学部等におけ

る学生支援計画を策定・実施する体制を改善して継続

する。加えて、第４期の成果を中間評価する。 

・障害等のある学生の教育環境について、施設、情報、

制度等の点検結果及び学部等からの要望により、事前

的改善を２件以上実施し、また、中間評価を踏まえた

事前的改善を行う。 

・障害等のある学生の就労支援について、改善した学

内外の組織との支援の連携体制を継続する。 
 

令
和
９
年
度 

（実施計画） 
【学生支援課】 

・中間評価結果をふまえ、学び創造センター学生支援

部門・各学部等・関係部局が連携して学生生活実態調

査を実施し、学生及び学生支援の現状・課題を共有す

るとともに、アドバイザー教員制度の活用も含めた全

学及び各学部等における学生支援計画を策定・実施す

る改善された体制を継続する。加えて、第４期の成果

を総括する。 

・障害等のある学生の教育環境について、施設、情報、

制度等の点検結果及び学部等からの要望により、中間

評価結果をふまえ、事前的改善を２件以上実施し、第

４期の成果を総括する。 

・障害等のある学生の就労支援について、学内外の組

織との支援の連携体制を継続し、総括する。 

（実施状況） 
【学生支援課】 
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（学外公表用） 
管理番号【12】の 1 枚目 

評価指標の実績 

 
 

評価指標 補足説明 担当課 

（７）-1-1 学生支援計画を各学部等が毎年１回策定す
る 

毎年実施する学生生活実態調査の分
析等を通じて、アドバイザー教員制度
の活用を含む学生支援計画を毎年作
成する。 

学生支援課 

令和４年度 ・各学部・専攻において令和４年度学生支援計画を策定した。 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（７）-1-2 事前的改善を行った事例を６年間累計で 12
件以上とする 

事前的改善に関する点検及び要望に
ついて、改善措置を講じたあるいは講
じるための具体的な計画を策定した
件数とする 

学生支援課 

令和４年度 

６件 
 

《内訳》 

・視聴覚低刺激環境を備えた MS スタディルームを新たに整備：１件 

・障害のある学生の協力による学内バリアフリー調査に基づく改修：４件 
・就職室サブルームの床の張替・昇降式テーブルの設置：１件 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（７）-1-3 障害等のある学生に対する就労支援の連携
体制を構築する 

なし。 学生支援課 

令和４年度 
・県内の公的機関３か所に対して訪問調査を行い、学生の個々の障害の状態にあわせた

協力機関を見出した。この結果、障害者手帳を持つ学生２名の内定獲得に繋がった。 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

 

様式１－２ 
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（学外公表用） 
管理番号【13】の 1 枚目 

第４期中期目標・中期計画進捗管理表 

 

管理番号 13 担当理事：研究 担当課：研究推進課 

大区分 Ⅰ 教育研究の質の向上に関する事項 

小区分 ３ 研究 

中期目標 
（８）真理の探究、基本原理の解明や新たな発見を目指した基礎研究と個々の研究者の内在的動機
に基づいて行われる学術研究の卓越性と多様性を強化する。併せて、時代の変化に依らず、継承・
発展すべき学問分野に対して必要な資源を確保する。⑭ 

中期計画 
（８）-1 研究者の自由な発想による「ユニット的ボトムアップ研究プロジェクト」を立ち上げる。
また、研究プロジェクトに対して評価に基づく財政的支援等を行い、卓越性と多様性を備えた研究
成果を創出する。【13】 

理事評価 
Ⅳ「実施計画を上回って実施している」 

Ⅲ「実施計画を十分に実施している」 

Ⅱ「実施計画を十分には実施していない」 

Ⅰ「実施計画を実施していない」 

令和４年度 Ⅲ 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

令
和
４
年
度 

（実施計画） 
【研究推進課】 

「ユニット的ボトムアップ研究プロジェクトⅠ」を

公募・選考・採択の上、財政的支援を行い、プロジェ

クト研究をスタートさせる。 
 

（実施状況） 

【研究推進課】 

（ユニット的ボトムアップ研究プロジェクトⅠの開

始） 

・研究者の自由な発想による独創的で斬新な研究を支

援する「ユニット的ボトムアップ研究プロジェクト」

は第４期中期目標期間の前半（プロジェクトⅠ、令和

４～６年度）及び後半（プロジェクトⅡ、令和７～９

年度）でそれぞれ 10 プロジェクトを採択し計 20 プ

ロジェクトを実施する。 

 令和４年度はプロジェクトⅠの公募要項を取りま

とめ、令和４年７月１日から学内公募を行い、応募８

課題のうち６課題を採択し、予算を配分した。また、

採択予定課題数（10 課題）に満たないため、令和４

年 10 月 27 日から追加公募を行い、応募６課題のうち

４課題を採択し、予算を配分しプロジェクト研究をス

タートさせた。 

研究予算は、学長裁量経費から 16,000 千円、ミッ

ション実現戦略分（理事裁量）から 4,000 千円の計

20,000 千円を予算化（１件当たり 2,000 千円）した。 

採択した研究プロジェクトでは、評価に基づく財政

的支援を行い、卓越性と多様性を備えた研究成果を創

出する。このプロジェクトの実施を通じ、国内外の査

読付き論文の公表および、科研費等外部競争的資金の

獲得に繋げることとしている。  

 

＜R４～R６研究課題一覧＞ 

１．高知大学に所属する研究者による高知の「総合知」

構築のための基盤づくり：オンパク手法を応用し

た発見型高知研究モデルの開発と実践 

２．次世代の地域人材育成に資する教材開発・利活用

支援システムの構築 

３．子どもの心身及び社会性はこのようにして育まれ

様式 1－１ 
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管理番号【13】の 2 枚目 
る－我が国における新たな文化創造学習のモデ

ル構築に向けた基盤研究－ 

４．ヒドラ分泌物が有する強力な除藻作用の社会実装

を見据えた実証的研究 

５．畜産 DX における「見える化」技術の基盤開発 

６．マイクロ RNA 産生阻害因子による肝疾患、筋萎縮、

生殖系列への影響の検証 

 

＜R４～R６研究課題一覧（追加採択）＞ 

７．RAS 遺伝子変異を有する肺癌を除く固形がんに関

する生活習慣を含む患者背景・予後ならびに腸内

細菌叢に関する臓器横断的解析研究 

８．野外における温度環境が昆虫の成長に与える影響

の解明 

９．データサイエンスが駆動する持続的な青枯病防除

の新規標的の探索 

10．蛍光ソルバトクロミック色素を介した化学・医

学・薬理学の複合的研究 

 

＜研究成果事例＞ 

５．「畜産 DX における「見える化」技術の基盤開

発」では、家畜糞便を調べることで、薬剤耐性菌の感

染状況を早期に把握できる可能性が示されたほか、

６．「マイクロ RNA 産生阻害因子による肝疾患、筋萎

縮、生殖系列への影響の検証」では、肝臓特異的 NF90

ノックアウトマウスを用いた解析の結果、NF90 の欠

損は NASH モデルにおける肝線維化進展を軽減させる

可能性が示された。 

 

その他の研究成果については添付資料「ユニット的

ボトムアップ研究プロジェクト実施状況（令和４年

度）」を参照。 

 

令
和
５
年
度 

（実施計画） 
【研究推進課】 

各研究プロジェクトの研究を推進するとともに、前

年度評価を実施し、評価に基づく財政的支援を行う。

併せて、関連する研究成果等を公表する。 
 

（実施状況） 
【研究推進課】 

 
 

令
和
６
年
度 

（実施計画） 
【研究推進課】 

各研究プロジェクトの研究を推進するとともに、前

年度評価を実施し、評価に基づく財政的支援を行う。

併せて、関連する研究成果等を公表する。また、令和

７年度から研究をスタートさせる「ユニット的ボトム

アップ研究プロジェクトⅡ」を公募・選考・採択する。 

 

（実施状況） 
【研究推進課】 

 
 

令
和
７
年
度 

（実施計画） 
【研究推進課】 

「ユニット的ボトムアップ研究プロジェクトⅡ」に

財政的を行い、研究をスタートさせる。 

「ユニット的ボトムアップ研究プロジェクトⅠ」の

研究成果の事後評価を実施し、公表する。 

 

（実施状況） 
【研究推進課】 

 
 

令
和
８
年
度 

（実施計画） 
【研究推進課】 

各研究プロジェクトの研究を推進するとともに、前

年度評価を実施し、評価に基づく財政的支援を行う。

併せて、関連する研究成果等を公表する。 

 

（実施状況） 
【研究推進課】 
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管理番号【13】の 3 枚目 

令
和
９
年
度 

（実施計画） 
【研究推進課】 

各研究プロジェクトの研究を推進するとともに、前

年度評価を実施し、評価に基づく財政的支援を行う。

併せて、関連する研究成果等を公表する。 

また、「ユニット的ボトムアップ研究プロジェクト

Ⅱ」の研究成果の事後評価を実施し、公表する。 
 

（実施状況） 
【研究推進課】 
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（学外公表用） 
管理番号【13】の 1 枚目 

評価指標の実績 

 
 

評価指標 補足説明 担当課 

（８）-1-1 ユニット的ボトムアップ研究プロジェクト
の研究テーマに関連する査読付き論文及び学術図書を
６年間累計で 60 編以上発表する 

なし。 研究推進課 

令和４年度 

８編 
 
《内訳》 
・査読付き論文：８編 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（８）-1-2 ユニット的ボトムアップ研究プロジェクト
の研究テーマに関連する外部資金を６年間累計で 10 件
以上獲得する 

なし。 研究推進課 

令和４年度 ０件 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

 

様式１－２ 
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（学外公表用） 
管理番号【14】の 1 枚目 

第４期中期目標・中期計画進捗管理表 

 

管理番号 14 担当理事：研究 担当課：研究推進課 

大区分 Ⅰ 教育研究の質の向上に関する事項 

小区分 ３ 研究 

中期目標 
（８）真理の探究、基本原理の解明や新たな発見を目指した基礎研究と個々の研究者の内在的動機
に基づいて行われる学術研究の卓越性と多様性を強化する。併せて、時代の変化に依らず、継承・
発展すべき学問分野に対して必要な資源を確保する。⑭ 

中期計画 

（８）-2 研究に関する学内外の情報を収集して研究プロジェクトの企画立案および進捗の把握・
助言を行う研究支援組織を創設し、特に若手研究者の外部資金獲得や研究活動支援を強化する。設
備サポートセンターによる技術支援・研究支援を強化するとともに、研究設備の大学内外への共用
方針を策定・公表し、共用体制を確立する。【14】 

理事評価 
Ⅳ「実施計画を上回って実施している」 

Ⅲ「実施計画を十分に実施している」 

Ⅱ「実施計画を十分には実施していない」 

Ⅰ「実施計画を実施していない」 

令和４年度 Ⅲ 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

令
和
４
年
度 

（実施計画） 
【研究推進課】 

新たな研究支援組織「研究戦略企画委員会（仮称）」

の創設に向け、学内の財政的及び人的資源の再編によ

る組織構成を検討する。 

本学における研究設備・機器の共用推進に向けたガ

イドラインを策定し、学内外へ公表する。また、技術

職員のスキルアップと保有技術の継承等を推進する。 

 

（実施状況） 
【研究推進課】 

（新たな研究支援組織の創設にむけた検討） 

・研究担当理事・副学長が主催する研究企画ミーティ

ングを毎月１回実施し、新たな研究支援組織の創設、

URA の配置方針、我が国の科学技術政策の動向把握な

ど研究力強化に向けた検討を行った。新たな研究支援

組織の創設については、学内における組織再編等の動

向に注視しつつ、組織構成や機能など必要な検討事項

について研究企画ミーティング内での認識の共有に

取り組んだ。 

 

 

（本学における教育研究設備・機器の共用方針の策定） 

文部科学省策定「研究設備・機器の共用推進に向け

たガイドライン」を踏まえ、本学の教育研究設備・機

器の共用に関する基本的な考え方について、令和４年

10 月 27 日に「国立大学法人高知大学における教育研

究設備・機器の共用方針」を策定し、学内掲示板、高

知大学ホームページ及び設備サポート戦略室ホーム

ページにて学内外に公表した。 

＜国立大学法人高知大学における教育研究設備・機器

の共用方針＞ 

１．経営戦略に基づいた教育研究環境の整備・運用と

共用システムの確立 

２．全学一体となった設備・機器の共用促進 

３．共用システムの運営体制の確立 

４．共用システムの実装 

５．「戦略的設備整備・運用計画」の策定 

 

（技術職員のスキルアップと保有技術の継承の推進） 

・技術職員が 49 件の研修等に参加し、延べ 74 名がス

キルアップを図った（対象技術職員 20 名中 12 名参

様式 1－１ 

 
【79】



管理番号【14】の 2 枚目 
加）。 

また、令和３年度に採用した形態系技術職員（電子

顕微鏡試料作製や光学顕微鏡（パラフィン）標本作製

等に関する業務を実施）に対しては、現任の技術職員

が令和５年度末に再雇用期間が満了するため、個別に

技術継承を継続し実施している。 

 

（受託解析・学外共同利用支援に関する実績） 

・学内外からの依頼で受託解析による技術支援 408 件

（うち学内支援 407 件、学外支援１件（岡山大学））、

学外者の設備・機器の共同利用支援 36 件（生化学系

26 件（国立病院、民間企業研究員、高知学園大学）、

形態系７件（高知学園大学）、免疫系２件（高知県立

大学）、RI実験施設１件（高知県立大学））を実施

し、研究活動の推進に貢献した。 

なお、令和３年度実績は受託解析による技術支援

548 件（うち学内支援 546 件、学外支援２件（高知学

園大学））、学外者の設備・機器の共同利用支援 118

件（生化学系 111 件（高知学園大学、高知県立大学、

企業研究員、開業歯科医師）、形態系４件（高知学園

大学）、免疫系２件（高知学園大学）、RI 実験施設

１件（高知県立大学））である。 

令和３年度実績と比較して、令和４年度実績では、

受託解析による技術支援 140 件、学外者の設備・機器

の共同利用支援は 82 件減少しているが、令和４年度

に実施された総合研究棟Ⅰの改修工事により一時的

に機器の利用が停止したためである。この期間を活用

し、各技術職員においては、研修プログラムへの参加

を含めた支援の幅を広げるための技術力向上に資す

る自己研鑽を行った。 

 

（東京工業大学 TC カレッジサテライト校参画の検討） 

・本学技術職員の技術力向上及び他大学の技術支援等

に係る取組に関する情報収集、参画機関との交流・連

携のため、今年度より、高い技術力・研究企画力を持

つ技術職員をテクニカルコンダクターとして認定す

る東京工業大学 TC カレッジ（高度技術職員養成制度）

サテライト校への参画について検討を開始した。本学

においては形態系（電子顕微鏡試料作製や光学顕微鏡

（パラフィン）標本作製等）分野での参画を検討して

おり、ベテラン技術職員の保有技術を本学のみならず

他機関の受講生に継承することで全国的な形態系分

野の技術支援への貢献を図ることとしている。 

 

令
和
５
年
度 

（実施計画） 
【研究推進課】 

新たな研究支援組織「研究戦略企画委員会（仮称）」

の創設に向け、学内の財政的及び人的資源の再編によ

る組織構成を検討する。 

前年度に策定した本学における研究設備・機器の共

用推進に向けたガイドライン等に基づき、学内研究設

備の共同利用を促進するとともに、組織的な導入・更

新・活用（共同利用も含む）の仕組みについて現状調

査を含め検討する。また、学内外からの利用ニーズや

問合せにワンストップで対応する体制を検討・構築す

る。技術支援・研究支援を強化するため、技術職員の

スキルアップと保有技術の継承等を継続する。 

（実施状況） 
【研究推進課】 
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管理番号【14】の 3 枚目 

令
和
６
年
度 

（実施計画） 
【研究推進課】 

新たな研究支援組織「研究戦略企画委員会（仮称）」

を構築し、研究活動支援の体制整備を行う。 

本学における研究設備・機器の共用推進に向けたガ

イドライン等に基づき学内研究設備の共同利用を促

進するとともに、学内外からの利用ニーズや問合せへ

のワンストップによるストレスフリーの対応を行う。

併せて、学内研究設備の組織的な導入・更新・活用（共

同利用も含む）体制を構築する。また、技術支援・研

究支援を強化するため、技術職員のスキルアップと保

有技術の継承等を継続する。 

 

（実施状況） 
【研究推進課】 

 
 

令
和
７
年
度 

（実施計画） 
【研究推進課】 

新たな研究支援組織「研究戦略企画委員会（仮称）」

により、学内外の情報を収集するとともに、若手研究

者の外部資金獲得等の支援を強化する。 

本学における研究設備・機器の共用推進に向けたガ

イドライン等に基づき、学内研究設備の一元管理によ

る導入・更新・活用（共同利用も含む）の効率化を図

り、共同利用を促進する。学内外からの利用ニーズや

問合せへのワンストップによるストレスフリーの対

応を行う。また、技術支援・研究支援を強化するため、

技術職員のスキルアップと保有技術の継承等を継続

する。 

 

（実施状況） 
【研究推進課】 

 
 

令
和
８
年
度 

（実施計画） 
【研究推進課】 

新たな研究支援組織「研究戦略企画委員会（仮称）」

による研究プロジェクトの企画立案及び進捗管理を

支援する。 

本学における研究設備・機器の共用推進に向けたガ

イドライン等に基づき、学内外からの利用ニーズや問

合せへのワンストップによるストレスフリーの対応

を行うとともに、学内研究設備の一元管理による導

入・更新・活用（共同利用を含む）の効率化を図り、

共同利用を促進する。また、技術支援・研究支援を強

化するため、技術職員のスキルアップと保有技術の継

承等を継続する。 
 

（実施状況） 
【研究推進課】 

 
 

令
和
９
年
度 

（実施計画） 
【研究推進課】 

新たな研究支援組織「研究戦略企画委員会（仮称）」

による研究プロジェクトの企画立案及び進捗管理を

支援する。 

学内外との共同利用の実績や実情に即して、本学に

おける研究設備・機器の共用推進に向けたガイドライ

ンの見直しを図り、学内外に公表するとともに、学内

外からのワンストップ体制の見直し及び全研究機器

の一元管理による効率的な研究設備・機器の更新・活

用（共同利用を含む）の効率化を図り、共同利用を推

進する。また、技術支援・研究支援を強化するため、

技術職員のスキルアップと保有技術の継承等を継続

する。 

 

（実施状況） 
【研究推進課】 
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（学外公表用） 
管理番号【14】の 1 枚目 

評価指標の実績 

 
 

評価指標 補足説明 担当課 

（８）-2-1 中期目標期間中に、若手研究者（40 歳未満）
の科学研究費助成事業の採択率を第３期中期目標期間
中の平均より５％以上増加させる 

なし。 研究推進課 

令和４年度 

採択率：24.3％  
 
《内訳》 
採択：18 件、申請：74件（令和５年３月１日時点）  
【参考】採択率第３期中期目標期間平均：28.7％ 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（８）-2-2 共同利用の新規ルールを策定・公表し、運
用することで学外からの共同利用件数を増加させる 

なし。 研究推進課 

令和４年度 

37 件 
 
《内訳》 
・学外からの受託解析：１件 

（形態系：１件） 
・学外者の機器・施設共同利用支援：36 件 

（生化学系：26 件、形態系：７件、免疫系：２件、RI 実験施設：１件） 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

 

様式１－２ 
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（学外公表用） 
管理番号【15】の 1 枚目 

第４期中期目標・中期計画進捗管理表 

 

管理番号 15 担当理事：研究 担当課：研究推進課 

大区分 Ⅰ 教育研究の質の向上に関する事項 

小区分 ３ 研究 

中期目標 
（９）地域から地球規模に至る社会課題を解決し、より良い社会の実現に寄与するため、研究によ
り得られた科学的理論や基礎的知見の現実社会での実践に向けた研究開発を進め、社会変革につな
がるイノベーションの創出を目指す。⑮ 

中期計画 
（９）-1 海洋、生命、フィールドサイエンスを中心とした本学の研究の強みを生かし、国際通用
性と地域貢献性を兼ね備えた研究を推進することを目的とした「基幹研究プロジェクト」を立ち上
げ、SDGs への貢献も含めた新たな価値の創造につながる研究成果を創出する。【15】 

理事評価 
Ⅳ「実施計画を上回って実施している」 

Ⅲ「実施計画を十分に実施している」 

Ⅱ「実施計画を十分には実施していない」 

Ⅰ「実施計画を実施していない」 

令和４年度 Ⅲ 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

令
和
４
年
度 

（実施計画） 
【研究推進課】 
学内公募により採択した基幹研究プロジェクトに

対して研究資源を重点配分するとともに、各プロジェ
クトにおいて、新たな価値の創造に繋がる研究を推進
する。 
 

（実施状況） 

【研究推進課】 

（基幹研究プロジェクトの開始） 

・国際通用性と地域貢献性を兼ね備えた研究を推進す

ることを目的とした５つの基幹研究プロジェクトを

採択し、高知大学オリジナルの研究シーズをもとに社

会的インパクト（価値）を創出するための研究支援を

開始し、採択時の評価に基づいた予算（50,000 千円）

の傾斜配分を行った。 

このプロジェクトは６年間の事業であり継続的な

支援を通じ、関連する特許出願および、科研費等外部

競争的資金の獲得に繋げることとしている。  

 

＜研究課題一覧＞ 

研究者 44 名が参画 

１．「臍帯血再生医療」と「光線医療」の革新的医療

の確立と融合 

２．Internet of Plants (IoP)の共創～Society 5.0

農業の目指すべき姿～ 

３．新領域「ファイコミクス」による藻類の新価値 

創造 

４．オンサイトモニタリングを活用した災害発生予測

手法の高度化と事前避難への適用 

５．海洋地球との共生～持続可能海洋資源の利活用 

 

また、外部資金の獲得に繋げるため、高知大学のホ

ームページ上で各基幹研究プロジェクトの概要等を

公開した。 

 

＜研究成果事例＞ 

２．「Internet of Plants (IoP)の共創～Society 5.0

農業の目指すべき姿～」、３．「新領域「ファイコミ

クス」による藻類の新価値創造」の２プロジェクトに

様式 1－１ 
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管理番号【15】の 2 枚目 
おいて５件の特許を出願した。 

３．「新領域「ファイコミクス」による藻類の新価

値創造」において、高知大学の海藻陸上生産技術及び

保有海藻株を使用した海藻陸上生産事業を行う会社

として、高知大学旧宇佐野外活動施設内に株式会社

「海の研究舎」を設立した。 

５．「海洋地球との共生～持続可能海洋資源の利活

用」において、鉱物試料の窒素同位体地球化学に関連

した成果論文を、共著論文として Nature 

Communications 誌(IF17.694)に発表したほか、阿蘇

および雲仙火山周囲の地下水に関する国際共同研究

を Communications Earth & Environment 誌(IF7.290)

に筆頭著者で発表した。 

 

その他の研究成果については添付資料「基幹研究プ

ロジェクト実施状況（令和４年度）実施状況」を参照。 
 

令
和
５
年
度 

（実施計画） 
【研究推進課】 
各研究プロジェクトの研究を推進するとともに、

SDGs への貢献も含め研究成果の情報発信を行う。 
 

（実施状況） 
【研究推進課】 
 
 

令
和
６
年
度 

（実施計画） 
【研究推進課】 
各研究プロジェクトの研究を推進するとともに、令

和４年度及び令和５年度の評価を実施し、評価に基づ
く研究資源の配分を行う。また、SDGs への貢献も含
め研究成果の情報発信を行う。 
 

（実施状況） 
【研究推進課】 
 
 

令
和
７
年
度 

（実施計画） 
【研究推進課】 
各研究プロジェクトの研究を推進するとともに、

SDGs への貢献も含め研究成果の情報発信を行う。 
 

（実施状況） 
【研究推進課】 
 
 

令
和
８
年
度 

（実施計画） 
【研究推進課】 
各研究プロジェクトの研究を推進するとともに、各

研究プロジェクトの研究成果に関する４年目評価を
実施し、評価に基づく研究資源の配分を行う。また、
SDGs への貢献も含め研究成果の情報発信を行う。 
 

（実施状況） 
【研究推進課】 
 
 

令
和
９
年
度 

（実施計画） 
【研究推進課】 
各研究プロジェクトの研究を推進するとともに、

SDGs への貢献も含め研究成果の情報発信を行う。ま
た、各研究プロジェクトの研究成果に関する事後評価
を実施する。 
 

（実施状況） 
【研究推進課】 
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（学外公表用） 
管理番号【15】の 1 枚目 

評価指標の実績 

 
 

評価指標 補足説明 担当課 

（９）-1-1 基幹研究プロジェクトに関連する特許を６
年間累計で 10 件以上出願する 

なし。 地域連携課 

令和４年度 ５件 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（９）-1-2 基幹研究プロジェクトに関連する外部資金
の獲得額を６年間累計で 1.5 億円以上とする 

なし。 研究推進課 

令和４年度 110,842 千円 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

 

様式１－２ 
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（学外公表用） 
管理番号【16】の 1 枚目 

第４期中期目標・中期計画進捗管理表 

 

管理番号 16 担当理事：研究 担当課：研究推進課、地域連携課 

大区分 Ⅰ 教育研究の質の向上に関する事項 

小区分 ３ 研究 

中期目標 
（９）地域から地球規模に至る社会課題を解決し、より良い社会の実現に寄与するため、研究によ
り得られた科学的理論や基礎的知見の現実社会での実践に向けた研究開発を進め、社会変革につな
がるイノベーションの創出を目指す。⑮ 

中期計画 
（９）-2 産学官連携の取組により共同研究の規模拡大を推進する。また、イノベーション・マイ
ンドやアントレプレナーシップを醸成するためのセミナー等を実施し、社会的・実践的な視点を持
つ科学者を育成する。【16】 

理事評価 
Ⅳ「実施計画を上回って実施している」 

Ⅲ「実施計画を十分に実施している」 

Ⅱ「実施計画を十分には実施していない」 

Ⅰ「実施計画を実施していない」 

令和４年度 Ⅲ 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

令
和
４
年
度 

（実施計画） 
【研究推進課】 

本学研究者の研究シーズの見える化を検討すると

ともに、情報発信による共同研究等の増加を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（実施状況） 

【研究推進課】 

（研究シーズの見える化と情報発信） 

１．研究者総覧のリニューアル 

・研究シーズの見える化及び情報発信力の強化のた

め、高知大学研究者総覧のリニューアルを行い、SDGs

取組事例等の研究者情報の集約化及び検索機能の充

実化を図った。 

２．アカデミアセミナーの実施 

・研究顕彰制度受賞者による研究講演会として、アカ

デミアセミナーを開催しており、令和４年度は、研究

顕彰制度受賞者９名（研究功績者賞１名、若手教員研

究優秀賞３名、大学院生研究奨励賞５名）の研究発表

を、大学ホームページを通してオンデマンド配信し

た。 

３．その他取組 

・本学の研究トピック（25 件）を紹介する高知大学

リサーチマガジン第 17 号を令和５年３月に発刊し、

県内外 75 箇所に配付した。 

・高知大学学術研究報告第 71 巻（17 編収載）を令和

４年 12 月に発行し、高知大学学術情報リポリトジに

掲載し、学内外に公開した。 

・研究者同士を結び付け、新たな知見を生み出すきっ

かけづくりを目指し、愛媛大学と共同で「100 人論文

online」としてマッチングイベントを開催し、四国内

の研究者 138 名が研究内容を紹介し合った。結果につ

いては６月開催の研究連携専門委員会で主催である

愛媛大学から報告を行う予定である。 

・研究シーズの見える化の一環として、高知大学創立

75 周年記念事業において、高知新聞社と共同で本学

の研究を紹介する企画の検討を行い、令和５年１月か

ら２年間、毎月１回、１紙面の約２/３を使った研究

紹介記事の連載をスタートさせた（全 24 回の研究紹

様式 1－１ 
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【地域連携課】 
・科学者のイノベーション・マインドやアントレプレ
ナーシップ醸成に資するセミナー等を関係機関や関
係部局と連携して２回程度実施する。 
・高知大学発ベンチャーの創出に向けて、(株)高知産
学連携キャピタル等のベンチャーキャピタルや起業
支援機関と連携した本学研究シーズの事業化検討を
実施する。 
 

介を予定）。また、同事業において、同窓生を主なタ

ーゲットとした研究紹介動画の制作を行うことを決

定した。 

 

（共同研究等外部資金の獲得額の増加） 

以上の情報発信を実施した結果、令和４年度の共同

研究等、外部資金の件数と金額は以下の通りとなり、

対前年度より、共同研究が約 53,206 千円、受託研究

が約 69,318 千円、寄附金が約 77,652 千円増加した。 

 

・共同研究：209,334,472 円（215 件） 

・受託研究：470,586,160 円（84 件） 

・臨床受託研究：6,141,191 円（51 件） 

・寄附金：567,999,512 円（620 件） 

・学術指導：8,392,000 円（23 件） 

・治験：58,490,930 円（33 件） 

・製造販売後調査：2,548,260（97 件） 

総計：1,323,492,525 円（1,123 件） 

 

【地域連携課】 

（イノベーション・マインドおよびアントレプレナー

シップの醸成） 

・研究者の大学発ベンチャーの基本的な考え方や事業

化戦略についてのセミナーを７月に開催した。終了後

に個別相談が行われ、具体的な事業化に関する相談が

寄せられた。 

・イノベーション・マインド醸成のため、独立行政法

人工業所有権情報・研修館（INPIT）の協力を得て、

産学連携に関する学内研修会を２回開催した。初回

（12/8 開催）は、次世代地域創造センター関係者を

対象に「大学における産学連携の歩み」をテーマにし

た講演と意見交換を行った。２回目（3/6 開催）は、

高知大学産学連携関係者 12 名を対象に「大学におけ

る産学連携とは？」をテーマの講演と、参加者の業務

課題等について意見交換を行った。 

 

（大学発ベンチャーの創出と事業化の推進） 

・㈱高知産学連携キャピタル（AKAC）と本学研究シー

ズの事業化検討を複数実施し、うち３件の DD（デュ

ーデリジェンス：適正評価手続き）を実施した。 

その結果、令和５年度当初に本学が認定予定の大学発

ベンチャー１社への投資を決定した。 

なお、AKAC との情報共有のため本年度４回の定期報

告会を行った。 
 

令
和
５
年
度 

（実施計画） 
【研究推進課】 

本学研究者の研究シーズの見える化を実施すると

ともに、情報発信による共同研究等の増加を図る。 

 

【地域連携課】 
・科学者のイノベーション・マインドやアントレプレ
ナーシップ醸成に資するセミナー等を関係機関や関
係部局と連携して２回程度実施する。 
・高知大学発ベンチャーの創出に向けて、(株)高知産
学連携キャピタル等のベンチャーキャピタルや起業
支援機関と連携した本学研究シーズの事業化検討、及
び各種支援を実施する。 
 

（実施状況） 
【研究推進課】 

 

 

【地域連携課】 
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令
和
６
年
度 

（実施計画） 
【研究推進課】 

本学研究者の研究シーズの見える化を実施すると

ともに、情報発信による共同研究等の増加を図る。 

 

 

【地域連携課】 
・科学者のイノベーション・マインドやアントレプレ
ナーシップ醸成に資するセミナー等を関係機関や関
係部局と連携して２回程度実施する。 
・高知大学発ベンチャーの創出に向けて、(株)高知産
学連携キャピタル等のベンチャーキャピタルや起業
支援機関と連携した本学研究シーズの事業化検討、及
び各種支援を実施する。 
 

（実施状況） 
【研究推進課】 

 

 

【地域連携課】 
 
 

令
和
７
年
度 

（実施計画） 
【研究推進課】 

本学研究者の研究シーズの見える化を実施すると

ともに、情報発信による共同研究等の増加を図る。 

 

【地域連携課】 

・科学者のイノベーション・マインドやアントレプレ
ナーシップ醸成に資するセミナー等を関係機関や関
係部局と連携して２回程度実施する。 
・高知大学発ベンチャーの創出に向けて、(株)高知産
学連携キャピタル等のベンチャーキャピタルや起業
支援機関と連携した本学研究シーズの事業化検討、及
び各種支援を実施する。また、大学発ベンチャーから
２件程度の高知大学認定を与える。 
 

（実施状況） 
【研究推進課】 

 

 

【地域連携課】 
 
 

令
和
８
年
度 

（実施計画） 
【研究推進課】 

本学研究者の研究シーズの見える化を実施すると

ともに、情報発信による共同研究等の増加を図る。 

 

【地域連携課】 

・科学者のイノベーション・マインドやアントレプレ
ナーシップ醸成に資するセミナー等を関係機関や関
係部局と連携して２回程度実施する。 
・高知大学発ベンチャーの創出に向けて、(株)高知産
学連携キャピタル等のベンチャーキャピタルや起業
支援機関と連携した本学研究シーズの事業化検討、及
び各種支援を実施する。また、大学発ベンチャーから
２件程度の高知大学認定を与える。 
 

（実施状況） 
【研究推進課】 

 

 

【地域連携課】 
 
 

令
和
９
年
度 

（実施計画） 
【研究推進課】 

本学研究者の研究シーズの見える化を実施すると

ともに、情報発信による共同研究等の増加を図る。 

 

【地域連携課】 
・科学者のイノベーション・マインドやアントレプレ
ナーシップ醸成に資するセミナー等を関係機関や関
係部局と連携して２回程度実施する。 
・高知大学発ベンチャーの創出に向けて、(株)高知産
学連携キャピタル等のベンチャーキャピタルや起業
支援機関と連携した本学研究シーズの事業化検討、及
び各種支援を実施する。また、大学発ベンチャーから
２件程度の高知大学認定を与える。 
 

（実施状況） 
【研究推進課】 

 

 

【地域連携課】 
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（学外公表用） 
管理番号【16】の 1 枚目 

評価指標の実績 

 
 

評価指標 補足説明 担当課 

（９）-2-1 外部資金を６年間累計で 81 億円以上獲得
する 

なし。 研究推進課 

令和４年度 

1,323,492,525 円（1,123 件） 

 

《内訳》 

・共同研究：209,334,472 円（215 件） 

・受託研究：470,586,160 円（84 件） 

・臨床受託研究：6,141,191 円（51 件） 

・寄附金：567,999,512 円（620 件） 

・学術指導：8,392,000 円（23 件） 

・治験：58,490,930 円（33 件） 

・製造販売後調査：2,548,260（97 件） 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（９）-2-2 イノベーション・マインドやアントレプレ
ナーシップを醸成するセミナー、イベントを６年間累計
で 12 回以上開催する 

なし。 地域連携課 

令和４年度 

３回 
 
《内訳》 
・スタートアップに関するセミナー：１回開催（７月 25 日） 
・産学連携研修会：２回開催（12 月８日、３月６日） 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（９）-2-3 高知大学発ベンチャー認定件数を６年間累
計で６件以上とする 

更新認定件数は参考値として記載す
る。 

地域連携課 

令和４年度 

１件 
 
《内訳》 
新規認定：１件 【参考】更新認定：１件 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  
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（学外公表用） 
管理番号【17】の 1 枚目 

第４期中期目標・中期計画進捗管理表 

 

管理番号 17 担当理事：研究 担当課：研究推進課 

大区分 Ⅰ 教育研究の質の向上に関する事項 

小区分 ４ その他社会との共創、教育、研究に関する重要事項 

中期目標 
（10）国内外の大学や研究所、産業界等との組織的な連携や個々の大学の枠を越えた共同利用・共
同研究、教育関係共同利用等を推進することにより、自らが有する教育研究インフラの高度化や、
単独の大学では有し得ない人的・物的資源の共有・融合による機能の強化・拡張を図る。⑱ 

中期計画 
（10）-1 共同利用・共同研究拠点の「海洋コア総合研究センター」において、国際深海科学掘削
計画（IODP）をはじめとする地球掘削科学ならびに異分野融合・萌芽的研究など境界領域の研究に
関連した共同利用・共同研究を国内外の組織と連携して推進し、国際拠点機能を強化する。【17】 

理事評価 
Ⅳ「実施計画を上回って実施している」 

Ⅲ「実施計画を十分に実施している」 

Ⅱ「実施計画を十分には実施していない」 

Ⅰ「実施計画を実施していない」 

令和４年度 Ⅲ 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

令
和
４
年
度 

（実施計画） 
【研究推進課】 

国内外の学術動向を反映した共同利用・共同研究課

題の公募等を新たに開始し、国内外の組織・研究者と

連携して地球掘削科学及び境界領域の研究を推進し、

拠点機能の強化・拡張を図る。 
 

（実施状況） 

【研究推進課】 

（地球掘削科学及び境界領域の研究成果［論文発表］） 

拠点機能の強化・拡張を図るため、国内外の組織・

研究者と連携して地球掘削科学及び境界領域の研究

を推進し、以下の学術誌等で研究成果に関する論文発

表（計 51 編）を行った。 

 また、共同利用・共同研究（国内、国際）に関連す

る TOP10%論文として、１編の実績（SCOPUS 96th 

percentile 2023.4.7 時点）を得た。 

『Liu, W., Guan, L., Liu, Y., Xie, X., Zhang, M., Chen, B., Xu, 

S., Sano, Y. Fluid geochemistry and geothermal anomaly 

along the Yushu-Ganzi-Xianshuihe fault system, eastern 

Tibetan Plateau: Implications for regional seismic activity. 

J. Hydrology 607, 127554, 2022.』 

＜論文発表・研究成果発表＞ 

・Geochemistry、Geophysics、Geosystems 誌[１編](４

月) 

・Earth and Planetary Science Letters 誌[１編](４

月) 

・Journal of Hydrology 誌[１編](４月) 

・日本地球惑星科学連合 2022 年大会に多数のセンタ

ー教員が参加し、地球掘削科学に関連する多数の研

究成果を発表した。[39 編](５月) 

・Journal Geophys. Res.誌[１編](５月) 

・Geophys. Res. Lett.誌[１編](６月) 

・Geophys. Res. Lett.誌[１編](７月) 

・nature communications 誌[１編](８月) 

・Sedimentary Geology [１編](10 月) 

・Geochemical Perspectives Letters [１編](10 月) 

・Earth and Planetary Science Letters [１編](11

月) 

・Communications Earth & Environment 誌[１編](１

様式 1－１ 
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管理番号【17】の 2 枚目 
月) 

・Geochemistry, Geophysics, Geosystems 誌[１編] 

 

（国際共同研究強化の取組） 

国際共同研究を強化するため、以下、９件の取組を

実施した。（協定締結/準備：２件、国際共同研究等

の実施３件、研究者受入：４件） 

①イタリア・ウルビノ大学との部局間協定の協議を４

月に開始し、７月に部局間協定を締結した。 

②浮遊性有孔虫の生体-化学分析の複合的研究につい

て、アメリカ（コロンビア大学・オレゴン州立大学）

の研究者らとの国際共同研究を開始した。(６月) 

③センター教員がアイスランド大学を訪問して現地

における共同野外調査を実施した。(６月） 

④JSPS 長期招聘研究者として、米国カリフォルニア

工科大学の特別教授１名を受入れ、共同研究を開始

した。（令和４年９月～令和５年７月） 

⑤アイスランド地球科学研究所の大学院生１名と技

術職員１名を受け入れ、共同研究を実施した。(10

月) 

⑥韓国地質資源研究院の研究者１名を受け入れ、共同

分析を実施した。(10 月） 

⑦センター長が代表を務める日本学術振興会の日本-

スイス国際共同研究プログラム（令和５年１月１日

～令和７年 12 月 31 日）が採択され、国際共同研究

を開始した。(12 月) 

⑧スペイン・ブルゴス大学の大学院生１名を受け入

れ、共同研究を開始した（令和５年１～４月）。 

⑨海洋コア総合研究センターと国立台湾大学地質科

学教室との連携協定を議論するため、センター長が

台湾大学を訪問した。(２月） 

 

（地球掘削科学及び境界領域の研究集会等参加） 

国内外の組織・研究者と連携して地球掘削科学及び

境界領域の研究を推進するため、以下、９件の研究集

会等に参加し、成果発表等を実施した。 

①第４期基幹プロジェクト「海洋地球との共生-持続

可能海洋資源利活用」（令和４-令和９）を開始し

た。(４月) 

②地質学会早稲田大会（９月４-６日）に複数の教員

が参加し、南大洋特別セッション他で発表した。 

③「南大洋・南極の堆積物研究と環境変動に関する若

手研究集会」を開催（共同研究集会：９月 12-13 日）

し、35 名（対面 18 名、オンライン 17 名）し、10

件の研究成果が発表された。 

④「西大西洋掘削会議 WEPAD2022：黒潮・亜熱帯域の

古海洋学」をハイブリッドで開催（共同研究集会：

10 月 12-14 日）し、延べ 146 名が参加し、22 件の

研究成果が発表された。 

⑤公益財団法人黒潮生物研究所にて、宝石サンゴに関

する合同研究集会を実施した。(10 月) 

⑥北極掘削航海（MR22-06C）のサンプリングパーティ

(共同研究採択課題・日本主導の国際プロジェクト)

を開催した(11 月)。 

⑦国立台湾大学の学長ら９名が来訪し、国際共同研究

に関する意見交換を行った。(12 月) 

⑧「水中災害考古学研究への水底表層コア試料の活

用」（共同研究集会：12 月 21-22 日）を開催し、約

60 名が参加した。 
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管理番号【17】の 3 枚目 
⑨第５回国際ジオサイエンスシンポジウム（ISC）の

開催（共同研究集会：３月５-６日）及び四国巡検（３

月７-10 日）を実施し、海外（米国、エジプト、ブラ

ジル、南アフリカ、ルーマニア）からの研究者・大学

院生８名を含む計 41 名が現地参加し、国際交流を深

めた。 

 

（共同利用・共同研究課題の実施） 

令和４年度共同利用・共同研究課題を 146 件採択

（令和３年度 138 件［８件増］）し、実施した。（A

共同利用 53 件、AY 共同利用（若手）20 件、B共同研

究（機器利用型）51 件、BY 共同研究（機器利用型）

（若手）17件、C共同研究（一般）５件） 

２月 27 日～28 日に「令和４年度共同利用・共同研

究成果発表会」をセンターセミナー室と Zoom オンラ

インでハイブリッド開催した。32 件の口頭講演が行

われ、約 83 名の参加者（対面 28 名、オンライン 55

名）に研究成果が発信された。また、学生による６件

の口頭発表を対象に審査を行い、１件を学生優秀発表

賞として顕彰した。 

 

（海洋コア国際研究所への改組） 

・海洋コア総合研究センターを組織改編して国際拠点

機能を強化するための概算要求を行い、教員２名の人

件費と事業費 48,510 千円が令和５年度に措置される

ことが決定した。 

 組織改編においては、令和５年度から、その名称を

海洋コア総合研究センターから、「海洋コア国際研究

所」に変更（第 466 回役員会決定令和５年３月 17 日）

する。また、「地球掘削科学研究ユニット」と「国際

共同研究推進ユニット」の新設により、地球惑星科学

部分野における共同利用・共同研究拠点としての組織

体制を強化するとともに、海洋研究開発機構との連携

強化、外国人教員や若手教員、技術スタッフの増員等

により、国際的な研究力と支援力を高め、国際拠点機

能の強化を図ることとしている。 

 

令
和
５
年
度 

（実施計画） 
【研究推進課】 

国内外の学術動向を反映した共同利用・共同研究課

題の公募等を継続し、国内外の組織・研究者と連携し

て地球掘削科学及び境界領域の研究を推進し、拠点機

能の強化・拡張を推進する。 
 

（実施状況） 
【研究推進課】 

 
 

令
和
６
年
度 

（実施計画） 
【研究推進課】 

国内外の学術動向を反映した共同利用・共同研究課

題の公募等を継続し、国内外の組織・研究者と連携し

て地球掘削科学及び境界領域の研究を推進し、拠点機

能の強化・拡張の効果を点検する。 
 

（実施状況） 
【研究推進課】 

 
 

令
和
７
年
度 

（実施計画） 
【研究推進課】 

国内外の学術動向を反映した共同利用・共同研究課

題の公募等を、国際的な科学海洋掘削プログラムの動

向を踏まえて見直した上で継続し、国内外の組織・研

究者と連携して地球掘削科学及び境界領域の研究を

推進し、拠点機能の強化・拡張・改善を図る。 
 

（実施状況） 
【研究推進課】 

 
 

 
【92】



管理番号【17】の 4 枚目 

 
 

令
和
８
年
度 

（実施計画） 
【研究推進課】 

国内外の学術動向や国際的な科学海洋掘削プログ

ラムの動向を反映した共同利用・共同研究課題の公募

等を継続し、国内外の組織・研究者と連携して地球掘

削科学及び境界領域の研究を推進し、拠点機能の強

化・拡張・改善効果を再点検する。 
 

（実施状況） 
【研究推進課】 

 

 

令
和
９
年
度 

（実施計画） 
【研究推進課】 

国内外の学術動向や国際的な科学海洋掘削プログ

ラムの動向を反映した共同利用・共同研究課題の公募

等を継続し、国内外の組織・研究者と連携して地球掘

削科学及び境界領域の研究を推進し、国際拠点機能の

強化・拡張、その他社会との共創による教育研究の質

向上成果を総括する。 

 

（実施状況） 
【研究推進課】 
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（学外公表用） 
管理番号【17】の 1 枚目 

評価指標の実績 

 
 

評価指標 補足説明 担当課 

（10）-1-1 共同利用・共同研究課題（国内、国際）の
件数を６年間累計で 720 件以上とする 

なし。 研究推進課 

令和４年度 

146 件 
 
《内訳》 
A 共同利用：53 件、AY 共同利用（若手）：20 件、B共同研究（機器利用型）：51 件、 
BY 共同研究（機器利用型）（若手）：17 件、C共同研究（一般）：５件 
 
（共同利用・共同研究採択課題（A,AY,B,BY,C：146 件）の内訳） 

・IODP 及び ICDP に関わる地球掘削科学に関する研究：９件 
・IODP/ICDP 以外の地球掘削科学に関する研究：49件 
・地球惑星科学に関する基礎研究：61件 
・海底エネルギー・鉱物資源に関する研究：４件 
・地球惑星科学・生命科学など分野横断型研究：23件 

 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（10）-1-2 共同利用・共同研究（国内、国際）に関連
する TOP10%論文を６年間累計で 11 編以上発表する 

SCOPUS のパーセンタイル指標を参考
に、毎年、過年度に遡ってモニタリン
グを行う。 

研究推進課 

令和４年度 

１編 
 
《内訳》 
Liu, W., Guan, L., Liu, Y., Xie, X., Zhang, M., Chen, B., Xu, S., Sano, Y. Fluid geochemistry and 
geothermal anomaly along the Yushu-Ganzi-Xianshuihe fault system, eastern Tibetan Plateau: 
Implications for regional seismic activity. J. Hydrology 607, 127554, 2022.  
（SCOPUS 96th percentile 2023.4.7 時点） 
 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

 

様式１－２ 
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（学外公表用） 
管理番号【18】の 1 枚目 

第４期中期目標・中期計画進捗管理表 

 

管理番号 18 担当理事：研究 担当課：研究推進課 

大区分 Ⅰ 教育研究の質の向上に関する事項 

小区分 ４ その他社会との共創、教育、研究に関する重要事項 

中期目標 
（10）国内外の大学や研究所、産業界等との組織的な連携や個々の大学の枠を越えた共同利用・共
同研究、教育関係共同利用等を推進することにより、自らが有する教育研究インフラの高度化や、
単独の大学では有し得ない人的・物的資源の共有・融合による機能の強化・拡張を図る。⑱ 

中期計画 
（10）-2 地球掘削科学の共同利用・共同研究拠点として、施設・設備・支援体制を強化する。学
術コアレポジトリなど試料保管・公開体制を整備することにより、オープンサイエンスの基盤機能
を構築するとともに、利用者支援・若手人材育成機能を充実化する。【18】 

理事評価 
Ⅳ「実施計画を上回って実施している」 

Ⅲ「実施計画を十分に実施している」 

Ⅱ「実施計画を十分には実施していない」 

Ⅰ「実施計画を実施していない」 

令和４年度 Ⅲ 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

令
和
４
年
度 

（実施計画） 
【研究推進課】 
地球掘削科学の国内外学術動向掌握に努め、コミュ

ニティ・ステークフォルダーとの連携をはかりつつ、
オープンサイエンス基盤構築にむけた施設・設備、利
用者支援・人材育成機能の強化策を立案する。 

 

（実施状況） 

【研究推進課】 

（リポジトリコア再解析プログラム ReCoRD の立案） 

地球掘削科学の国内外の動向を踏まえ、令和５年度

概算要求（組織整備）を活かし、日本地球掘削科学コ

ンソーシアム（J-DESC）および JAMSTEC との密な連携

体制を構築した上で、保管コアを活用して新たな研究

成果を創出するための新プログラムである ReCoRD（リ

ポジトリコア再解析プログラム）を立案した。 

コミュニティからの実施提案書の公募を令和５年

４月から開始する予定。 

 

（地球掘削科学における国内外の学術動向の掌握） 

地球掘削科学の国内外学術動向掌握に努め、コミュ

ニティ・ステークフォルダーとの連携を図るため、以

下、10 件の取組を実施した。 

①国内の関連コミュニティで活躍する第一線の研究

者２名を客員教員として新たに委嘱した。（ICDP 部

会長及びユネスコジオパーク専門員、７月１日～） 

②日本地球惑星科学連合 2022 年大会にブース出展

し、大会参加研究者との交流を図り、地球掘削科学

の国内外学術動向掌握に務めた。（５月） 

③在アイスランド日本大使館を表敬訪問し、地球惑星

科学分野における国際研究動向等について情報交

換を行った。（６月） 

④高知県知事より、教員１名が文化財保護審議回委員

に任命（６月１日～）、文化財専門委員を委嘱され

た（６月 22 日～）。 

⑤室戸市-高知大学包括連携協定に基づく地方創生会

議に専任・兼務教員各１名が他部局教職員らと出

席、情報・意見交換を実施した。（８月） 

⑥NSF 海洋掘削関係者の来所・視察をうけ情報・意見

交換を実施した（11 月）。 

様式 1－１ 
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管理番号【18】の 2 枚目 
⑦龍河洞内モニタリング専門家会意見交換会にて、専

任教員と客員教授が進めている龍河洞での研究に

ついて報告を行うとともに、今後のモニタリングに

ついての意見交換を実施した（１月）。 

⑧外部有識者で半数を構成する協議会を開催し、セン

ター運営について意見交換を行った。（２月 13 日） 

⑨IODP フォーラムへの参加（１回）によって国際深

海科学掘削計画に関わる国際動向の掌握を行うと

ともに、ECORD-Japan bilateral meeting への参加

（計６回）により、IODP が終了する 2024 年以降に

おける後継プログラムの立案に貢献した。 

⑩日本地球掘削科学コンソーシアム（J-DESC）の理事

会と IODP 部会執行委員会に理事・委員として参加

し（計 10 回）、地球掘削科学の国内外動向の掌握

を図った。 

 

（オープンサイエンス基盤構築のための取組） 

オープンサイエンス基盤構築にむけた施設・設備、

利用者支援・人材育成機能の強化策として、以下、16

件の取組を実施した。（施設・設備・試料等整備等：

６件、諸催事等の実施：４件、人材育成：５件［学生

受入学士 11 名・博士２名］、その他：１件） 

①東京工業大学地球生命研究所からの「走査型 SQUID

磁気顕微鏡」の移設を完了し、再稼働のための調整

を開始した。（４月） 

②理工学部より移管した「堀場 X線顕微鏡 XGT(マイ

クロフォーカス XRF)」再稼働の為の調整を開始し

た。（４月） 

③老朽化・浸水対策が喫緊の課題となっている A棟大

型冷蔵保管庫の改修計画を立案した。（４月） 

④令和３年度末に完成した微生物培養実験室におい

て、培養庫の立ち上げを行い、海洋微生物の培養実

験を開始した。（４月） 

⑤１番保管庫に縦置きコア試料の保管場所を増設し、

試料の受け入れ体制を強化した。（７月） 

⑥J-DESC コアスクール・コア解析基礎コースを 2019

年以来、３年ぶりに開催し、講義・実習を通して、

参加者 12 名（うち留学生３名）に海底コア解析の

基礎的な技術指導を実施した（８月 16-19 日）。ま

た、J-DESC コアスクール・コア同位体分析コースを

開催し、８名（うち留学生３名）が参加した（３月

13-15 日）。 

⑦第 24 回中四国九州地区理数科高等学校課題研究発

表会（高知大会）にて、センター長が招待講演を行

った。（８月） 

⑧高知みらい科学館にて、サイエンスカフェ「最先端

科学とともに目指す「土佐硯」の未来」を開催した

（参加者９名）。（９月） 

⑨学術コアレポジトリにて約 210 本（うち共同利用・

共同研究拠点関係：約 170 本）のコア試料を受入れ

た（４月～９月）。 

⑩理工学部地球環境防災学科学生６名・農林海洋科学

部学生２名が新たにコアセンター専任教員研究室

に配属された（10 月１日～）。 

⑪センター専任教員が指導を担う総合人間自然科学

研究科黒潮圏総合科学専攻の留学生２名を、新たに

迎えた（10月１日～）。 

⑫北極掘削航海（MR22-06C）のサンプリングパーティ

(共同研究採択課題・日本主導の国際プロジェクト)
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管理番号【18】の 3 枚目 
の分析支援を学生・支援員・専任兼務教員が協力実

施した(11 月 15-20 日)。 

⑬理工学部生物科学科学生３名が新たにコアセンタ

ー専任教員研究室に配属された（11 月〜）。 

⑭国際拠点機能の体制強化に向けた組織改革案（機器

更新・新規導入等含む）として提案した、令和５年

度概算要求事項（組織整備）「科学海洋掘削推進の

ための地球掘削科学国際研究拠点の改革」が採択さ

れた。（12月） 

⑮海洋堂スペースファクトリーなんこくで開催され

ている「海に生きるもの展」の企画として、専任教

員が一般向けの講演を行った（１月 21 日）。 

⑯「さくらサイエンスプラン」により産業技術総合研

究所を中心として来日中のモンゴル人若手研究者

３名が来訪し、センターのオープンサイエンス機能

を中心に視察（１月 25 日）。 

 

（国際ワークショップの実施） 

「西大西洋掘削会議 WEPAD2022：黒潮・亜熱帯域の古

海洋学」をハイブリッドで開催（共同研究集会：10

月 12-14 日）し、延べ 146 名（うち 35 歳以下の若手

研究者 83 名）が参加し、22 件の研究成果が発表され

た。 

 

（その他シンポジウム等の実施） 

・第５回国際ジオサイエンスシンポジウム（ISC）の

開催（共同研究集会：３月５-６日）及び四国巡検（３

月７-10 日）を実施し、海外（米国、エジプト、ブラ

ジル、南アフリカ、ルーマニア）からの研究者・大学

院生８名を含む計 41 名が現地参加し、国際交流を深

める等、人材ネットワークの構築に寄与した。 

 

（国際スクーリングの実施） 

令和４年度は実績なし。 

次年度開催に向け、さくらサイエンスの説明会に参

加して情報収集を行った。また、関係者で協議の上、

JAMSTEC 等の研究調査航海における実習用コア採取の

働きかけを行うなど、次年度の開催に向けた準備をし

た。 
 

令
和
５
年
度 

（実施計画） 
【研究推進課】 

地球掘削科学の国内外学術動向掌握に努め、コミュ
ニティ・ステークフォルダーとの連携をはかりつつ、
施設・設備の整備、利用者支援・人材育成策を推進す
る。 
 

（実施状況） 
【研究推進課】 

 
 

令
和
６
年
度 

（実施計画） 
【研究推進課】 

地球掘削科学の国内外学術動向掌握に努め、コミュ

ニティ・ステークフォルダーとの連携をはかりつつ、

施設・設備の整備、利用者支援・人材育成の現況を点

検する。 

 

（実施状況） 
【研究推進課】 
 
 

令
和
７
年
度 

（実施計画） 
【研究推進課】 

地球掘削科学の国内外学術動向掌握に努め、コミュ

ニティ・ステークフォルダーとの連携をはかりつつ、

施設・設備の整備、利用者支援・人材育成機能の改善

を図る。 

（実施状況） 
【研究推進課】 
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管理番号【18】の 4 枚目 

 
 

令
和
８
年
度 

（実施計画） 
【研究推進課】 

地球掘削科学の国内外学術動向掌握に努め、コミュ

ニティ・ステークフォルダーとの連携をはかりつつ、

施設・設備の整備、利用者支援・人材育成機能の改善

効果を点検する。 

（実施状況） 
【研究推進課】 
 
 

令
和
９
年
度 

（実施計画） 
【研究推進課】 

地球掘削科学の国内外学術動向掌握、コミュニテ

ィ・ステークフォルダーとの連携、施設・設備の整備、

利用者支援・人材育成機能など、地球掘削科学基幹施

設としての活動総括を行う。 
 

（実施状況） 
【研究推進課】 
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（学外公表用） 
管理番号【18】の 1 枚目 

評価指標の実績 

 
 

評価指標 補足説明 担当課 

（10）-2-1 オープンリソース、オープンデータへのア
クセス件数を６年間累計で 840 件以上とする 

オープンリソースは、活用できる資源
（機器と学術コア）、オープンデータ
は研究活動で得られたデータのうち
公開するものを指す。これら件数は、
海洋コア HP の学術コアレポジトリへ
のアクセス件数でカウントする。 

研究推進課 

令和４年度 293 件 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（10）-2-2 国際ワークショップを６年間累計で６回以
上実施する（オンライン開催も含む） 

なし。 研究推進課 

令和４年度 

２件 
 
《内訳》 
・西大西洋掘削会議 WEPAD2022（共同研究集会：10月 12-14 日開催） 
・第５回国際ジオサイエンスシンポジウム（ISC）（共同研究集会：３月５-６日開催） 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（10）-2-3 国際スクーリングを６年間累計で２回以上
実施する（オンライン開催も含む） 

なし。 研究推進課 

令和４年度 ０回 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

 

様式１－２ 
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（学外公表用） 
管理番号【19】の 1 枚目 

第４期中期目標・中期計画進捗管理表 

 

管理番号 19 担当理事：医療 担当課：総務企画課 

大区分 Ⅰ 教育研究の質の向上に関する事項 

小区分 ４ その他社会との共創、教育、研究に関する重要事項 

中期目標 
（11）世界の研究動向も踏まえ、最新の知見を生かし、質の高い医療を安全かつ安定的に提供する
ことにより持続可能な地域医療体制の構築に寄与するとともに、医療分野を先導し、中核となって
活躍できる医療人を養成する。（附属病院）⑳ 

中期計画 

（11）-1 経営管理指標の動向を分析して病院経営の改善策を検討・実施する。また、タスクシフ
ティング（医師が担う業務の一部を看護師等の他の職種が実施することにより医師の業務負担を軽
減すること）の拡大などにより医療従事者の働き方改革を推進して適切な労働管理を行いつつ、安
定した病院運営を行う。【19】 

理事評価 
Ⅳ「実施計画を上回って実施している」 

Ⅲ「実施計画を十分に実施している」 

Ⅱ「実施計画を十分には実施していない」 

Ⅰ「実施計画を実施していない」 

令和４年度 Ⅲ 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

令
和
４
年
度 

（実施計画） 
【総務企画課】 

・国立大学病院管理会計システム等を活用して、前年

度の経営管理指標等の分析を行い、病院経営改善策を

検討・実施し、新規入院患者を年間 12,300 人以上受

け入れるとともに、患者紹介率を年間 77.0％以上と

する。 

・特定看護師が特定行為を実施するなどにより、タス

クシフティングの拡大を図る。 
 

（実施状況） 

【総務企画課】 

（経営管理指標等の分析） 

国立大学病院管理会計システムでは、各国立大学病

院との比較を行い、客観的指標として活用している。 

これらの数値を踏まえ、前年度との比較等により、

診療科別での収益・医療費・粗利（収益-医療費）を

示した資料を病院長ラウンド等で示し、経営改善を図

った。 

 また、経営コンサルタントが提供している他院との

ベンチマーク等を活用し、病院長ラウンドで各診療科

に診療状況を伝え、本年度の振り返りや次年度に向け

た入院単価の向上を図った。また、前年度から実施し

ている DPC（診断群分類）入院期間Ⅱ※以内での退院

率向上等に取り組んだ結果、入院診療単価は前年度の

78,400 円から 81,670 円となり、3,270 円の増となっ

た。 

 

※DPC（診断群分類）入院期間Ⅱは、すべての DPC 参

加病院・準備病院・データ提出病院のデータをもとに、

DPC ごとに 計算された平均在院日数 

 

（新規入院患者の受入と患者紹介率の推移） 

指標とした新規入院患者数及び患者紹介率は、がん

治療や救急患者への対応など本院の持つ医療機能を

広く県民に対して提供することにより本院の安定的

な経営に資するものとして設定したものである。 

 令和４年度においては、新型コロナウイルス第７波

及び第８波による影響を大きく受けたこともあり、新

規入院患者数及び患者紹介率は、目標とした 12,300

人以上、77.0％以上に対して、令和４年度は、11,761

人、76.7％となっており、539 人、0.3％届かなかっ

た。 

様式 1－１ 
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管理番号【19】の 2 枚目 
 これらについては、新型コロナウイルス患者受入の

ための対応である病床確保、その影響による一時的な

救急患者の不応需などによるものと考えており、その

影響を考慮した場合の新規入院患者及び患者紹介率

の令和４年度の数値は、12,126 人、77.4％が推計さ

れることから、進捗に問題が生じているものでは無い

と考える。 

 また、新型コロナウイルス患者の受入患者数に着目

すると、令和３年度の 173 人に対して令和４年度は

379 人と大幅な増加となっており、本院の医療機能の

提供は果たせていると判断する。 

 

（タスクシフティングの拡大） 

令和３年度までに特定行為研修を修了した看護師

（以下特定看護師）９名がトレーニングを行い、特定

行為を実施している。令和４年４月～令和５年３月

で、麻酔管理領域で 259 件、腹腔ドレーンの抜去 83

件、創部ドレーンの抜去 55 件、中心静脈カテーテル

の抜去 51 件、胸腔ドレーンの抜去 34 件など合計 517

件の特定行為を実施した。これは、前年度と比較して

181 件の増であり、タスクシフティングの拡大が図ら

れている。 

また令和３年度外科基本領域パッケージを修了し

た特定看護師が活動し、創部ドレーンの抜去など活動

範囲を拡大している。 

また、令和４年度は２名の看護師が特定行為研修を

修了している。 

 

令
和
５
年
度 

（実施計画） 
【総務企画課】 

・国立大学病院管理会計システム等を活用して、前年

度の経営管理指標等の分析を行い、病院経営改善策を

検討・実施し、新規入院患者を２年間累計 24,600 人

以上受け入れるとともに、患者紹介率を年間 77.0％

以上とする。 

・特定看護師等が特定行為を実施するなどにより、タ

スクシフティングの拡大を図る。 
 

（実施状況） 
【総務企画課】 

 
 

令
和
６
年
度 

（実施計画） 
【総務企画課】 

・国立大学病院管理会計システム等を活用して、前年

度の経営管理指標等の分析を行い、病院経営改善策を

検討・実施し、新規入院患者を３年間累計 36,900 人

以上受け入れるとともに、患者紹介率を年間 77.0％

以上とする。 

・特定看護師等が特定行為を実施するなどにより、タ

スクシフティングの拡大を図る。 
 

（実施状況） 
【総務企画課】 

 
 

令
和
７
年
度 

（実施計画） 
【総務企画課】 

・国立大学病院管理会計システム等を活用して、前年

度の経営管理指標等の分析を行い、病院経営改善策を

検討・実施し、新規入院患者を４年間累計 49,200 人

以上受け入れるとともに、患者紹介率を年間 77.0％

以上とする。 

・特定看護師等が特定行為を実施するなどにより、タ

スクシフティングの拡大を図る。 

 
 

（実施状況） 
【総務企画課】 
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管理番号【19】の 3 枚目 

令
和
８
年
度 

（実施計画） 
【総務企画課】 

・国立大学病院管理会計システム等を活用して、前年

度の経営管理指標等の分析を行い、病院経営改善策を

検討・実施し、新規入院患者を５年間累計 61,500 人

以上受け入れるとともに、患者紹介率を年間 77.0％

以上とする。 

・特定看護師等が特定行為を実施するなどにより、タ

スクシフティングの拡大を図る。 
 

（実施状況） 
【総務企画課】 

 
 

令
和
９
年
度 

（実施計画） 
【総務企画課】 

・国立大学病院管理会計システム等を活用して、前年

度の経営管理指標等の分析を行い、病院経営改善策を

検討・実施し、新規入院患者を６年間累計 73,800 人

以上受け入れるとともに、患者紹介率を年間 77.0％

以上とする。 

・特定看護師等が特定行為を実施するなどにより、タ

スクシフティングの拡大を図る。 
 

（実施状況） 
【総務企画課】 
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（学外公表用） 
管理番号【19】の 1 枚目 

評価指標の実績 

 
 

評価指標 補足説明 担当課 

（11）-1-1 新規入院患者数を６年間累計で 73,800 人
以上とする 

なし。 総務企画課 

令和４年度 11,761 人 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（11）-1-2 患者紹介率を 77.0%/年以上とする なし。 総務企画課 

令和４年度 76.7％ 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（11）-1-3 医師の業務の一部を実施できるメディカル
スタッフを６年間累計で 12 人以上増加させる 

特定看護師研修修了者。 総務企画課 

令和４年度 ２名 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

 

様式１－２ 

 
【103】



（学外公表用） 
管理番号【20】の 1 枚目 

第４期中期目標・中期計画進捗管理表 

 

管理番号 20 担当理事：医療 担当課：総務企画課 

大区分 Ⅰ 教育研究の質の向上に関する事項 

小区分 ４ その他社会との共創、教育、研究に関する重要事項 

中期目標 
（11）世界の研究動向も踏まえ、最新の知見を生かし、質の高い医療を安全かつ安定的に提供する
ことにより持続可能な地域医療体制の構築に寄与するとともに、医療分野を先導し、中核となって
活躍できる医療人を養成する。（附属病院）⑳ 

中期計画 

（11）-2 高齢者医療、地域医療など社会的ニーズの高い医療に対応するため、高齢者の認知・身
体・生活機能の総合的評価に基づいた質の高い医療を安全かつ安定的に提供する体制を充実させ
る。また、ICT を活用した医療介護連携による多職種協働のネットワークシステムを発展させ、高
齢過疎地域のニーズにも適応した持続可能な医療の提供体制を構築する。【20】 

理事評価 
Ⅳ「実施計画を上回って実施している」 

Ⅲ「実施計画を十分に実施している」 

Ⅱ「実施計画を十分には実施していない」 

Ⅰ「実施計画を実施していない」 

令和４年度 Ⅲ 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

令
和
４
年
度 

（実施計画） 
【総務企画課】 

・高齢者機能評価の評価項目の決定、人員の確保など

体制づくりを行う。 

・高知全域の ICT ネットワークの参加事業所数 290 事

業所、登録患者数 1,900 名を目標とする。ICT ネット

ワークの参加事業所数、登録患者数を増やすために保

健所、県、市町村と連携し地域で ICT 活用の WG、説

明会等を開催し、医療・介護事業所に働きかける。 

・ICT を活用した医療相談件数を累計で 50 件以上を

目標とする。大学病院内の医療相談の受け入れ体制を

構築し、地域の医療機関と ICT を活用した連携を強化

する。 
 

（実施状況） 

【総務企画課】 

（高齢者における高齢者機能評価の評価項目の決定） 

・高齢者の認知・身体・生活機能を総合的に評価する

ため、公衆衛生学講座に２名を雇用する体制強化のも

と、これまでの調査研究等を踏まえ、高齢者機能評価

の評価項目を決定し、患者自身が日々の生活を送る上

で必要な活動の状況や生活習慣等についてスマホで

入力可能なアプリを開発した。 

 

（ICT を活用した持続可能な医療の提供体制の構築） 

・県、市町村と連携しシステム活用が少ない地域にお

いて、ICT を活用した連携推進の説明会・意見交換会

等を計 10 回行った。また、令和５年度に向けて、医

療・介護事業所との関係を強化するため、相談しやす

い環境を整えるべく 90 回の事業所訪問を行った。 

その結果、令和４年度末において、ICT ネットワー

クの参加事業所が高知県内で 332 事業所（前年度比

+64 事業所）、登録患者数が 2,097 名（前年度比+274

人）となる等、年間目標を達成することができた。 

 

（ICT を活用した医療相談体制の構築） 

・オンラインで医療相談を行うことができる ICT シス

テムを開発し、大学病院内に医療 DX センターを開設

し受け入れ体制の構築を行った。 

本事業では県中央部から離れた地域の医療支援に

力を注いでおり、幡多医療圏・安芸医療圏の医療機関

との ICT 連携強化に取り組んでいる。幡多医師会・安

芸郡医師会とは密に連絡をとれる体制としており、各

医師会と適時相談しながら、病院内での運用ルールを

構築した。 

令和４年度は、事業の核となる、ICT システムの開

発と連携体制の構築に取り組んだことにより医療相

様式 1－１ 
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管理番号【20】の 2 枚目 

 
 

談実績が得られていないが、令和５年度より医療相談

を受付ける予定としている。 

 

令
和
５
年
度 

（実施計画） 
【総務企画課】 

・高齢入院患者に対する高齢者機能評価を分析し、機

能低下の要因を明らかにする。 

・高知全域の ICT ネットワークの参加事業所数 310 事

業所、登録患者数 2,000 名を目標とする。保健所、県、

市町村と連携し ICT 活用の WG、説明会等を開催し、

医療・介護事業所への働きかけを継続する。 

・ICT を活用した医療相談件数を累計で 100 件以上を

目標とする。地域の医療機関と ICT を活用した連携を

強化する。 

（実施状況） 
【総務企画課】 
 
 

令
和
６
年
度 

（実施計画） 
【総務企画課】 

・高齢入院患者の生活機能維持に向けた取り組みを開

始する。 

・高知全域の ICT ネットワークの参加事業所数 330 事

業所、登録患者数 2,100 名を目標とする。保健所、県、

市町村と連携し ICT 活用の WG、説明会等を開催し、

医療・介護事業所への働きかけを継続する。 

・ICT を活用した医療相談件数を累計で 200 件以上を

目標とする。地域の医療機関と ICT を活用した連携を

強化する。 

（実施状況） 
【総務企画課】 
 
 

令
和
７
年
度 

（実施計画） 
【総務企画課】 

・高齢者機能評価を継続し、累計で 500 名を達成する。 

・高知全域の ICT ネットワークの参加事業所数 350 事

業所、登録患者数 2,200 名を目標とする。保健所、県、

市町村と連携し ICT 活用の WG、説明会等を開催し、

医療・介護事業所への働きかけを継続する。 

・ICT を活用した医療相談件数を累計で 300 件以上を

目標とする。地域の医療機関と ICT を活用した連携を

強化する。 

（実施状況） 
【総務企画課】 
 
 

令
和
８
年
度 

（実施計画） 
【総務企画課】 

・高齢入院患者の生活機能維持に向けた取り組みの評

価を行う。 

・高知全域の ICT ネットワークの参加事業所数 360 事

業所、登録患者数 2,300 名を目標とする。保健所、県、

市町村と連携し ICT 活用の WG、説明会等を開催し、

医療・介護事業所への働きかけを継続する。 

・ICT を活用した医療相談件数を累計で 400 件以上を

目標とする。地域の医療機関と ICT を活用した連携を

強化する。 

（実施状況） 
【総務企画課】 
 
 

令
和
９
年
度 

（実施計画） 
【総務企画課】 

・高齢者機能評価及び生活機能評価の取り組みを継続

する。 

・高知全域の ICT ネットワークの参加事業所数 360 事

業所、登録患者数 2,400 名を維持する。保健所、県、

市町村と連携し ICT 活用の WG、説明会等を開催し、

医療・介護事業所への働きかけを継続する。 

・ICT を活用した医療相談件数を累計で 500 件以上を

目標とする。地域の医療機関と ICT を活用した連携を

強化する。 

（実施状況） 
【総務企画課】 
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（学外公表用） 
管理番号【20】の 1 枚目 

評価指標の実績 

 

評価指標 補足説明 担当課 

（11）-2-1 院内で高齢者の認知・身体・生活機能を総
合的に評価する体制を構築し、統一した基準で高齢者の
認知・身体・生活機能の総合的評価を行う 

なし。 総務企画課 

令和４年度 
・高齢者の認知・身体・生活機能を総合的に評価するための高齢者機能評価の評価項目

を決定し、患者自身が日々の生活を送る上で必要な活動の状況や生活習慣等について
スマホで入力可能なアプリを開発した。 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（11）-2-2 中期目標期間中に ICT ネットワークの参加
事業所数を第３期中期目標期間最終年度末から 90 事業
所以上増加させる 

各年度末時点における高知全域の累
計の参加事業所数とする。令和３年度
末時点で 268 事業所が参加していた。 

総務企画課 

令和４年度 

64 か所増加 
 
《内訳》 
令和４年度末事業所数：332 か所 【参考】令和３年度末事業所数：268 か所 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（11）-2-3 中期目標期間中に ICT ネットワークの登録
患者数を第３期中期目標期間最終年度末から 300 名以上
増加させる 

各年度末時点における高知全域の累
計の登録患者数とする。令和３年度末
時点の登録患者数は 1,823 名であっ
た。 

総務企画課 

令和４年度 

274 名増加 
 
《内訳》 
令和４年度末登録患者数：2,097 名 【参考】令和３年度末登録患者数：1,823 名 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（11）-2-4 ICT を活用した医療相談件数を６年間累計
で 300 件以上とする 

各年度末時点における累計の相談件
数とする。 

総務企画課 

令和４年度 ０件 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

様式１－２ 
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（学外公表用） 
管理番号【21】の 1 枚目 

第４期中期目標・中期計画進捗管理表 

 

管理番号 21 担当理事：医療 担当課：総務企画課 

大区分 Ⅰ 教育研究の質の向上に関する事項 

小区分 ４ その他社会との共創、教育、研究に関する重要事項 

中期目標 
（11）世界の研究動向も踏まえ、最新の知見を生かし、質の高い医療を安全かつ安定的に提供する
ことにより持続可能な地域医療体制の構築に寄与するとともに、医療分野を先導し、中核となって
活躍できる医療人を養成する。（附属病院）⑳ 

中期計画 

（11）-3 次世代医療創造センター及び先端医療学推進センターの支援のもとに先進的な臨床研
究・再生医療に取り組み、光線医療センターにおける光力学研究や脳性麻痺再生医療研究センター
における臍帯血輸血による治療研究などを進めて、質の高い医療を安全かつ安定的に提供する。
【21】 

理事評価 
Ⅳ「実施計画を上回って実施している」 

Ⅲ「実施計画を十分に実施している」 

Ⅱ「実施計画を十分には実施していない」 

Ⅰ「実施計画を実施していない」 

令和４年度 Ⅲ 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

令
和
４
年
度 

（実施計画） 
【総務企画課】 

・光線力学診断(PDD)の用法変更に関する第 III 相治験

（実施）。 
・光線力学スクリーニング(PDS)の前向き臨床試験(実
施)。 
・光線力学診断(PDD)・治療(PDT)の効果向上に向けた

基礎研究(メカニズム操作、深部腫瘍 PDD、管腔内

PDT)(実施)。 

・終了した自家臍帯血輸血(Phase1)の安全性研究を論

文化し受理される。 

・自家臍帯血輸血と同胞臍帯血輸血のランダム化比較

試験を計画し特定認定再生医療等委員会、厚生労働省

に申請する。 
 

（実施状況） 

【総務企画課】 

◇光線医療センター：光力学研究 

（光線力学診断(PDD)の用法変更に関する第 III 相治

験） 

・当初予定 12 症例を組み入れた後、追加症例として、

最終 21 症例を組み入れた。今後、解析に移る予定で

あったが更なる症例集積に向けて治験が延長され、現

在追加症例組み入れ中である。  

（光線力学スクリーニング(PDS)の前向き臨床試験） 

・「5-アミノレブリン酸(5-ALA)を用いた泌尿器癌・

消化器癌に対する癌リスク評価法の検討研究(臨床研

究実施計画番号：jRCTs061220051)」として、2022 年

11 月～2023 年５月中旬頃(約７ヶ月)、症例組み入れ

中である。 

 

（光線力学診断(PDD)・治療(PDT)の効果向上に向けた

基礎研究） 

・深部腫瘍(ヌードマウス皮下腫瘍)に対して緑色光源

による PDD に成功し、現在論文執筆し投稿中。また、

3D 培養技術の構築に成功し、管腔内 PDT の基礎実験

の準備が完了した。今後、3D 培養を活用した管腔内

腫瘍に対する PDT 治療研究に移る。 

 

◇脳性麻痺再生医療研究センター：臍帯血輸血治療研

究 

（自家臍帯血輸血(Phase 1)安全性研究の英語論文化） 

・実施計画通り、終了した自家臍帯血輸血(Phase 1)

の安全性研究を英語論文化し受理された。先端医療学

推進センター臍帯血班の基礎実験結果をもとに、脳性

麻痺再生医療研究センターの臨床研究スタッフの協

力のもと臨床研究を進めることができ、この臨床結果

を英語論文とすることができた。 

様式 1－１ 
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管理番号【21】の 2 枚目 
・先進医療 B※を目指し、現在、自家臍帯血輸血(Phase 

2)の有効性研究計画書を作成中である。 

 

※先進医療とは、厚生労働大臣が定める高度の医療技

術を用いた医療等で、保険診療との併用を認めること

とされた医療行為のこと。先進医療 B とは、未承認・

適応外の医薬品・医療機器の使用を伴う医療技術のこ

とであるが、脳性麻痺に対する臍帯血細胞輸血のよう

に医薬品や医療機器を使用しない場合でも、その実施

に実施環境・技術の効果等について特に重点的な観

察・評価を要すると判断されるもの、と定義されてい

る。 
 

令
和
５
年
度 

（実施計画） 
【総務企画課】 

・光線力学診断(PDD)の用法変更に関する第 III 相治験

（解析）。 

・光線力学スクリーニング(PDS)の前向き臨床試験(解

析)。 

・光線力学診断(PDD)・治療(PDT)の効果向上に向けた

基礎研究(メカニズム操作、深部腫瘍 PDD、管腔内

PDT)(実施)。 

・自家臍帯血輸血と同胞臍帯血輸血のランダム化比較

試験が厚生労働省に受理され、症例登録を開始する。 
 

（実施状況） 
【総務企画課】 

 
 

令
和
６
年
度 

（実施計画） 
【総務企画課】 

・光線力学診断(PDD)の用法変更に関する第 III 相治験

（報告）。 

・光線力学スクリーニング(PDS)の前向き臨床試験(報

告)。 

・光線力学診断(PDD)・治療(PDT)の効果向上に向けた

基礎研究(メカニズム操作、深部腫瘍 PDD、管腔内

PDT)(実施)。 

・令和６年度終了予定の同胞臍帯血輸血(Phase1)安全

性研究を論文化し受理される。 

・自家臍帯血輸血と同胞臍帯血輸血のランダム化比較

試験の症例登録数を行うとともに輸血の後観察を行

う。 
 

（実施状況） 
【総務企画課】 

 
 

令
和
７
年
度 

（実施計画） 
【総務企画課】 

・光線力学スクリーニング(PDS)の臨床導入。 

・光線力学診断(PDD)・治療(PDT)の効果向上に向けた

基礎研究(メカニズム操作、深部腫瘍 PDD、管腔内

PDT)(実施、報告)。 

・自家臍帯血輸血と同胞臍帯血輸血のランダム化比較

試験の症例登録数を行うとともに輸血の後観察を行

う。 
 

（実施状況） 
【総務企画課】 

 
 

令
和
８
年
度 

（実施計画） 
【総務企画課】 

・光線力学スクリーニング(PDS)の臨床導入。 

・光線力学診断(PDD)・治療(PDT)の効果向上に向けた

基礎研究(メカニズム操作、深部腫瘍 PDD、管腔内

PDT)(実施、報告)。 

・自家臍帯血輸血と同胞臍帯血輸血のランダム化比較

試験の症例登録数を行うとともに輸血の後観察を行

う。 

（実施状況） 
【総務企画課】 
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管理番号【21】の 3 枚目 

令
和
９
年
度 

（実施計画） 
【総務企画課】 

・光線力学スクリーニング(PDS)の臨床導入。 

・光線力学診断(PDD)・治療(PDT)の効果向上に向けた

基礎研究(メカニズム操作、深部腫瘍 PDD、管腔内

PDT)(実施、報告)。 

・自家臍帯血輸血と同胞臍帯血輸血のランダム化比較

試験の輸血の後観察を行いデータの収集し、研究を終

了する。 

・上記の結果を論文化する。 
 

（実施状況） 
【総務企画課】 
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（学外公表用） 
管理番号【21】の 1 枚目 

評価指標の実績 

 
 

評価指標 補足説明 担当課 

（11）-3-1 脳性麻痺に対する同胞間臍帯血輸血に関す
る症例登録数を６年間累計で８例以上とする 

なし。 総務企画課 

令和４年度 １例 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（11）-3-2 光力学研究又は臍帯血輸血による治療研究
に関連する学会発表数を６年間累計で 18 回以上とする 

なし。 総務企画課 

令和４年度 

32 回 
 
《内訳》 

光力学研究に関する学会発表：32 回 
（国際学会：９回、国内学会：23 回） 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（11）-3-3 光力学研究又は臍帯血輸血による治療研究
に関連する学術論文数を６年間累計で９編以上とする 

なし。 総務企画課 

令和４年度 

10 編  
 
《内訳》 

光力学研究に関する学術論文：10 編 
（原著：４編（欧文：４編、和文：０編）、総説：６編（欧文：２編、和文：４編）） 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

 

様式１－２ 
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（学外公表用） 
管理番号【22】の 1 枚目 

第４期中期目標・中期計画進捗管理表 

 

管理番号 22 担当理事：医療 担当課：総務企画課 

大区分 Ⅰ 教育研究の質の向上に関する事項 

小区分 ４ その他社会との共創、教育、研究に関する重要事項 

中期目標 
（11）世界の研究動向も踏まえ、最新の知見を生かし、質の高い医療を安全かつ安定的に提供する
ことにより持続可能な地域医療体制の構築に寄与するとともに、医療分野を先導し、中核となって
活躍できる医療人を養成する。（附属病院）⑳ 

中期計画 
（11）-4 診療参加型臨床実習の指導体制や電子カルテシステムの運用改善など教育研修体制を整
備するとともに、卒前・卒後・生涯までの一貫したキャリアアップのための教育・研修プログラム
の充実により、高度医療・地域医療等の中核となって活躍できる医療人を養成する。【22】 

理事評価 
Ⅳ「実施計画を上回って実施している」 

Ⅲ「実施計画を十分に実施している」 

Ⅱ「実施計画を十分には実施していない」 

Ⅰ「実施計画を実施していない」 

令和４年度 Ⅲ 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

令
和
４
年
度 

（実施計画） 
【総務企画課】 

（医学部クリニカル・クラークシップ委員会） 

・診療参加型臨床実習において学生が経験した患者

の疾患分類や経験数の調査を開始する。 

・診療参加型臨床実習における学生の医行為の経験

の調査を開始する。 

・臨床参加型臨床実習の充実のために、学生の電子

カルテシステムの活用（学生の記録、指導医のフィ

ードバック）を進め、問題点を探索する。 

・診療参加型臨床実習において診療現場での評価

（MiniCEX）を一部の診療科で導入する。 

 

（高知地域医療支援センター） 

・地域枠学生等を対象とした「キャリア形成卒前支

援プラン」を作成する。 

・地域枠学生等を対象とした地域医療実習を企画・

実施する。 

・地域枠卒業医師等を対象とした高知県キャリア形

成プログラムを更新する。 

・地域枠卒業医師等との面談、関係機関との調整に

より、キャリア形成支援を行う。 

・高知県専門研修連絡協議会の運営を行う。 

 

（医療人育成支援センター） 

＊臨床技能研修部門 

・SP（模擬患者）の育成・管理を行う。 

・研修医技能研修を実施する。 

・学生技能研修を実施する。 

・高知大学 ICLS（医療従事者のための蘇生トレーニ

ングコース）コースを開催する。 

・全病院職員 BLS（一次救命処置）研修会の教材を

更新し実施する。 

（実施状況） 

【総務企画課】 

（医学部クリニカル・クラークシップ委員会の取組） 

［卒前（学生教育・研修）］ 

（診療参加型臨床実習の充実） 

・新型コロナウイルス感染拡大の影響で、学生の臨

床実習が制限されたことにより、学生が経験した患

者の疾患分類や経験数の調査が開始できていない。

次年度の開始に向けて検討していく。 

・医学科５、６年生に対して、臨床実習において十

分な症例が経験できているか確認する為、学外臨床

実習において経験した医行為についてアンケートを

実施した。（６月） 

・一部の診療科で、臨床参加型臨床実習の充実のた

めに、学生の電子カルテシステムの活用を進めた。 

医療チームの一員として診療に参加しているという

意識付けができ、実習に取り組む意欲を高める効果

がみられた。 

・一部の診療科で、診療参加型臨床実習において診

療現場での診察技能評価（MiniCEX）を導入した。 

多面的に学生を評価することができ、適切なフィー

ドバックによる診療技能向上の効果がみられた。 

・これら、学生の電子カルテシステムの活用や診療

現場での診察技能評価（MiniCEX）の導入については

次年度以降、より多くの診療科で実施できるよう検

討を進めていく予定である。 

 

（高知地域医療支援センターの取組） 

［卒前（学生教育・研修）］ 

（キャリア形成卒前支援プラン） 

・昨年度に引き続き、地域枠学生等を対象としたキャ

リア形成卒前支援プランを作成し、運用を行った。 

 

様式 1－１ 
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管理番号【22】の 2 枚目 
＊初期臨床研修部門 

・臨床研修プログラムを運営する。 

・臨床研修プログラムを更新する。 

・CPC（臨床病理検討会）及び各種セミナー等を開催

する。 

＊キャリア形成支援部門 

・専門研修プログラムの更新・管理を支援する。 

・学外からの病院研修生、学生実習の受入れを行

う。 

・学外からの病院研修生、学生実習のプログラムを

更新する。 

・看護師特定行為研修を実施する。 

＊医学教育 IR 室 

・医学科独自の学生評価アンケート、卒業予定者ア

ンケートを実施する。 

・全学で行っているアンケート等（教育の質保証ア

ンケート、セルフアセスメントシート、パフォーマ

ンス評価、卒後アンケート）の医学科分について、

医学科独自のアンケートと統合し分析する。 

・学業（入試、GPA、共用試験、卒業試験、医師国家

試験）データを統合し分析する。 

・アンケートと学業データの分析結果を関係部署に

報告するとともに、その要約を HP で一般公開する。 

 

（低侵襲手術教育・トレーニングセンター） 

・手術支援ロボット使用手術に関する審査会を適宜

開催する。 

・自己研修による低侵襲手術トレーニングを適宜行

う。 

・手術支援ロボット「ダビンチ」の臨床使用に対す

る教育・トレーニングの支援を行う。 

・WEB による海外の学生・医師に対する、低侵襲手

術の教育を実施する。 
 

（黒潮医療人養成プロジェクトの実施） 

・キャリア形成卒前支援プランの一環として、文部

科学省令和４年研究拠点形成費等補助金（ポストコ

ロナ時代の医療人材養成拠点形成事業）により、高

知大学・和歌山県立医科大学・三重大学の３大学お

よび、９つの地域拠点病院を核とした「実践重視」

の教育プログラムを６年間を通じて段階的に展開す

る「黒潮医療人養成プロジェクト」を立ち上げた。 

高知大学では、県立幡多けんみん病院、県立あき

総合病院との連携により、体験実習に３科目（１～

３年次）・アクティブラーニングに３コース（２～４

年次）、長期滞在型クリニカル・クラークシップに１

科目（６年次）を指定し地域医療をより深く横断的

に学ぶためのプログラムとした。 

 キックオフとなる初年度においては、第１回の合

同シンポジウム（３月 1日）を開催し、特別講演

や、取組事例報告、プロジェクトの推進に向けたパ

ネルディスカッションが行われる等、３大学の教職

員、学生、地域医療人材養成拠点病院および、行政

関係者 136 名（学生 47 名含）に対し、プロジェクト

の意義の共有と相互交流の推進とともに、広く地域

に対し情報発信を行うことができた。（終了後のアン

ケートでは 98％が満足と回答） 

・地域枠学生等を対象とした幡多地域医療道場は新

型コロナウイルス感染拡大の影響により中止した。 

 

［卒後（研修医教育・研修）］ 

（高知県キャリア形成プログラムの実施） 

・地域枠卒業医師等を対象とした高知県キャリア形

成プログラムについて、本学が実施する各プログラ

ムの、Ⅰ.プログラムの特色、Ⅱ.目標等、軽微な見

直しを行い、高知県医療審議会医療従事者確保推進

部会で承認後、高知地域医療支援センターホームペ

ージ（YMDP）を更新した。（８月） 

令和４年度は、30 のプログラムに 36 名を新たに

受入れ、専門研修を実施した。 

また、同プログラムにおいては、地域枠卒業医師

が所属する県内プログラム基幹病院の専門研修統括

責任者等と面談を実施することで、病院側の地域枠

制度への理解が深まった。（６、９、10、12、１月） 

 

（その他支援） 

・地域枠卒業医師のキャリア形成支援のため、特命

医師を新たに３名任命（計７名）し、地域枠卒業医

師との定期面談（６～10月：研修医 68 名、専攻医

25 名、非入局医師 26 名）及び個別のキャリア相談

に対応した。 

・高知県キャリア形成プログラムの責任者等に対し

て、奨学金受給医師の長期的なローテーションを確

認するための勤務予定調査を実施した。（10 月） 

 

（情報発信等） 

・医療人育成支援センターと協働し、県内の初期臨

床研修・専門研修プログラムの最新情報を高知地域

医療支援センターホームページ（YMDP）で発信し

た。（10 月） 

・SNS（facebook）を活用し、専門研修等について情

報提供を行った。 

・地域枠制度の運営に関する情報交換を目的とし
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管理番号【22】の 3 枚目 
て、第 13 回中四国地域医療フォーラム（2/4 WEB 開

催）を主催し、各大学の地域医療教育、各県の地域

医療の現状や取り組みについての情報収集等を行っ

た。 

 

【高知県専門研修連絡協議会事務局としての業務】 

・高知県専門研修ガイドブックを作成し県内研修医

等に配布した。（４月） 

・専門研修に関する動画を作成し、高知県専門研修

連絡協議会のホームページで公開した。（３月） 

・同ホームページを適宜更新し、県内の専門研修に

関する情報を発信した。 

・高知県専門研修連絡協議会をメール会議で開催

し、高知県の専攻医のキャリア支援について協議し

た。（３月） 

 

（医療人育成支援センターの取組） 

＊臨床技能研修部門 

［生涯（医療スタッフ等教育・研修）］ 

・模擬患者（SP）の育成・管理：SP 養成講座

(4/16、5/14）、ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ（6/11）、説明会（5/11）を

実施。 

・模擬患者認定に向けたパフォーマンス評価に８名

が認定 

 

［卒前（学生教育・研修）］ 

・臨床実習後 OSCE（7/2 川崎医大３名、9/4 高知大 9

名、9/7・9 岡山大４名）、４年生医療面接実習（18

回・36 名）に協力、高知大臨床実習前 OSCE（本試７

名、再試２名）に協力、 

・学生技能研修：診療技能実習、医療面接実習、実

技試験（臨床実習後 OSCE 9/3-4、臨床実習前 OSCE 

11/27）を実施。 

 

［卒後（研修医教育・研修）］ 

・研修医技能研修：ﾌﾞﾗｯﾄﾞｱｸｾｽ（4/6、4/7、4/8）、

ICLS コース（7/24、10/2）、BLS コース（4/23-

24,5/7-8,7/2-3）、尿道カテーテル実習（6/17）CV

挿入研修（8/2-3）、外科縫合実習（8/22-23）を実

施 

 

［生涯（医療スタッフ教育・研修）］ 

・高知大学 ICLS コース（7/24、10/2、3/26（開催予

定））高知 ICLS 指導者ワークショップ (10/1)）、高

知大学 JMECC（2/12）を開催。 

・全病院職員 BLS 研修会の教材を作成し、９月から

年度内の予定で開催中。３月８日現在、医師：約

500 名。 

・スキルスラボ管理：多種多様な技能研修のために

スキルスラボの物品の貸出し、および会場の管理を

行った。スキルスラボの利用者数は 3,291 名（３月

末現在）であった。 

 

＊初期臨床研修部門 

［卒後（研修医教育・研修）］ 

・研修医のｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ及び必修科目の実習を実施

（4/1～4/14）必修科目(CV･尿ｶﾃ･縫合)実習を実施

（6・8月） 

・院内及び院外の研修ｽｹｼﾞｭｰﾙ調整を適宜実施した。 
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管理番号【22】の 4 枚目 
・初期臨床研修部門会議を開催した。（4/26、9/9、

12/6、3/7） 

・指導医懇談会及び研修医懇談会を毎月定例で実施

した。 

・CPC(必修)の実施計画を立案し、４回実施した。 

・病院見学５名の対応を行った。 

・６年生対象マッチング等説明会を Teams で実施し

た。(6/24) 

・高知県臨床研修連絡協議会が主催する高知県初期

臨床研修合同説明会（ｵﾝﾗｲﾝ）に参加し、参加学生

33 名にプレゼンを実施した。(6/20、6/23) 

 

＊キャリア形成支援部門の取組 

［生涯（医療スタッフ等教育・研修）］ 

・適宜専門研修保存文書を収集・整理を行った。 

・専門研修のプログラム及び募集等の情報を更新し

HP で発信した。 

・専攻医募集冊子を作成し、配布した。 

・内科及び総合診療の専門研修プログラム管理委員

会開催の補助を行った。（９月、２月） 

・看護師特定行為研修（4～9月は共通科目）の管理

運営を行った。（令和４年度４名修了） 

 

［卒前（学生教育・研修）］ 

・学外からの病院研修生、学生実習の受入れを行っ

た。 

 

＊医学教育 IR 室の取組 

［卒前（学生教育・研修）］ 

・学生評価アンケートを実施し学務委員会に報告し

た。 

・全学で行っているセルフアセスメントと GPS-

Academic の分析を実施し学務委員会、教育ファシリ

テータ会議に報告した。 

・卒業予定者アンケートを実施した。 

・研修医２年目の卒業生パフォーマンス評価を実施

中 

・学業データの統合を行った。更に、入試データと

英語の成績データの分析結果を医学部入学試験委員

会に提出し、医学科総合型選抜に２年後に英語外部

試験導入されることとなった。 

・アンケートと学業データの分析結果を関係部署に

報告した。学業データの要約を IR 室年報として HP

で一般公開した。 

 

＊低侵襲手術教育・トレーニングセンターの取組 

［生涯（医療スタッフ等教育・研修）］ 

・手術支援ロボット使用手術に関する審査会（ﾒｰﾙ会

議）を開催し、術者申請２件 術式申請１件が承認

された。 

・自己研修による低侵襲手術トレーニングを行っ

た。（4～2月 25 名） 

・第 8回ロボット手術セミナーを開催した。（11 月

28 日 35 名） 

・医療技術等国際展開推進事業 

「ブラジル連邦共和国における内視鏡・腹腔鏡技術

支援」 

オンラインコース 

外科コース責任者として、コンテンツを作成した。 
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管理番号【22】の 5 枚目 
［卒前（学生教育・研修）］ 
・学生指導・ｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行った。（4～2月 670 名） 
 

令
和
５
年
度 

（実施計画） 
【総務企画課】 

（医学部クリニカル・クラークシップ委員会） 

・診療参加型臨床実習において学生が経験した患者

の疾患分類や経験数の調査に基づいて、改善計画を

策定する。 

・診療参加型臨床実習における学生の医行為の経験

の調査に基づいて、医行為の経験を充実させる方策

を策定する。 

・臨床参加型臨床実習の充実のために、学生の電子

カルテシステムの活用の調査に基づき、問題点の改

善計画を策定する。 

・診療参加型臨床実習において診療現場での評価

（MiniCEX）を行う診療科を拡張する。 

 

（高知地域医療支援センター） 

・地域枠学生等を対象とした「キャリア形成卒前支

援プラン」を実施・評価・改善する。 

・地域枠卒業医師等を対象とした高知県キャリア形

成プログラムを更新する。 

・地域枠卒業医師等との面談を行う。 

・高知県専門研修連絡協議会の運営を行う。 

 

（医療人育成支援センター） 

＊臨床技能研修部門 

・SP（模擬患者）の育成・管理を行う。 

・研修医技能研修を実施する。 

・学生技能研修を実施する。 

・高知大学 ICLS（医療従事者のための蘇生トレーニ

ングコース）コースを開催する。 

・全病院職員 BLS（一次救命処置）研修会の教材を

更新し実施する。 

＊初期臨床研修部門 

・臨床研修プログラムを運営する。 

・臨床研修プログラムを更新する。 
・CPC（臨床病理検討会）及び各種セミナー等を開催す
る。 
＊キャリア形成支援部門 

・専門研修プログラムの更新・管理を支援する。 

・学外からの病院研修生、学生実習の受入れを行

う。 

・学外からの病院研修生、学生実習のプログラムを

更新する。 

・看護師特定行為研修を実施する。 

＊医学教育 IR 室 

・医学科独自の学生評価アンケート、卒業予定者ア

ンケートを実施する。 

・全学で行っているアンケート等（教育の質保証ア

ンケート、セルフアセスメントシート、パフォーマ

ンス評価、卒後アンケート）の医学科分について、

医学科独自のアンケートと統合し分析する。 

・学業（入試、GPA、共用試験、卒業試験、医師国家

試験）データを統合し分析する。 

・アンケートと学業データの分析結果を関係部署に

報告するとともに、その要約を HP で一般公開する。 

 

（低侵襲手術教育・トレーニングセンター） 

（実施状況） 
【総務企画課】 
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管理番号【22】の 6 枚目 
・手術支援ロボット使用手術に関する審査会を適宜

開催する。 

・自己研修による低侵襲手術トレーニングを適宜行

う。 

・手術支援ロボット「ダビンチ」の臨床使用に対す

る教育・トレーニングの支援を行う。 

・WEB による海外の学生・医師に対する、低侵襲手

術の教育を実施する。 
 

令
和
６
年
度 

（実施計画） 
【総務企画課】 

（医学部クリニカル・クラークシップ委員会） 

・診療参加型臨床実習において学生が経験した患者

の疾患分類や経験数を充実させる方策を実施し、調

査を継続する。 

・診療参加型臨床実習における学生の医行為の経験

を推進するとともに、継続的なモニタリングを行

う。 

・臨床参加型臨床実習の充実のために、学生の電子

カルテシステムの活用の調査に基づき、電子カルテ

利用をさらに推進する。 

・診療参加型臨床実習において診療現場での評価

（MiniCEX）をすべての診療科で実施する。 

 

（高知地域医療支援センター） 

・地域枠学生等を対象とした「キャリア形成卒前支

援プラン」を実施・評価・改善する。 

・地域枠卒業医師等を対象とした高知県キャリア形

成プログラムを更新する。 

・地域枠卒業医師等との面談を行う。 

・高知県専門研修連絡協議会の運営を行う。 

 

（医療人育成支援センター） 

＊臨床技能研修部門 

・SP（模擬患者）の育成・管理を行う。 

・研修医技能研修を実施する。 

・学生技能研修を実施する。 

・高知大学 ICLS（医療従事者のための蘇生トレーニ

ングコース）コースを開催する。 

・全病院職員 BLS（一次救命処置）研修会の教材を

更新し実施する。 

＊初期臨床研修部門 

・臨床研修プログラムを運営する。 

・臨床研修プログラムを更新する。 
・CPC（臨床病理検討会）及び各種セミナー等を開催す
る。 
＊キャリア形成支援部門 

・専門研修プログラムの更新・管理を支援する。 

・学外からの病院研修生、学生実習の受入れを行

う。 

・学外からの病院研修生、学生実習のプログラムを

更新する。 

・看護師特定行為研修を実施する。 

＊医学教育 IR 室 

・医学科独自の学生評価アンケート、卒業予定者ア

ンケートを実施する。 

・全学で行っているアンケート等（教育の質保証ア

ンケート、セルフアセスメントシート、パフォーマ

ンス評価、卒後アンケート）の医学科分について、

医学科独自のアンケートと統合し分析する。 

（実施状況） 
【総務企画課】 
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管理番号【22】の 7 枚目 
・学業（入試、GPA、共用試験、卒業試験、医師国家

試験）データを統合し分析する。 

・アンケートと学業データの分析結果を関係部署に

報告するとともに、その要約を HP で一般公開する。 

 

（低侵襲手術教育・トレーニングセンター） 

・手術支援ロボット使用手術に関する審査会を適宜

開催する。 

・自己研修による低侵襲手術トレーニングを適宜行

う。 

・手術支援ロボット「ダビンチ」の臨床使用に対す

る教育・トレーニングの支援を行う。 

・WEB による海外の学生・医師に対する、低侵襲手

術の教育を実施する。 
 

令
和
７
年
度 

（実施計画） 
【総務企画課】 

（医学部クリニカル・クラークシップ委員会） 

・診療参加型臨床実習において学生が経験した患者

の疾患分類や経験数を継続的にモニタリングし、フ

ィードバックするシステムを構築する。 

・診療参加型臨床実習における学生の医行為の経験

を、継続的にモニタリングし、フィードバックする

システムを構築する。 

・臨床参加型臨床実習の充実のために、学生の電子

カルテシステム活用を継続的にモニタリングし、フ

ィードバックするシステムを構築する。 

・診療参加型臨床実習において診療現場での評価

（MiniCEX）を継続する。 

 

（高知地域医療支援センター） 

・地域枠学生等を対象とした「キャリア形成卒前支

援プラン」を実施・評価・改善する。 

・地域枠卒業医師等を対象とした高知県キャリア形

成プログラムを更新する。 

・地域枠卒業医師等との面談を行う。 

・高知県専門研修連絡協議会の運営を行う。 

 

（医療人育成支援センター） 

＊臨床技能研修部門 

・SP（模擬患者）の育成・管理を行う。 

・研修医技能研修を実施する。 

・学生技能研修を実施する。 

・高知大学 ICLS（医療従事者のための蘇生トレーニ

ングコース）コースを開催する。 

・全病院職員 BLS（一次救命処置）研修会の教材を

更新し実施する。 

＊初期臨床研修部門 

・臨床研修プログラムを運営する。 

・臨床研修プログラムを更新する。 
・CPC（臨床病理検討会）及び各種セミナー等を開催す
る。 
＊キャリア形成支援部門 

・専門研修プログラムの更新・管理を支援する。 

・学外からの病院研修生、学生実習の受入れを行

う。 

・学外からの病院研修生、学生実習のプログラムを

更新する。 

・看護師特定行為研修を実施する。 

＊医学教育 IR 室 

（実施状況） 
【総務企画課】 
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管理番号【22】の 8 枚目 
・医学科独自の学生評価アンケート、卒業予定者ア

ンケートを実施する。 

・全学で行っているアンケート等（教育の質保証ア

ンケート、セルフアセスメントシート、パフォーマ

ンス評価、卒後アンケート）の医学科分について、

医学科独自のアンケートと統合し分析する。 

・学業（入試、GPA、共用試験、卒業試験、医師国家

試験）データを統合し分析する。 

・アンケートと学業データの分析結果を関係部署に

報告するとともに、その要約を HP で一般公開する。 

 

（低侵襲手術教育・トレーニングセンター） 

・手術支援ロボット使用手術に関する審査会を適宜

開催する。 

・自己研修による低侵襲手術トレーニングを適宜行

う。 

・手術支援ロボット「ダビンチ」の臨床使用に対す

る教育・トレーニングの支援を行う。 

・WEB による海外の学生・医師に対する、低侵襲手

術の教育を実施する。 

 
 

令
和
８
年
度 

（実施計画） 
【総務企画課】 

（医学部クリニカル・クラークシップ委員会） 

・診療参加型臨床実習において学生が経験した患者

の疾患分類や経験数を継続的にモニタリングし、卒

業時に達成すべき能力との関連を調査する。 

・診療参加型臨床実習における学生の医行為の経験

を、継続的にモニタリングし、卒業時に達成すべき

能力との関連を調査する。 

・臨床参加型臨床実習の充実のために、学生の電子

カルテシステム活用を継続的にモニタリングし、卒

業時に達成すべき能力との関連を調査する。 

・診療参加型臨床実習において診療現場での評価

（MiniCEX）と、卒業時に達成すべき能力との関連を

調査する。 

 

（高知地域医療支援センター） 

・地域枠学生等を対象とした「キャリア形成卒前支

援プラン」を実施・評価・改善する。 

・地域枠卒業医師等を対象とした高知県キャリア形

成プログラムを更新する。 

・地域枠卒業医師等との面談を行う。 

・高知県専門研修連絡協議会の運営を行う。 

 

（医療人育成支援センター） 

＊臨床技能研修部門 

・SP（模擬患者）の育成・管理を行う。 

・研修医技能研修を実施する。 

・学生技能研修を実施する。 

・高知大学 ICLS（医療従事者のための蘇生トレーニ

ングコース）コースを開催する。 

・全病院職員 BLS（一次救命処置）研修会の教材を

更新し実施する。 

＊初期臨床研修部門 

・臨床研修プログラムを運営する。 

・臨床研修プログラムを更新する。 
・CPC（臨床病理検討会）及び各種セミナー等を開催す
る。 

（実施状況） 
【総務企画課】 
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管理番号【22】の 9 枚目 
＊キャリア形成支援部門 

・専門研修プログラムの更新・管理を支援する。 

・学外からの病院研修生、学生実習の受入れを行

う。 

・学外からの病院研修生、学生実習のプログラムを

更新する。 

・看護師特定行為研修を実施する。 

＊医学教育 IR 室 

・医学科独自の学生評価アンケート、卒業予定者ア

ンケートを実施する。 

・全学で行っているアンケート等（教育の質保証ア

ンケート、セルフアセスメントシート、パフォーマ

ンス評価、卒後アンケート）の医学科分について、

医学科独自のアンケートと統合し分析する。 

・学業（入試、GPA、共用試験、卒業試験、医師国家

試験）データを統合し分析する。 

・アンケートと学業データの分析結果を関係部署に

報告するとともに、その要約を HP で一般公開する。 

 

（低侵襲手術教育・トレーニングセンター） 

・手術支援ロボット使用手術に関する審査会を適宜

開催する。 

・自己研修による低侵襲手術トレーニングを適宜行

う。 

・手術支援ロボット「ダビンチ」の臨床使用に対す

る教育・トレーニングの支援を行う。 

・WEB による海外の学生・医師に対する、低侵襲手

術の教育を実施する。 

 
 

令
和
９
年
度 

（実施計画） 
【総務企画課】 

（医学部クリニカル・クラークシップ委員会） 

・診療参加型臨床実習において学生が経験した患者

の疾患分類や経験数と卒業時に達成すべき能力との

関連に基づき、カリキュラムの改善を行う。 

・診療参加型臨床実習における学生の医行為の経験

と、卒業時に達成すべき能力との関連に基づき、カ

リキュラムの改善を行う。 

・臨床参加型臨床実習の充実のために、学生の電子

カルテシステム活用と、卒業時に達成すべき能力と

の関連に基づき、カリキュラムの改善を行う。 

・診療参加型臨床実習において診療現場での評価

（MiniCEX）と、卒業時に達成すべき能力との関連に

基づき、カリキュラムを改善する。 
 
（高知地域医療支援センター） 

・地域枠学生等を対象とした「キャリア形成卒前支

援プラン」を実施・評価・改善する。 

・地域枠卒業医師等を対象とした高知県キャリア形

成プログラムを更新する。 

・地域枠卒業医師等との面談を行う。 

・高知県専門研修連絡協議会の運営を行う。 

 

（医療人育成支援センター） 

＊臨床技能研修部門 

・SP（模擬患者）の育成・管理を行う。 

・研修医技能研修を実施する。 

・学生技能研修を実施する。 

（実施状況） 
【総務企画課】 
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管理番号【22】の 10 枚目 

 
 

・高知大学 ICLS（医療従事者のための蘇生トレーニ

ングコース）コースを開催する。 

・全病院職員 BLS（一次救命処置）研修会の教材を

更新し実施する。 

＊初期臨床研修部門 

・臨床研修プログラムを運営する。 

・臨床研修プログラムを更新する。 

・CPC（臨床病理検討会）及び各種セミナー等を開催す
る。 
＊キャリア形成支援部門 

・専門研修プログラムの更新・管理を支援する。 

・学外からの病院研修生、学生実習の受入れを行

う。 

・学外からの病院研修生、学生実習のプログラムを

更新する。 

・看護師特定行為研修を実施する。 

＊医学教育 IR 室 

・医学科独自の学生評価アンケート、卒業予定者ア

ンケートを実施する。 

・全学で行っているアンケート等（教育の質保証ア

ンケート、セルフアセスメントシート、パフォーマ

ンス評価、卒後アンケート）の医学科分について、

医学科独自のアンケートと統合し分析する。 

・学業（入試、GPA、共用試験、卒業試験、医師国家

試験）データを統合し分析する。 

・アンケートと学業データの分析結果を関係部署に

報告するとともに、その要約を HP で一般公開する。 

 

（低侵襲手術教育・トレーニングセンター） 

・手術支援ロボット使用手術に関する審査会を適宜

開催する。 

・自己研修による低侵襲手術トレーニングを適宜行

う。 

・手術支援ロボット「ダビンチ」の臨床使用に対す

る教育・トレーニングの支援を行う。 

・WEB による海外の学生・医師に対する、低侵襲手

術の教育を実施する。 
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（学外公表用） 
管理番号【22】の 1 枚目 

評価指標の実績 

 
 

評価指標 補足説明 担当課 

（11）-4-1 中期目標期間最終年度における診療参加
型臨床実習後の４段階の自己評価で、診療録の記載に
ついて「３．概ね自信を持って書ける」以上と回答する
学生が８割以上となる 

なし。 総務企画課 

令和４年度 62.7％ 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（11）-4-2 診療参加型臨床実習に対する評価を毎年
度ルーブリックで実施する 

なし。 総務企画課 

令和４年度 
・診療参加型臨床実習（５年生の臨床実習Ⅰ、及び６年生の臨床実習Ⅱ）において、e-

ポートフォリオを使ったルーブリック評価を実施した。 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（11）-4-3 学生、医師及びメディカルスタッフを対象
とした教育・研修プログラムを毎年度、点検する 

なし。 総務企画課 

令和４年度 

・学生：地域枠学生等を対象としたキャリア形成卒前支援プランを作成した。 

・医師及びメディカルスタッフ： 

①地域枠卒業医師等を対象とした高知県キャリア形成プログラムについて、各プロ

グラムで目標・特色等、軽微な見直しを行なった。 
②専門研修のプログラム及び募集等の情報を更新し HP で発信した。 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

 

様式１－２ 
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（学外公表用） 
管理番号【23】の 1 枚目 

第４期中期目標・中期計画進捗管理表 

 

管理番号 23 担当理事：企画 
担当課：法人企画課、総務課、物部総務課、総務

企画課 

大区分 Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

小区分  

中期目標 
（12）内部統制機能を実質化させるための措置や外部の知見を法人経営に生かすための仕組みの構
築、学内外の専門的知見を有する者の法人経営への参画の推進等により、学長のリーダーシップの
もとで、強靭なガバナンス体制を構築する。㉑ 

中期計画 
（12）-1 すべての学部等は、ステークホルダーや有識者などの学外から意見を取り入れて自律的
に部局改革を推進する仕組みを導入する。学長は、学外からの意見を集約するとともに監事や経営
協議会委員からの意見等を踏まえつつ、大学改革をリードしガバナンス体制を強化する。【23】 

理事評価 
Ⅳ「実施計画を上回って実施している」 

Ⅲ「実施計画を十分に実施している」 

Ⅱ「実施計画を十分には実施していない」 

Ⅰ「実施計画を実施していない」 

令和４年度 Ⅲ 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

令
和
４
年
度 

（実施計画） 
【法人企画課】 

学部等におけるステークホルダーや有識者などの

学外から意見を取り入れた取組を集約し、経営協議会

へ報告して意見交換を行う。経営協議会での議論も踏

まえつつ経営企画推進機構において大学経営に関す

る答申を、大学改革実施本部において大学改革に関す

る計画をそれぞれ作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（実施状況） 
【法人企画課】 
（経営協議会における学外意見の取入） 
学外委員からの意見も踏まえテーマを決定して行

う「大学運営に関する意見交換」について、令和４年
度は医療・研究・経営・地域連携等をテーマとして計
４回の意見交換を行った。第 90 回経営協議会の意見
交換の中で課題として議論が交わされた電子ジャー
ナル契約の在り方については、学内で方向性をとりま
とめ令和５年度の経営協議会で改めて報告を行うこ
ととなった。 
また、本学 75 周年記念事業について、取組みの進

捗状況を報告し、今後、発足をめざす校友会の在り方
などについて、学外委員との意見交換を行った。 
令和４年度中に開催した経営協議会において学外

委員から示された課題については取りまとめが完了
しており、令和５年６月開催の経営協議会までに、対
応の可否を判断した上で、その状況を取りまとめ、学
外に対して公表する。 
 
（経営企画推進機構における諮問と答申） 
令和４年度は、２件の諮問と３件の答申を審議し、

高知大学の DX、国際戦略の方向性を取りまとめる組
織の設置及び教育組織と教員組織の分離に関する検
証・見直しに関する提案を行った。当該提案に基づき、
役員会として教教一体型の教育研究組織へと移行す
る方向性を定め、大学改革実施本部の下で検討部会を
設置し、検討することとした。 
また、価格が高騰する電子ジャーナルの今後の在り

方についての諮問を発出し、令和６年度契約に向けた
議論を開始した。 
 

（大学改革実施本部における組織改革の検討） 
令和６年度の大学院修士課程「スポーツ・芸術文化

共創専攻（仮称）」の設置に向け、大学改革実施本部
において新専攻の在り方を議論し、令和５年４月に文

様式 1－１ 
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管理番号【23】の 2 枚目 
 
 
【総務課】 

人文社会科学部は、外部有識者と本学部の教員で組

織する高知大学人文社会科学部ステークホルダーと

の協議会を年度内に１回以上開催する。 

教育学部は、「国立大学法人高知大学教育学部と高

知県教育委員会との連携協議会」「高知大学教育学部

教育実習運営協議会」「高知大学教育学部後援会役員

会」「高知市校長会役員会との懇談会」「高校訪問」

を各１回開催して、外部からの意見を踏まえてカリキ

ュラム改善や就職支援の充実を図ることを検討する。 

理工学部は、外部有識者及びステークホルダーを学

外委員とする理工学部運営委員会を年度内に１回以

上開催する。 

地域協働学部は、外部有識者及びステークホルダー

の組織である学部運営会議及び地域協働学部「地域協

働教育推進会議」を年度内に計５回以上開催する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

部科学省に提出する設置計画書の準備を整えた。 
 
【総務課】 
（人文社会科学部） 
高知大学人文社会科学部ステークホルダーとの協

議会を令和４年９月 30 日に開催し、学部が直面する
厳しい課題に関する意見交換により、カリキュラム改
善に有益な意見を得た。得た意見を踏まえつつ、カリ
キュラム改善に向け、人文社会科学部運営委員会にお
いてプラットフォーム科目について検討を行った。 
 
（教育学部） 
「高知大学教育学部と高知県教育委員会との連携協
議会」 
令和５年３月 24 日開催 
本学取組状況報告、今後の課題、要望事項等 

本学からは、教職実践演習の内容見直しに係る講師の
派遣、教員採用試験早期化への対応等について要望を
行い、高知県教育委員会からは、地域連携による部活
動への支援等の要請等があった。次年度以降、検討し
ていくこととした。 
 
「高知大学教育学部教育実習運営協議会」 
 第１回 令和４年５月 25 日開催 
 第２回 令和４年 10月 13 日～20 日（メール会議） 
 第３回 令和５年３月末（メール会議） 
教育実習日程、総括等 

 
「高知大学教育学部後援会役員会」 
第１回 令和４年 10 月 22 日 
第２回 令和５年２月 18 日 
事業計画、要望事項、予算・決算等 

 
「高知市校長会役員会との懇談会」 
 令和５年１月 30 日開催 
 高知県の教育現場への要望、提言等 
新規採用された教員の早期退職等を防ぐことを目

的として、採用前に部活動指導員や ICT 補助員等に従
事し、長期的に学校現場と関わることができる体制、
仕組みを今後検討していくこととした。 
 
「高校訪問」 
 令和４年６月 13 日徳島県立鳴門高校（オンライン） 
 令和４年７月 14 日兵庫県立社高校（オンライン） 
 令和４年７月 14 日和歌山県立耐久高校 

（オンライン） 
 令和４年 10 月５日岡山県立倉敷古城池高校 

（オンライン） 
 令和５年３月 22 日高知県立中村高校 
 令和５年３月 28 日高知県立小津高校 
 
（理工学部） 
「理工学部保護者会」 
 令和４年 12 月 26 日～令和５年１月 31 日 
動画配信によるオンライン開催  
９月に保護者約 100 名の参加で対面での開催を予

定したが、台風のため直前で中止となった。代替とし
て、理工学部の教育活動、就職支援活動を保護者へ動
画配信を行い、電子メールで意見を収集した。 
 
「理工学部運営委員会」 
コロナ禍のため開催を見送った。 
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【物部総務課】 

学部の多様なステークホルダーから、学部運営に対

する意見等を聴取する組織として、農林海洋科学部運

営会議を設置する。（体制整備・規則制定） 

保護者向け就職・進学説明会を開催する。 

高知県農業教育高度化推進会議に参画し、地域課題

を共有する。 

農林海洋科学部運営会議、保護者進学説明会、高知

県農業教育高度化推進会議による意見を踏まえて、学

部運営を検討協議し、実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【総務企画課】 

医学部・医学部附属病院の委員会等において、外部

（地域協働学部・地域協働学専攻） 
令和４年度に別紙のとおり運営会議を３回、高知大

学地域協働学部「地域協働教育推進会議」（以下「推
進会議」という。）の総会を１回、理事会を３回、ま
た、推進会議の協力を得て、学習成果報告会を１回及
び社会人師匠講座を２回開催した。 
３月に開催した推進会議理事会において、就職支援

等のキャリア育成上役立つ取組を可能なところから
始めてはどうかとの提案が委員からあり、令和５年度
に低学年から推進会議会員との接点を増やすことに
資する仕組作りのためのアンケート調査を実施する
ことになった。 
 
（教職実践高度化専攻） 
「高知大学教職大学院連携協議会」 
令和４年５月２日、令和５年３月 17 日 

 
【物部総務課】 
（農林海洋科学部運営委員会の設置） 
学部改組に合わせて、ステークホルダーから学部運

営に対する意見等を聴取する組織として「農林海洋科
学部運営委員会」を設置するため、令和５年３月に「高
知大学農林海洋科学部運営委員会規則」を制定した。
現在、４号委員（学外有識者）６名の選出を行ってい
る。 
（就職相談） 
令和４年８月７日（日）実施の農林海洋科学部オー

プンキャンパスにて「保護者向け相談会」を開催し、
株式会社リクルート担当者から就職活動生を取り巻
く環境や農林海洋科学部の進路状況、高知大学の就職
支援内容の紹介等が行われたほか、教員及び学生が就
職状況や学生生活について説明を行った（参加者 77
名）。県外出身学生が多いため、地元での就職活動の
方法に関する質問が多くあり、教員及び学生が対応し
た。 
 
（高知県農業教育高度化事業への参画） 
高知県内の農業教育機関（農業高校・農業大学校・

担い手育成センター等）における農業教育の高度化を
目指す「高知県農業教育高度化事業」に参画し、県内
の農業教育の高度化について意見交換を行っている。
令和４年度高知県農業教育高度化推進会議（第１回６
月 29 日・第２回３月 16 日開催）に出席し、同会議で
強い要望のあった「農業経営分野の教員配置」に関し
て学部内で検討を行い、農林海洋科学部の改組による
カリキュラム変更に合わせ、令和５年度中に採用予定
であることを報告した。 
また、令和６年度以降に開講する新設科目「インタ

ーンシップ（技術・技能）」「インターンシップ（実
践力）」での実習生受入れ依頼、「キャリア形成論」
での講師依頼を行い、JA の委員等から前向きな回答
を得る等、ステークホルダーとの双方向の意見交換に
基づく学部運営を実施している。 
 
（編入学試験の実施） 
高知県農業教育高度化推進会議で要望のあった農

業大学校から農林海洋科学部への３年次編入制度の
実施について学部内で検討し、令和４年９月に農林海
洋科学部農林資源環境科学科の３年次編入試験（募集
人員２名）を実施した。他大学や農業大学校の学生５
名が受験し、うち３名が合格した。 
 
【総務企画課】 
高知大学医学部附属病院外部監査委員会を年２回（10
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有識者の意見を取り入れる。 
 

月、３月）開催し、外部有識者の意見を伺いながら、
病院の適正な医療安全管理体制の確保につなげてい
る。 
 

令
和
５
年
度 

（実施計画） 
【法人企画課】 

学部等におけるステークホルダーや有識者などの

学外から意見を取り入れた取組を集約し、経営協議会

へ報告して意見交換を行う。経営協議会での議論も踏

まえつつ経営企画推進機構において大学経営に関す

る答申を、大学改革実施本部において大学改革に関す

る計画をそれぞれ作成する。 
 
【総務課】 

人文社会科学部は、外部有識者と本学部の教員で組

織する高知大学人文社会科学部ステークホルダーと

の協議会を年度内に１回以上開催する。 

教育学部は、「国立大学法人高知大学教育学部と高

知県教育委員会との連携協議会」「高知大学教育学部

教育実習運営協議会」「高知大学教育学部後援会役員

会」「高知市校長会役員会との懇談会」「高校訪問」

を各１回開催して、外部からの意見を踏まえてカリキ

ュラム改善または就職支援の充実を図る。 

理工学部は、外部有識者及びステークホルダーを学

外委員とする理工学部運営委員会を年度内に１回以

上開催する。 

地域協働学部は、外部有識者及びステークホルダー

の組織である学部運営会議及び地域協働学部「地域協

働教育推進会議」を年度内に計５回以上開催する。 
 
【物部総務課】 

農林海洋科学部運営委員会を開催する。 

保護者向け就職・進学説明会を開催する。 

高知県農業教育高度化推進会議に参画する。 

農林海洋科学部運営委員会、保護者進学説明会、高

知県農業教育高度化推進会議による意見を踏まえた

学部運営について検証し、見直しを図る。 
 
【総務企画課】 

医学部・医学部附属病院の委員会等において、外部

有識者の意見を取り入れる。 
 

（実施状況） 
【法人企画課】 

 
 
【総務課】 
 
 
【物部総務課】 
 
 
【総務企画課】 
 
 

令
和
６
年
度 

（実施計画） 
【法人企画課】 

学部等におけるステークホルダーや有識者などの

学外から意見を取り入れた取組を集約し、経営協議会

へ報告して意見交換を行う。経営協議会での議論も踏

まえつつ経営企画推進機構において大学経営に関す

る答申を、大学改革実施本部において大学改革に関す

る計画をそれぞれ作成する。 
 
【総務課】 

人文社会科学部は、外部有識者と本学部の教員で組

織する高知大学人文社会科学部ステークホルダーと

の協議会を年度内に１回以上開催する。 

教育学部は、「国立大学法人高知大学教育学部と高

知県教育委員会との連携協議会」「高知大学教育学部

教育実習運営協議会」「高知大学教育学部後援会役員

会」「高知市校長会役員会との懇談会」「高校訪問」

を各１回開催して、外部からの意見を踏まえてカリキ

（実施状況） 
【法人企画課】 

 
 
【総務課】 
 
 
【物部総務課】 
 
 
【総務企画課】 
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ュラム改善または就職支援の充実を図る。 

理工学部は、外部有識者及びステークホルダーを学

外委員とする理工学部運営委員会を年度内に１回以

上開催する。 

地域協働学部は、外部有識者及びステークホルダー

の組織である学部運営会議及び地域協働学部「地域協

働教育推進会議」を年度内に計５回以上開催する。 

 
【物部総務課】 

農林海洋科学部運営委員会を開催する。 

保護者向け就職・進学説明会を開催する。 
高知県農業教育高度化推進会議に参画する。 
農林海洋科学部運営委員会、保護者進学説明会、高

知県農業教育高度化推進会議による意見を踏まえた
学部運営について検証し、見直しを図る。 
 
【総務企画課】 

医学部・医学部附属病院の委員会等において、外部

有識者の意見を取り入れる。 
 

令
和
７
年
度 

（実施計画） 
【法人企画課】 

学部等におけるステークホルダーや有識者などの

学外から意見を取り入れた取組を集約し、経営協議会

へ報告して意見交換を行う。経営協議会での議論も踏

まえつつ経営企画推進機構において大学経営に関す

る答申を、大学改革実施本部において大学改革に関す

る計画をそれぞれ作成する。 

 
【総務課】 

人文社会科学部は、外部有識者と本学部の教員で組

織する高知大学人文社会科学部ステークホルダーと

の協議会を年度内に１回以上開催する。 

教育学部は、「国立大学法人高知大学教育学部と高

知県教育委員会との連携協議会」「高知大学教育学部

教育実習運営協議会」「高知大学教育学部後援会役員

会」「高知市校長会役員会との懇談会」「高校訪問」

を各１回開催して、外部からの意見を踏まえてカリキ

ュラム改善または就職支援の充実を図る。 

理工学部は、外部有識者及びステークホルダーを学

外委員とする理工学部運営委員会を年度内に１回以

上開催する。 

地域協働学部は、外部有識者及びステークホルダー

の組織である学部運営会議及び地域協働学部「地域協

働教育推進会議」を年度内に計５回以上開催する。 
 
【物部総務課】 

農林海洋科学部運営委員会を開催する。 
保護者向け就職・進学説明会を開催する。 
高知県農業教育高度化推進会議に参画する。 
農林海洋科学部運営委員会、保護者進学説明会、高

知県農業教育高度化推進会議による意見を踏まえた
学部運営について検証し、見直しを図る。 
 
【総務企画課】 

医学部・医学部附属病院の委員会等において、外部
有識者の意見を取り入れる。 

（実施状況） 
【法人企画課】 

 
 
【総務課】 
 
 
【物部総務課】 
 
 
【総務企画課】 
 
 

令
和
８
年

（実施計画） 
【法人企画課】 

学部等におけるステークホルダーや有識者などの

学外から意見を取り入れた取組を集約し、経営協議会

（実施状況） 
【法人企画課】 
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度 へ報告して意見交換を行う。経営協議会での議論も踏

まえつつ経営企画推進機構において大学経営に関す

る答申を、大学改革実施本部において大学改革に関す

る計画をそれぞれ作成する。 
 
【総務課】 
人文社会科学部は、外部有識者と本学部の教員で組

織する高知大学人文社会科学部ステークホルダーと

の協議会を年度内に１回以上開催する。 

教育学部は、「国立大学法人高知大学教育学部と高

知県教育委員会との連携協議会」「高知大学教育学部

教育実習運営協議会」「高知大学教育学部後援会役員

会」「高知市校長会役員会との懇談会」「高校訪問」

を各１回開催して、外部からの意見を踏まえて改善し

たカリキュラムや就職支援の検証を行う。 

理工学部は、外部有識者及びステークホルダーを学

外委員とする理工学部運営委員会を年度内に１回以

上開催する。 

地域協働学部は、外部有識者及びステークホルダー

の組織である学部運営会議及び地域協働学部「地域協

働教育推進会議」を年度内に計５回以上開催する。 
 
【物部総務課】 

農林海洋科学部運営委員会を開催する。 

保護者向け就職・進学説明会を開催する。 

高知県農業教育高度化推進会議に参画する。 

農林海洋科学部運営委員会、保護者進学説明会、高

知県農業教育高度化推進会議による意見を踏まえた

学部運営について検証し、見直しを図る。 
 
【総務企画課】 

医学部・医学部附属病院の委員会等において、外部

有識者の意見を取り入れる。 

 

【総務課】 
 
 
【物部総務課】 
 
 
【総務企画課】 
 
 

令
和
９
年
度 

（実施計画） 
【法人企画課】 

学部等におけるステークホルダーや有識者などの

学外から意見を取り入れた取組を集約し、経営協議会

へ報告して意見交換を行う。経営協議会での議論も踏

まえつつ経営企画推進機構において大学経営に関す

る答申を、大学改革実施本部において大学改革に関す

る計画をそれぞれ作成する。 
 
【総務課】 

人文社会科学部は、外部有識者と本学部の教員で組

織する高知大学人文社会科学部ステークホルダーと

の協議会を年度内に１回以上開催する。 

教育学部は、「国立大学法人高知大学教育学部と高

知県教育委員会との連携協議会」「高知大学教育学部

教育実習運営協議会」「高知大学教育学部後援会役員

会」「高知市校長会役員会との懇談会」「高校訪問」

を各１回開催して、外部からの意見を踏まえて改善し

たカリキュラムや就職支援の検証を行う。 

理工学部は、外部有識者及びステークホルダーを学

外委員とする理工学部運営委員会を年度内に１回以

上開催する。 

地域協働学部は、外部有識者及びステークホルダー

の組織である学部運営会議及び地域協働学部「地域協

働教育推進会議」を年度内に計５回以上開催する。 
 

（実施状況） 
【法人企画課】 

 
 
【総務課】 
 
 
【物部総務課】 
 
 
【総務企画課】 
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管理番号【23】の 7 枚目 
【物部総務課】 

農林海洋科学部運営委員会を開催する。 

保護者向け就職・進学説明会を開催する。 

高知県農業教育高度化推進会議に参画する。 

農林海洋科学部運営委員会、保護者進学説明会、高

知県農業教育高度化推進会議による意見を踏まえた

学部運営について検証し、見直しを図る。 
 
【総務企画課】 

医学部・医学部附属病院の委員会等において、外部

有識者の意見を取り入れる。 
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（学外公表用） 
管理番号【23】の 1 枚目 

評価指標の実績 

 
 

評価指標 補足説明 担当課 

（12）-1-1 外部からの意見による改善を行う 

各学部等へステークホルダーや有識
者などの学外から意見を取り入れた
取組を年１回照会して把握する。経営
協議会委員からの意見による改善状
況を年１回整理する。 

法人企画課 

令和４年度 ０件 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（12）-1-2 経営企画推進機構による大学経営に関する
答申の数、及び大学改革実施本部による大学改革に関す
る計画の数を６年間累計で合計 25 件以上とする 

なし。 法人企画課 

令和４年度 

４件 
 
《内訳》 

経営企画推進機構答申：３件、大学改革実施本部：１件（修士課程新専攻） 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

 

様式１－２ 
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（学外公表用） 
管理番号【24】の 1 枚目 

第４期中期目標・中期計画進捗管理表 

 

管理番号 24 担当理事：総務 担当課：人事課 

大区分 Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

小区分  

中期目標 
（12）内部統制機能を実質化させるための措置や外部の知見を法人経営に生かすための仕組みの構
築、学内外の専門的知見を有する者の法人経営への参画の推進等により、学長のリーダーシップの
もとで、強靭なガバナンス体制を構築する。㉑ 

中期計画 
（12）-2 新たな戦略的業務や職種を新設し、学内外の専門的知見を有する者を登用することで、
ニューノーマルな社会にも対応する大学の経営基盤のさらなる強化・充実を実現する。【24】 

理事評価 
Ⅳ「実施計画を上回って実施している」 

Ⅲ「実施計画を十分に実施している」 

Ⅱ「実施計画を十分には実施していない」 

Ⅰ「実施計画を実施していない」 

令和４年度 Ⅳ 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

令
和
４
年
度 

（実施計画） 
【人事課】 

①高知大学さきがけ志金等の大学基金の管理運営及

び新たな基金の獲得等に係る業務を担う「基金・交友

事業課」を新設する。 

②大学基金に係る企画・立案、渉外に関する業務を担

う者を登用する。 

③教員と職員の中間的職種の育成・登用方法やキャリ

アパス等を検討するワーキンググループを設置する。 

④危機管理担当及び DX 推進担当の学長特別補佐を配

置、登用する。 

⑤理事特別補佐（若干名）を配置する。 
 

（実施状況） 
【人事課】 

（基金獲得を担う専門部署の設置） 

①高知大学さきがけ志金等の大学基金の管理運営

及び新たな基金の獲得等に係る業務を担う「基金・校

友事業課」を令和４年４月に新設した。 

 

（学内外の専門的知見を有する者の登用） 

②自治体での首長経験を有する人材を 75 周年記念

事業担当の特任専門員として新規採用し、基金業務に

係る体制の強化を図った。 

 

（教員と職員の中間的職種の育成・登用方法の検討） 

③教員と職員の中間的職種の育成・登用方法やキャ

リアパス等を検討するワーキンググループは、令和５

年度以降に設置する。 

 

（学長特別補佐の配置・登用） 

④学長特別補佐として、危機管理担当を１名、DX

推進担当を２名、配置した。そのうち、DX 推進担当

の学長特別補佐１名は、大手 IT 企業での職務経験を

有する人材を新規採用した。さらに、データサイエン

ス教育・情報セキュリティ担当の学長特別補佐を１

名、配置した。 

 

（理事特別補佐の配置） 

⑤理事特別補佐として、危機管理担当を１名（学内

登用）、75 周年記念事業担当を１名（自治体での首

長経験を有する者）、配置した。 
 

様式 1－１ 
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管理番号【24】の 2 枚目 

 
 

令
和
５
年
度 

（実施計画） 
【人事課】 

①専門的知見を有する者を登用することを検討する。 

 

（実施状況） 
【人事課】 

 

 

令
和
６
年
度 

（実施計画） 
【人事課】 

①●●担当の学長特別補佐を配置する。 
②●●担当の理事特別補佐を配置する。 
③アドミッションオフィサーをテニュア資格審査 
する。 
 

（実施状況） 
【人事課】 

 
 

令
和
７
年
度 

（実施計画） 
【人事課】 

①専門的知見を有する者を登用することを検討する。 
 

（実施状況） 
【人事課】 

 
 

令
和
８
年
度 

（実施計画） 
【人事課】 

①●●担当の学長特別補佐を配置する。 

②●●担当の理事特別補佐を配置する。 

 

（実施状況） 
【人事課】 

 
 

令
和
９
年
度 

（実施計画） 
【人事課】 

①専門的知見を有する者を登用することを検討する。 
 

（実施状況） 
【人事課】 
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（学外公表用） 
管理番号【24】の 1 枚目 

評価指標の実績 

 
 

評価指標 補足説明 担当課 

（12）-2-1 新たな戦略的業務や職種に６年間累計で 10
人以上を配置する 

なし。 人事課 

令和４年度 

６人 
 
《内訳》 

学長特別補佐：４人、理事特別補佐：２人 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

 

様式１－２ 
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（学外公表用） 
管理番号【25】の 1 枚目 

第４期中期目標・中期計画進捗管理表 

 

管理番号 25 担当理事：財務 担当課：施設企画課 

大区分 Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

小区分  

中期目標 
（13）大学の機能を最大限発揮するための基盤となる施設及び設備について、保有資産を最大限活
用するとともに、全学的なマネジメントによる戦略的な整備・共用を進め、地域・社会・世界に一
層貢献していくための機能強化を図る。㉒ 

中期計画 

（13）-1 戦略的な施設マネジメントにより全学的共用スペースの創出を進めるとともに、活用計
画を作成し実行する。また、施設・設備の効率的・効果的な集約化を行うとともに、地域の拠点機
能や地域防災拠点機能などの社会との連携・支援機能を付加することを通じて地域・社会に貢献す
る。【25】 

理事評価 
Ⅳ「実施計画を上回って実施している」 

Ⅲ「実施計画を十分に実施している」 

Ⅱ「実施計画を十分には実施していない」 

Ⅰ「実施計画を実施していない」 

令和４年度 Ⅲ 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

令
和
４
年
度 

（実施計画） 
【施設企画課】 

戦略的な施設マネジメントによる全学的共用スペ

ースの活用、学生寮等の集約手法ついて調査、計画

の検討を行う。 
 

（実施状況） 
【施設企画課】 
（戦略的な施設マネジメントによる全学的共用スペ
ースの創出） 
共同利用スペースについては、令和４年 12 月、国

立大学法人施設整備費（補正予算）にて、（朝倉）人
文社会科学部改修（Ⅲ期分のⅠ期目）が決定され
た。これを受け、「全学的共用スペースの拠出計画」
の見直しを行った。人文社会科学部に対し、改修面
積の 20％（Ⅲ期分合計約 1,100 ㎡）を全学的共用ス
ペースとして創出するよう要請し、その面積に沿っ
た平面計画案が人文社会科学部から提出された。 

 
（施設・設備の効率的・効果的な集約化） 
施設の効率的・効果的集約化については、５つの

職員宿舎の内、老朽化が進み入居者が減少している
勝負の川宿舎について、廃止することを決定（令和
４年９月 14 日開催第 450 回役員会）し、今後の活用
策について検討を行うこととした。 
また、今後の施設集約化に向けた整備計画を検討す

るにあたり、以下の調査・対応を行った。 
①学生寄宿舎・職員宿舎整備スケジュールの作成 
②該当する敷地の学生寄宿舎・職員宿舎敷地等基礎
データ集の作成 

③学生寄宿舎の管理を担当する学生支援課との打

合せにおいては、定員数（300 人程度：留学生

含）、男女・外国人混住型、個室＋集会室（会

議室）等について要望を聴取した。 

 

令
和
５
年
度 

（実施計画） 
【施設企画課】 

前年度の検討結果を踏まえた全学的共用スペース

の有効活用を行う。 

学生寮等に地域の防災機能も含めたプラン策定や

施設整備手法について調整を行う。 

（実施状況） 
【施設企画課】 

 

 

様式 1－１ 
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管理番号【25】の 2 枚目 

令
和
６
年
度 

（実施計画） 
【施設企画課】 

全学的共用スペースの有効活用を行う。 

学生寮等に地域の防災機能も含めたプラン策定や

施設整備手法について調整を行う。 
 

（実施状況） 
【施設企画課】 

 
 

令
和
７
年
度 

（実施計画） 
【施設企画課】 

全学的共用スペースの活用内容を検証し、結果を

踏まえた活用計画とする。 

学生寮等の整備を推進する。 
 

（実施状況） 
【施設企画課】 

 
 

令
和
８
年
度 

（実施計画） 
【施設企画課】 

全学的共用スペースの有効活用を行う。 

学生寮等の整備を推進する。 
 

（実施状況） 
【施設企画課】 

 
 

令
和
９
年
度 

（実施計画） 
【施設企画課】 

全学的共用スペースの有効活用を行う。 

学生寮等の整備を推進する。 
 

（実施状況） 
【施設企画課】 
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（学外公表用） 
管理番号【25】の 1 枚目 

評価指標の実績 

 
 

評価指標 補足説明 担当課 

（13）-1-1 全学的共用スペースを６年間累計で新た
に 1,000 ㎡以上創出する 

なし。 施設企画課 

令和４年度 ０㎡ 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（13）-1-2 施設・設備の集約化を伴う施設整備、及び
地域防災拠点機能等を付加した施設整備を６年間で１
件以上実施する 

なし。 施設企画課 

令和４年度 ０件 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

 

様式１－２ 
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（学外公表用） 
管理番号【26】の 1 枚目 

第４期中期目標・中期計画進捗管理表 

 

管理番号 26 担当理事：財務 
担当課：基金・校友事業課、総務課、財務課、研究

推進課、地域連携課 

大区分 Ⅲ 財務内容の改善に関する事項 

小区分  

中期目標 

（14）公的資金のほか、寄附金や産業界からの資金等の受入れを進めるとともに、適切なリスク管
理のもとでの効率的な資産運用や、保有資産の積極的な活用、研究成果の活用促進のための出資等
を通じて、財源の多元化を進め、安定的な財務基盤の確立を目指す。併せて、目指す機能強化の方
向性を見据え、その機能を最大限発揮するため、学内の資源配分の最適化を進める。㉓ 

中期計画 
（14）-1 寄附金の募集や施設の貸付け等の収入に関する業務を専門的に行う組織を新たに設置す
るとともに、余裕金運用割合の引き上げや知財収入などの個々の自己収入獲得の取組を進め、大学
経営に必要な予算を自律的に獲得する体制を構築して安定的な財務基盤を確立する。【26】 

理事評価 
Ⅳ「実施計画を上回って実施している」 

Ⅲ「実施計画を十分に実施している」 

Ⅱ「実施計画を十分には実施していない」 

Ⅰ「実施計画を実施していない」 

令和４年度 Ⅲ 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

令
和
４
年
度 

（実施計画） 
【基金・校友事業課】 
高知大学さきがけ志金事業として、新たに研究等支

援基金及び創立 75 周年記念事業基金を立ち上げると
ともに、既存の学部横断型寄附金を取り纏め一元管理
を図る等、最適な基金運用のための寄附制度の見直し
を段階的に行う。 

・令和４年度事業計画及び募金活動方針の策定 
・さきがけ志金規則等関係規則の改正 
・寄附募集及び事業実施方法等の見直し 
・募金活動等担当業務の整理 
他部署と連携し大学の各種イベントや大学 HP を活

用してさきがけ志金の広報活動を行う。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（実施状況） 
【基金・校友事業課】 

（基金獲得を担う専門部署の設置） 

第４期中期目標・中期計画期間内において自己収

入獲得に力を傾注し、大学経営に必要な予算を自律

的に獲得する体制を構築して安定的な財務基盤を確

立するために、高知大学さきがけ志金をはじめとし

た大学基金の管理運営及び新たな基金の創設、校友

会設置を含む創立 75 周年記念事業全般に係る業務を

担う組織として、令和４年４月１日に基金・校友事

業課を設置した。 

 

（創立 75 周年記念事業への寄附） 

令和４年５月に高知大学さきがけ志金規則を改正

し、志金を供する事業に創立 75 周年記念事業を明記

し、払込取扱票等の様式を整備することによって、

本事業に係る寄附を可能とした。さらに、資金の受

入を促進する為に、令和５年１月、新たに「高知大

学創立 75 周年記念事業募金趣意書」を製作・配布し

ており、学校推薦型選抜合格者（332 名）と併せて

３月に一般入試合格者（665 名＋115 名）にも寄附を

呼び掛けた。（学外者からの寄附実績：46 件

485,000 円） 

 

（基金の一元的管理） 

既存の学部等横断型基金を一本化することも視野

に入れ、寄附者が理解しやすいよう基金の種類、目

的、活動内容等が一目でわかる形態に整備すること

を現在検討している。乱立による基金の複雑化を防

ぐため、基金の一元管理に先だっての「研究等支援

基金」設置は見送り、本年度の文科省申請は行わな

かった。 

様式 1－１ 
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管理番号【26】の 2 枚目 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（予算計画と募金活動方針） 

令和４年度さきがけ志金の事業計画は、令和４年

度収入見込額（一般目的＋特定目的：繰越額を含

む）40,990,385 円（うち創立 75 周年事業収入：

20,000,000 円）に対して、支出予定額 5,289,419 円

（うち創立 75 周年事業支出は当初 0円）、令和５年

度への繰越額 35,700,966 円を計上した。 

支出予定額には、一般事業として「学生表彰：

465,000 円」と「コロナ禍での学生への食支援：

2,369,000 円」、特定事業では学生への支援やスポ

ーツを通じた地域貢献事業など 11 事業に 2,302,519

円をそれぞれ計上し、安定した資金運用を計画して

いる。 

 

（基金に関する案内の PR 強化） 

募金案内の PR 強化策を検討し、従前から取り組ん

でいる募金案内に加えて、大学ＨＰやさきがけ志金

リーフレット等の一新を図り、シンプルかつ分かり

やすい案内を作成し PR を行った。 

さらに、さきがけ志金運営委員会において、新た

な活動方針として、実施した事業の見える化、ター

ゲット及びストーリー性を意識した広報活動、大学

関連企業等への訪問を設定するとともに、その具体

的な取組内容を定め、戦略的に実施することとして

いる。年度終了後には謝意を込めた募金活動報告書

を作成し、寄附者へ送付する予定である。加えて、

募金活動の目標値も設定した。 

 

（関係規則の改正） 

「高知大学さきがけ志金規則」、「さきがけ志金

に係る給与からの控除による寄附の取扱要領」を一

部改正し、創立 75 周年事業の項目追加、給与控除も

受けられるような改正を行った。（令和４年５月、

９月） 

 

（寄附募集等の見直し） 

さきがけ志金リーフレット（簡易版）の振込用紙

を改定した他、募金趣意書を新たに製作し、各所に

配布した。また、本学 HP に創立 75 周年記念サイト

を開設し、その中でも募金募集を大きく取り上げ PR

している。今後はより寄附募集の効果を高めるため

に、本学と取引実績のある企業・法人や公共施設等

にもさきがけ志金リーフレットや募金趣意書等を配

付できるよう進めていく。 

 

（担当業務の整理） 

令和４年４月の基金・校友事業課の発足によっ

て、総務課及び学生支援課からさきがけ志金、修学

支援基金、をまずは引き継ぎ、一元的な基金管理を

開始した。現在の基金・校友事業課のスタッフは５

名体制。 

 

（さきがけ志金の広報活動） 

創立 75 周年事業財務部会と協働して募金広報活動

を実施している。広く一般向けには、さきがけ志金

リーフレット（簡易版）及び広報誌 Lead の配布や、

本学 HP 及び創立 75 周年記念サイトでの情報発信に

加えて、新聞広告等で宣伝を行っている。 
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また、在学生・保護者には入学案内時、卒業生に

は卒業時、同窓会員には自治体行脚等の際にさきが

け志金リーフレット等を直接配付している。さら

に、教職員には学内掲示板及び各種会議体での広報

活動を行っているほか、給与控除により寄附を行う

制度「ワンコイン募金」を募集する等、募金活動を

精力的に行っている。 

 

（その他の取組） 

「企業版ふるさと納税の活用」 

・創立 75 周年記念事業の原資として、「企業版ふる

さと納税（地方創生応援税制）」を活用した自治体

からの補助金受入を開始した。各自治体へは須崎

市、梼原町、土佐市、高知県への提案を開始し、四

万十町、安田町へと拡大している。 

・本資金の受入を通じて創立 75 周年記念事業での自

治体と連携した取り組みを進めるとともに、本学の

教育研究の持続的発展のため、安定的な財源確保を

目的とする基盤構築を検討している。 

・須崎市で補正予算案（2,000 万円）が令和４年６

月議会で承認決定されたことを受けて、当課が県内

企業廻りを開始し、４社（高知通信機、晃立、ミタ

ニ建設工業、四国銀行 総計 2,100 万円）から寄附

申出書が須崎市に提出され（８月）、本学へは最終

的に 1,200 万円の交付が決定された。10/1 に 75 周

年記念事業第 1回シンポジウムを須崎市で開催し、

運営費用等を交付金で賄った。 

・梼原町においても補正予算案（2,000 万円）が令

和４年９月議会で承認決定され、高知銀行、四国銀

行それぞれ 1,000 万円（総計 2,000 万円）の寄附申

し出があり、本学へは最終的に 1,200 万円の交付が

決定された。3/18 に 75 周年記念事業第 3回シンポ

ジウムを梼原町で開催し、運営費用等を交付金で賄

った。 

・「企業版ふるさと納税制度」により自治体が企業

等から受け入れた寄附金を活用し自治体が定めた

「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」の一部を

本学が行っている。本学は自治体から補助金交付を

受けているが、資金提供してくれた寄附企業に対

し、しっかりと謝意を示す規則を制定した（12 月 26

日拡大役員会）。 

 

「クラウドファンディングの導入」 

・さらなる寄附金獲得を目指して「国立大学法人高

知大学におけるクラウドファンディング実施要領」

を制定（2月 22 日役員会報告）し、令和５年３月に

READYFOR と契約を締結した。インターネットを通じ

て本学の研究者・教職員への寄附金収入を拡大し、

財政基盤の強化を図っていく。令和５年５月以降に

クラファン学内説明会を開催する予定。 

 

「 Kochi University Giving Campaign」 

高知大学の部活・サークルに対する課外活動支援

や支援者コミュニティーの拡大・活性化を目的とし

たチャリティイベント（20 の国立大学が開催）を令

和５年 10月 24 日から 30 日にかけて開催し、6,187

人が参加、213 件の寄附を受け入れた。期間中集ま

った寄附金は、応援の数をベースに 35 の学生団体と

大学に約 337 万円（250 万円（企業協賛金）、約 87
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【総務課】 
高知大学さきがけ志金の募金活動について広報室

の発信媒体の活用などを検討する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【財務課】 

年度当初に資金運用計画及び資金管理計画表を作

成し、毎月の収支状況から保有する資金（余裕金）

を的確に把握することにより、余裕金を積極的に運

用することで、幅広く収益を獲得できる工夫をす

る。 

土地・建物等の保有資産については、資産活用や

利用対象の見直し等により新たな収入源獲得方法を

検討する。あわせて、遊休資産の活用や不用財産の

譲渡に向けた手続きを進めていく。 

また、中期計画に掲げる評価指標（数値目標額：

中期目標期間最終年度における国費以外の収入額

を、令和３年度末を基準として４億円以上増額させ

る）達成に向けて、病院収入、寄附金や他の外部資

金の獲得状況など全体的な収入獲得状況を把握し、

自律的な経営を進めるための財務基盤強化に向けた

中長期的な財務計画を全学に示し、全学的な取組を

促す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

万円（寄附金））を配分した。寄附に基づく事業の

見える化を図るため、参加学生団体から感謝を込め

た動画を配信している。本取組みは次年度も開催す

る予定。 

 

【総務課】 

（大学 HP や広報誌によるさきがけ志金の案内） 

さきがけ志金の特定事業として追加された「高知

大学創立 75 周年記念事業」について、寄附の案内が

進められた令和４年５月の 75 周年記念事業キックオ

フイベントの実施を契機に、75 周年記念事業ページ

への誘導を目的とした 75 周年記念サイトバナーを大

学公式ホームページのトップページに設置した。ま

た、高知大学広報誌 Lead にてさきがけ志金の寄附募

集と 75 周年記念事業の広報を毎号１ページ分に拡大

し掲載した。 

（令和３年度誌面スペース：1/3P,1/3P,1/3P 計１P 

令和４年度誌面スペース：1/3P，1P，1P 計２と

1/3P） 

「75 周年記念事業」とリンクした広報の強化を行っ

た。 

 

【財務課】 

（資金運用計画等に基づく運用益の獲得） 

資金運用については、年度当初に資金運用計画及

び資金管理計画表を作成し、短期運用、長期運用を

実施した。具体的には、長期運用として国債を２億

円、地方債７千万円購入し、短期運用としては４件

の定期預金・譲渡性預金への運用を実施し、余裕金

を活用した収益獲得を目指した。結果として、当初

の収入目標である   7,500 千円を上回る年間

8,771 千円の運用益を獲得した。 

 

（遊休資産の活用や重要財産の譲渡） 

 保有資産の活用については、昨年度売却手続きを

とりながら入札手続きにおいて不落となり一時的に

遊休資産となっている宇佐東団地について、海洋生

物研究教育施設教員の指導のもとで活用計画を進め

た結果、令和４年 11 月からスジアオノリの養殖を目

的とした土地活用を検討している事業者へ将来的な

売却も見据えた一時貸付の許可を行い、令和４年度

中に 129,562 円の貸付料収入を得た。 

また、道路整備の都市計画決定されている高知市

広域都市計画道路（鴨部北城山線）の拡幅工事に伴

い、高知市への譲渡が決定している朝倉南団地の一

部について、譲渡契約に向けた協議が整ったため、

学内で不用決定手続きを行い文部科学省に重要な財

産の譲渡に関する認可申請手続きを行うとともに、

移転のための合意書を高知と締結し、令和６年度中

の譲渡に向けた手続きを進めた。 

 

（附属病院の収入） 

 附属病院においては、新型コロナウィルス感染症

の拡大に伴い病床稼働率が低下したため附属病院収

入は 19,068,128 千円となり前年度と比較して約

613,000 千円の減額となる一方、高知県からの空床

補償の補助金が前年度と比較し約 320,000 千円増額

となる 1,189,240 千円となっている。 
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【研究推進課】 

競争的研究費等の公募情報の収集・学内発信及び

応募書類のブラッシュアップ等により外部資金の獲

得を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域連携課】 

特許出願の質の向上を継続し、技術移転活動を積

極的に行うことにより、安定的な知財収入確保を推

進する。 
 

 資金運用や保有資産の有効活用、附属病院の診療

活動等によって、令和３年度末の国費以外の収入総

額 26,423 百万円に対して令和４年度の収入総額は

26,581 百万円となった。 

 
【研究推進課】 
（講演会の実施） 
科研費獲得向上を目指し、「令和５年度科研費申

請に関する講演会」を Web で開催（７月 19 日、20
日に朝倉キャンパス、物部キャンパス、岡豊キャン
パスを対象に計３回）し、延べ 130 名の研究者が参
加した。 
 
（ブラッシュアップの実施） 
科研費申請書のブラッシュアップを募集し、希望

のあった 81 件に対して URA、研究支援コーディネー
ターによるブラッシュアップを行い、うち 22 件が採
択（27.2％）された。 
 
（インセンティブ経費の配分） 
令和４年度の科研費応募の審査結果に基づき、希

望する対象者 41 名にインセンティブ経費を配分し、
うち 14 件が採択（34.1％）された。 
 

（採択率の分析） 

令和５年度の科学研究費助成事業の採択率は、

18.9％（令和５年３月 24 日現在）と令和４年度の採

択率の 20.8％から低下したものの、基盤研究（B）

の採択率は、7.9％から 18.2%に上昇している。ま

た、基盤研究（B）のブラッシュアップ（BU）受講者

の採択率は、令和４年度０％（受講者 12 名、採択者

０名）から令和５年度 33％（受講者 12 名、採択者

４名）に引き上がった。 

 

 

（公募情報の発信） 

外部資金獲得に繋げるため、財団等の研究助成及

び政府等の競争的研究費の公募情報等について、学

内掲示版に月平均 7.4 件掲載し周知した。 

 

【地域連携課】 

（安定的な知的財産収入の確保） 
特許出願に際しては、本学の特許出願方針に基づ

き、企業への実施許諾や外部資金獲得が見込まれるも
のに厳選して 19 件の出願を行い、継続して質の向上
に努めた。 
また、令和４年度には新たに知財コーディネーター

として技術移転活動の経験・実績がある特任講師１名
を雇用し、市場調査や企業へのアプローチ等、マーケ
ティング活動を積極的に行った結果、13件のライセン
ス契約等を行った。 

さらに、新株予約権取得の制度として「国立大学法
人高知大学におけるライセンス等の対価として取得
する株式等の取扱に関する規則」を令和４年７月 29
日に制定した。これにより、今後ベンチャー企業への
技術移転の可能性が広がることが見込まれる。なお、
令和５年３月時点では、本制度を利用した令和５年度
以降のライセンス契約に関する交渉を１件行ってい
るところである。 
これらの取り組みにより、令和４年度の特許等によ

る知財収入は、2,064 万円となり、令和２・３年度に
引き続き、2,000 万円を超える成果となった。 
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令
和
５
年
度 

（実施計画） 
【基金・校友事業課】 
高知大学さきがけ志金に新しく項目建てした創立

75 周年記念事業基金や既存の学部横断型寄附金を取
り纏め一元管理を図ることにより、最適な基金運用の
ための寄附制度の見直しを段階的に行う。また、昨年
度から新規に開発した外部資金の獲得の取組みにつ
いては、継続して実施し、発展させていく。 

・令和５年度事業計画及び募金活動方針の策定 
・さきがけ志金規則等関係規則の改正 
・寄附募集及び事業実施方法等の改善 
・企業版ふるさと納税を活用した補助金の獲得 
・Giving Campaign 実施による学生支援 
・クラウドファンディングの企画、運営 
他部署と連携し大学の各種イベントや大学 HP を活

用してさきがけ志金の広報活動を行う。 
 

【総務課】 
高知大学さきがけ志金の募金活動について広報室

の発信媒体の活用などを検討する。 
 

【財務課】 
年度当初に資金運用計画及び資金管理計画表を作

成し、毎月の収支状況から保有する資金（余裕金）を
的確に把握することにより、余裕金を積極的に運用す
ることで、幅広く収益を獲得できる工夫をする。 

土地・建物等の保有資産については、資産活用や利
用対象の見直し等により新たな収入源獲得方法を検
討する。あわせて、遊休資産の活用や不用財産の譲渡
に向けた手続きを進めていく。 

さらに前年度に実施した活用策の効果を検証し、従
来の手法の見直しや新たな実施施策の実施を行う。 

また、中期計画に掲げる評価指標（数値目標額：中
期目標期間最終年度における国費以外の収入額を、令
和３年度末を基準として４億円以上増額させる）達成
に向けて、病院収入、寄附金や他の外部資金の獲得状
況など全体的な収入獲得状況を把握し、自律的な経営
を進めるための財務基盤強化に向けた中長期的な財
務計画の進捗状況を全学に示し、更なる全学的な取組
を促す。 
 

【研究推進課】 

競争的研究費等の公募情報の収集・学内発信及び

応募書類のブラッシュアップ等により外部資金の獲

得を図る。 

 

【地域連携課】 

特許出願の質の向上を継続し、技術移転活動を積

極的に行うことにより、安定的な知財収入確保を推

進する。 
 

（実施状況） 
【基金・校友事業課】 

 

 

【総務課】 

 

 

 

【財務課】 

 

 

【研究推進課】 

 

 

【地域連携課】 

 
 

令
和
６
年
度 

（実施計画） 
【基金・校友事業課】 
高知大学さきがけ志金に新しく項目建てした創立

75 周年記念事業基金や既存の学部横断型寄附金を取
り纏め一元管理を図ることにより、最適な基金運用の
ための寄附制度の見直しを段階的に行う。また、外部
資金の獲得の取組みについては、継続して実施し、改
善・発展させていく。 

・令和６年度事業計画及び募金活動方針の策定 
・さきがけ志金規則等関係規則の改正 
・寄附募集及び事業実施方法等の改善 
・企業版ふるさと納税を活用した補助金の獲得 

（実施状況） 
【基金・校友事業課】 

 

 

【総務課】 

 

 

【財務課】 

 

 

【研究推進課】 
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管理番号【26】の 7 枚目 
・Giving Campaign 実施による学生支援 
・クラウドファンディングの企画、運営 
他部署と連携し大学の各種イベントや大学 HP を活

用してさきがけ志金の広報活動を行う。 
 

【総務課】 

高知大学さきがけ志金の募金活動について、広報

室の発信媒体の活用などを検討する。 

 

【財務課】 

年度当初に資金運用計画及び資金管理計画表を作

成し、毎月の収支状況から保有する資金（余裕金）

を的確に把握することにより、余裕金を積極的に運

用することで、幅広く収益を獲得できる工夫をす

る。 

土地・建物等の保有資産については、資産活用や

利用対象の見直し等により新たな収入源獲得方法を

検討する。あわせて、遊休資産の活用や不用財産の

譲渡に向けた手続きを進めていく。 

さらに前年度に実施した活用策の効果を検証し、

従来の手法の見直しや新たな実施施策の実施を行

う。 

また、中期計画に掲げる評価指標（数値目標額：

中期目標期間最終年度における国費以外の収入額

を、令和３年度末を基準として４億円以上増額させ

る）達成に向けて、病院収入、寄附金や他の外部資

金の獲得状況など全体的な収入獲得状況を把握し、

自律的な経営を進めるための財務基盤強化に向けた

中長期的な財務計画の進捗状況を全学に示し、更な

る全学的な取組を促す。 

令和６年度は翌年度に４年目終了時評価を控え

て、評価指標等計画の達成状況を検証し、達成でき

ていないものがあれば更なる取組を促し、翌年度の

評価を見据えて実施体制を作っていく。 

 

【研究推進課】 

競争的研究費等の公募情報の収集・学内発信及び

応募書類のブラッシュアップ等により外部資金の獲

得を図る。 

 

【地域連携課】 

特許出願の質の向上を継続し、技術移転活動を積

極的に行うことにより、安定的な知財収入確保を推

進する。 
 

 

 

【地域連携課】 

 
 

令
和
７
年
度 

（実施計画） 
【基金・校友事業課】 
高知大学さきがけ志金に関し、最適な基金運用のた

めの事業を実施すると共に、必要に応じて寄附制度の
見直しを適宜行う。また、外部資金の獲得の取組みに
ついては、継続して実施し、改善・発展させていく。 

・令和７年度事業計画及び募金活動方針の策定 
・寄附募集及び事業実施方法等の改善 
・企業版ふるさと納税を活用した補助金の獲得 
・Giving Campaign 実施による学生支援 
・クラウドファンディングの企画、運営 
他部署と連携し大学の各種イベントや大学 HP を活

用してさきがけ志金の広報活動を行う。 
 

【総務課】 
高知大学さきがけ志金の募金活動について、広報室

（実施状況） 
【基金・校友事業課】 

 

 

【総務課】 

 

 

【財務課】 

 

 

【研究推進課】 

 

 

【地域連携課】 
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管理番号【26】の 8 枚目 
の発信媒体の活用などを検討する。 
 

【財務課】 

年度当初に資金運用計画及び資金管理計画表を作

成し、毎月の収支状況から保有する資金（余裕金）

を的確に把握することにより、余裕金を積極的に運

用することで、幅広く収益を獲得できる工夫をす

る。 

土地・建物等の保有資産については、資産活用や

利用対象の見直し等により新たな収入源獲得方法を

検討する。あわせて、遊休資産の活用や不用財産の

譲渡に向けた手続きを進めていく。 

さらに前年度に実施した活用策の効果を検証し、

従来の手法の見直しや新たな実施施策の実施を行

う。 

また、中期計画に掲げる評価指標（数値目標額：

中期目標期間最終年度における国費以外の収入額

を、令和３年度末を基準として４億円以上増額させ

る）達成に向けて、病院収入、寄附金や他の外部資

金の獲得状況など全体的な収入獲得状況を把握し、

自律的な経営を進めるための財務基盤強化に向けた

中長期的な財務計画の進捗状況を全学に示し、更な

る全学的な取組を促す。 

特に本年度は中期計画期間４年目に当たるため、

当該年度終了時に、４年目終了次評価に向けた計画

の総括を行う。 

 

【研究推進課】 

競争的研究費等の公募情報の収集・学内発信及び

応募書類のブラッシュアップ等により外部資金の獲

得を図る。 

 

【地域連携課】 

特許出願の質の向上を継続し、技術移転活動を積

極的に行うことにより、安定的な知財収入確保を推

進する。 
 

 

令
和
８
年
度 

（実施計画） 
【基金・校友事業課】 
高知大学さきがけ志金に関し、最適な基金運用のた

めの事業を実施すると共に、必要に応じて寄附制度の
見直しを適宜行う。また、外部資金の獲得の取組みに
ついては、継続して実施し、改善・発展させていく。 

・令和８年度事業計画及び募金活動方針の策定 
・寄附募集及び事業実施方法等の改善 
・企業版ふるさと納税を活用した補助金の獲得 
・Giving Campaign 実施による学生支援 
・クラウドファンディングの企画、運営 
他部署と連携し大学の各種イベントや大学 HP を活

用してさきがけ志金の広報活動を行う。 
 

【総務課】 

高知大学さきがけ志金の募金活動について、広報

室の発信媒体の活用などを検討する。 

 

【財務課】 

年度当初に資金運用計画及び資金管理計画表を作

成し、毎月の収支状況から保有する資金（余裕金）

を的確に把握することにより、余裕金を積極的に運

（実施状況） 
【基金・校友事業課】 

 

 

【総務課】 

 

 

【財務課】 

 

 

【研究推進課】 

 

 

【地域連携課】 
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管理番号【26】の 9 枚目 
用することで、幅広く収益を獲得できる工夫をす

る。 

土地・建物等の保有資産については、資産活用や

利用対象の見直し等により新たな収入源獲得方法を

検討する。あわせて、遊休資産の活用や不用財産の

譲渡に向けた手続きを進めていく。 

さらに前年度に実施した活用策の効果を検証し、

従来の手法の見直しや新たな実施施策の実施を行

う。 

また、中期計画に掲げる評価指標（数値目標額：

中期目標期間最終年度における国費以外の収入額

を、令和３年度末を基準として４億円以上増額させ

る）達成に向けて、病院収入、寄附金や他の外部資

金の獲得状況など全体的な収入獲得状況を把握し、

自律的な経営を進めるための財務基盤強化に向けた

中長期的な財務計画の進捗状況を全学に示し、更な

る全学的な取組を促す。 

 

【研究推進課】 

競争的研究費等の公募情報の収集・学内発信及び

応募書類のブラッシュアップ等により外部資金の獲

得を図る。 

 

【地域連携課】 

特許出願の質の向上を継続し、技術移転活動を積

極的に行うことにより、安定的な知財収入確保を推

進する。 

 

令
和
９
年
度 

（実施計画） 
【基金・校友事業課】 
高知大学さきがけ志金に関し、最適な基金運用のた

めの事業を実施すると共に、必要に応じて寄附制度の
見直しを適宜行う。また、外部資金の獲得の取組みに
ついては、継続して実施し、改善・発展させていく。 

・令和９年度事業計画及び募金活動方針の策定 
・寄附募集及び事業実施方法等の改善 
・企業版ふるさと納税を活用した補助金の獲得 
・Giving Campaign 実施による学生支援 
・クラウドファンディングの企画、運営 
他部署と連携し大学の各種イベントや大学 HP を活

用してさきがけ志金の広報活動を行う。 
 

【総務課】 

高知大学さきがけ志金の募金活動について、広報

室の発信媒体の活用などを検討する。 

 

【財務課】 

年度当初に資金運用計画及び資金管理計画表を作

成し、毎月の収支状況から保有する資金（余裕金）

を的確に把握することにより、余裕金を積極的に運

用することで、幅広く収益を獲得できる工夫をす

る。 

土地・建物等の保有資産については、資産活用や

利用対象の見直し等により新たな収入源獲得方法を

検討する。あわせて、遊休資産の活用や不用財産の

譲渡に向けた手続きを進めていく。 

さらに前年度に実施した活用策の効果を検証し、

従来の手法の見直しや新たな実施施策の実施を行

う。 

（実施状況） 
【基金・校友事業課】 

 

 

【総務課】 

 

 

【財務課】 

 

 

【研究推進課】 

 

 

【地域連携課】 
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管理番号【26】の 10 枚目 
また、中期計画に掲げる評価指標（数値目標額：

中期目標期間最終年度における国費以外の収入額

を、令和３年度末を基準として４億円以上増額させ

る）達成に向けて、病院収入、寄附金や他の外部資

金の獲得状況など全体的な収入獲得状況を把握し、

自律的な経営を進めるための財務基盤強化に向けた

中長期的な財務計画の進捗状況を全学に示し、更な

る全学的な取組を促す。 

特に本年度は中期計画期間最終年度に当たるた

め、これまでの計画実施の総括評価を行う。 

 

 

【研究推進課】 

競争的研究費等の公募情報の収集・学内発信及び

応募書類のブラッシュアップ等により外部資金の獲

得を図る。 

 

【地域連携課】 

特許出願の質の向上を継続し、技術移転活動を積

極的に行うことにより、安定的な知財収入確保を推

進する。 
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（学外公表用） 
管理番号【26】の 1 枚目 

評価指標の実績 

 
 

評価指標 補足説明 担当課 

（14）-1-1 中期目標期間最終年度における国費以外
の収入額を、令和３年度末を基準として４億円以上増
額させる 

各年度末の決算報告書上の運営費交
付金、施設費補助金等受入額を除く
収入額の合計額を比較する。 

財務課 

令和４年度 

158 百万円増 
 
《内訳》 
令和４年度：26,581 百万円 【参考】令和３年度末：26,423 百万円 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

 

様式１－２ 
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（学外公表用） 
管理番号【27】の 1 枚目 

第４期中期目標・中期計画進捗管理表 

 

管理番号 27 担当理事：総務 担当課：人事課、財務課 

大区分 Ⅲ 財務内容の改善に関する事項 

小区分  

中期目標 

（14）公的資金のほか、寄附金や産業界からの資金等の受入れを進めるとともに、適切なリスク管
理のもとでの効率的な資産運用や、保有資産の積極的な活用、研究成果の活用促進のための出資等
を通じて、財源の多元化を進め、安定的な財務基盤の確立を目指す。併せて、目指す機能強化の方
向性を見据え、その機能を最大限発揮するため、学内の資源配分の最適化を進める。㉓ 

中期計画 
（14）-2 大学教員の定年退職に伴う後任補充について、大学改革の推進につながるポストに再配
分する戦略的な人事管理システムを構築し運用する。また、各部局の成果に基づいた配分を実施す
る。【27】 

理事評価 
Ⅳ「実施計画を上回って実施している」 

Ⅲ「実施計画を十分に実施している」 

Ⅱ「実施計画を十分には実施していない」 

Ⅰ「実施計画を実施していない」 

令和４年度 Ⅲ 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

令
和
４
年
度 

（実施計画） 
【人事課】 

「第４期中期目標期間 教員人事の基本方針」によ

り戦略的に教員を配置する。 

 

 

 

 

 

 

【財務課】 
従来からの画一的な予算配分を見直し、各部局の成

果に基づく予算配分を実施するため、令和３年度に実
施した学長裁量経費を財源とする研究成果を活用し
た部局への追加配分を３年度から拡大して実施する。 
 

（実施状況） 
【人事課】 

（基本方針に基づく戦略的な教員配置） 

「第４期中期目標期間 教員人事の基本方針」に基

づく経営的・戦略的教員人事管理システムの運用によ

り、戦略的に 29 名の教員を配置した。加えて、学長

のリーダーシップにより学部等及びセンター等に８

名の教員を戦略的に配置し、機能の強化及び充実に取

り組んだ。 

 
【財務課】 
（成果に基づく予算配分の実施） 
令和４年度は研究成果の評価指標として、文部科学

省が国立大学法人運営費交付金の配分に際して実施
する「成果を中心とする実績状況に基づく配分」の詳
細データを活用して部局の評価を行い、学長裁量経費
を財源とする配分額を令和３年度から 10,000 千円増
額し、合計 30,000 千円を各部局へ傾斜配分した。 
・大学間比較：5,000 千円（「研究業績/教員」「科研
費獲得件数・金額/教員」「受託・共同研究等受入額/
教員」指標を活用） 
・学内比較：25,000 千円（「就職・進学状況」「大学
教育改革」「研究業績/教員」「科研費獲得件数・金額/
教員」「受託・共同研究等受入額/教員」指標を活用） 
今後は、評価に基づく傾斜配分の予算額を少しずつ

増加させ、従来からの画一的な予算配分から、毎年一
定程度の成果に基づく傾斜配分を行うことで学内の
資源配分の最適化を進めていく。 
同年度の学内当初予算ベースでは、基盤的経費予算

に該当する部局共通経費（338,635 千円）とセンター
運営経費（172,838 千円）の合計額 511,473 千円に対
して 30,000 千円の配分実績となり、5.87％の配分実
績となった。 
 

様式 1－１ 
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管理番号【27】の 2 枚目 

令
和
５
年
度 

（実施計画） 
【人事課】 

「第４期中期目標期間 教員人事の基本方針」によ

り戦略的に教員を配置する。 

 

【財務課】 
各部局の成果に基づく予算配分を実施するため、学

長裁量経費等を財源とする成果に基づく予算配分を
実施する。 

また、本学の教育研究活動のうち、社会的インパク
ト創出が見込まれる取組に対し、更なる活動活性化の
ためのインセンティブとして、重点的経費からの支援
を検討する。 
 

（実施状況） 
【人事課】 

 

 

【財務課】 
 
 

令
和
６
年
度 

（実施計画） 
【人事課】 

「第４期中期目標期間 教員人事の基本方針」によ

り戦略的に教員を配置する。 

 

【財務課】 
各部局の成果に基づく予算配分を実施するため、学

長裁量経費等を財源とする成果に基づく予算配分を
実施する。 

また、本学の教育研究活動のうち、社会的インパク
ト創出が見込まれる取組に対し、更なる活動活性化の
ためのインセンティブとして、重点的経費からの支援
を検討する。 
 

（実施状況） 
【人事課】 

 

 

【財務課】 
 
 

令
和
７
年
度 

（実施計画） 
【人事課】 

「第４期中期目標期間 教員人事の基本方針」によ

り戦略的に教員を配置する。 

 

【財務課】 

各部局の成果に基づく予算配分を実施するため、学

長裁量経費等を財源とする成果に基づく予算配分を

実施する。 

また、本学の教育研究活動のうち、社会的インパク

ト創出が見込まれる取組に対し、更なる活動活性化の

ためのインセンティブとして、重点的経費からの支援

を検討する。 

特に本年度は中期計画期間４年目に当たるため、当

該年度終了時に、４年次評価に向けた計画の総括を行

う。 
 

（実施状況） 
【人事課】 

 

 

【財務課】 
 
 

令
和
８
年
度 

（実施計画） 
【人事課】 

「第４期中期目標期間 教員人事の基本方針」によ

り戦略的に教員を配置する。 

 

【財務課】 

各部局の成果に基づく予算配分を実施するため、学

長裁量経費等を財源とする成果に基づく予算配分を

実施する。 

また、本学の教育研究活動のうち、社会的インパク

ト創出が見込まれる取組に対し、更なる活動活性化の

ためのインセンティブとして、重点的経費からの支援

を検討する。 
 

（実施状況） 
【人事課】 

 

 

【財務課】 
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管理番号【27】の 3 枚目 

令
和
９
年
度 

（実施計画） 
【人事課】 

「第４期中期目標期間 教員人事の基本方針」によ

り戦略的に教員を配置する。 

 

【財務課】 

各部局の成果に基づく予算配分を実施するため、学

長裁量経費等を財源とする成果に基づく予算配分を

実施する。 

また、本学の教育研究活動のうち、社会的インパク

ト創出が見込まれる取組に対し、更なる活動活性化の

ためのインセンティブとして、重点的経費からの支援

を検討する。 

特に本年度は中期計画期間最終年度に当たるため、

これまでの計画実施の総括評価を行う。 
 

（実施状況） 
【人事課】 

 

 

【財務課】 
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（学外公表用） 
管理番号【27】の 1 枚目 

評価指標の実績 

 
 

評価指標 補足説明 担当課 

（14）-2-1 学長のリーダーシップにより学部等及びセ
ンター等に教員を戦略的に配置した事例を６年間累計
で 15 件以上とする 

学長に配分された教員人件費により
教員を配置した件数。 人事課 

令和４年度 ８件 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（14）-2-2 中期目標期間最終年度における基盤的経費
予算の 10％以上を成果を中心とする実績状況に基づく
学内資源配分とする 

各年度末の部局への予算配分額基に
成果配分額と基盤的経費予算額とを
比較する。 

財務課 

令和４年度 

5.87％ 
 
《内訳》 
基盤的経費予算額：511,473 千円、配分額：30,000 千円 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

 

様式１－２ 
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（学外公表用） 
管理番号【28】の 1 枚目 

第４期中期目標・中期計画進捗管理表 

 

管理番号 28 担当理事：評価 担当課：法人企画課 

大区分 
Ⅳ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該状況に係
る情報の提供に関する事項 

小区分  

中期目標 

（15）外部の意見を取り入れつつ、客観的なデータに基づいて、自己点検・評価の結果を可視化す
るとともに、それを用いたエビデンスベースの法人経営を実現する。併せて、経営方針や計画、そ
の進捗状況、自己点検・評価の結果等に留まらず、教育研究の成果と社会発展への貢献等を含めて、
ステークホルダーに積極的に情報発信を行うとともに、双方向の対話を通じて法人経営に対する理
解・支持を獲得する。㉔ 

中期計画 
（15）-1 教学・教員活動データや分析結果を一元的に把握できる体制を整備するとともに、その
データ分析に基づいた自己点検・評価を実施することにより、教育研究の質の向上及び大学経営の
改善につなげる。また、中期目標・中期計画の達成状況について自己点検・評価を実施する。【28】 

理事評価 
Ⅳ「実施計画を上回って実施している」 

Ⅲ「実施計画を十分に実施している」 

Ⅱ「実施計画を十分には実施していない」 

Ⅰ「実施計画を実施していない」 

令和４年度 Ⅲ 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

令
和
４
年
度 

（実施計画） 
【法人企画課】 

① 教学データを一元的に把握できる体制を構築する。 

② 内部質保証体制により自己点検・評価を実施す

る。 

③ 内部質保証体制で把握した課題の進捗状況を確

認することにより教育研究活動等の改善状況を

確認する。 

④ 第４期中期目標期間の中期計画の実施計画及び

評価指標の補足を策定する。また年度末に当該年

度の中期計画の実施状況及び評価指標の実績を

点検する。 

⑤ IR のテーマを確定し、年度内に分析結果をまとめ

る。 

（実施状況） 
【法人企画課】 

（センター改組による教学 IR の検討開始） 

①令和４年 10 月に教育系３センター（大学教育創

造センター・アドミッションセンター・学生総合支援

センター）を統合した「学び創造センター」を設置し

た。同センターの設置により、入学前から卒業まで一

貫した質保証による創造的で持続可能な学びを実現

するために教育体制の強化を実現した。 

同センターでは、教学 IR の具体的構想を検討する

ための教学 IRWG ミーティングを始動させ、学務・入

試・就職にかかる教学データの集約方法・項目や、集

約した教学データの活用等について検討を開始した。 

 

（内部質保証による自己点検・評価の効果） 

②令和４年度内部質保証を実施し、前年度の実績を

踏まえ、全学組織及び部局による自己点検・評価を実

施した。全学組織及び部局からは合計７件の「改善を

要する事項」が報告され、その全てについて改善計画

が作成された。結果、課題件数は前年度 29 件から約

76％減少しており、毎年度自己点検・評価と課題への

対応を実施してきた効果が表れている。 

また、「改善を要する事項」が確認されなかった場

合であってもさらに成果を上げるための活動計画を

積極的に報告するよう提案した結果、23 件（前年度

19 件：約 21％増）の「さらなる成果を上げるための

活動計画」が報告されるなど、本学の教育研究社会貢

献等における質保証の取組を可視化することができ

た。 

 

 

様式 1－１ 
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管理番号【28】の 2 枚目 
（内部質保証結果に基づく改善状況） 

③過去の内部質保証の実施において改善が完了し

ていない改善計画（30 件）の進捗状況についての確

認を行い、そのうち 25 件について改善が完了してい

ることを確認した。残りの５件についても次年度以降

の改善に向けて取組みが進んでいることを確認した。

また、令和４年度に実施した内部質保証の結果から、

３件の自発的な改善が行われていることを確認した。 

（令和４年度改善状況：28 件） 

 

（中期目標・中期計画の適切進捗管理） 

④第４期中期目標期間における中期計画の自己点

検・評価を実施するため、年度首に「第４期中期目標・

中期計画進捗管理表」を取りまとめ、学内ライブラリ

への掲載により教職員に共有した。また、実施計画及

び評価指標の実績を収集するため、「第４期中期目

標・中期計画進捗報告書」の様式及び報告書記載方法

の解説や記載例等の関連資料を整備し、毎年度末に自

己点検・評価が可能となる仕組みを構築し、第４期初

年度の実績を収集した。 

 

（IR 分析の結果に基づく改善の実施） 

⑤IR・評価分析室における IR の在り方について、

目的や取組内容を明確にするため「IR・評価分析室に

おける IR のあり方についての方針」を策定し、新た

に部局連携 IR 分析を定義した。同定義のもと、令和

４年度は３件の分析を行った。 

１．令和４年度成果を中心とする実績状況に基づく配

分（詳細）データの分析（財務課） 

令和４年度から新たに、IR・評価機構が保有する研

究業績を学系・部門別に比較（研究業績数/人）を行

い、学内における成果を中心とする実績状況に基づく

予算配分の指標の１つとして活用された。 

 

２．若手研究者における科研費の採択者と非採択者と

の比較（研究推進課） 

研究セクションが保有する若手研究者に対する研

究支援データと IR・評価機構が保有する研究業績や

エフォートデータを活用した若手研究者における科

研費の採択状況の IR 分析を実施した。結果、科研費

の採択者・非採択者における研究業績数や研究支援状

況の相違点を明らかにし、若手研究者への支援として

「研究意欲を高めるために若手研究者に限定した説

明会の開催」や「研究力及び質の向上を図るために共

同研究を推進すること」等の提案を行った。 

 

３．科研費 基盤研究（C）の採択者と非採択者との比

較（研究推進課） 

研究セクションが保有する研究支援データと IR・
評価機構が保有する研究業績やエフォートデータを
活用した科研費「基盤研究（C）」の採択状況について
IR 分析を実施した。結果、採択者・非採択者におけ
る研究業績数や研究支援状況の相違点を明らかにし、
採択率向上のために「ブラッシュアップ体制の充実」
や「研究に専念できる時間の確保」等の提案を行った。 
 
また、アフターコロナにおけるテレワーク及び web

会議の活用について、全学的なアンケート調査のも
と、メリットやデメリット、推進するための課題等を
とりまとめ、本部運営会議（令和４年１月 31 日開催）
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管理番号【28】の 3 枚目 
で意見交換を行った。この内容も参考にテレワーク関
係規則の一部が改正（令和４年４月１日から施行）さ
れ、効率的な働き方を目的とするテレワークを職員が
希望する場合（学長が可能と認めるとき）に、実施で
きるように環境整備が行われた。 

 

令
和
５
年
度 

（実施計画） 
【法人企画課】 

① 中期目標・中期計画における令和４年度の実施計

画に対する自己点検・評価を実施し、評価結果に

基づき、必要に応じて自己点検・評価の対象年度

の次年度以降の実施計画の変更を行う。 

② 教学データと教員活動データを一元的に把握できる

体制を構築する。 

③ 内部質保証体制により自己点検・評価を実施す

る。 

④ 内部質保証体制で把握した課題の進捗状況を確

認することにより教育研究活動等の改善状況を

確認する。 

⑤ 令和５年度の中期計画の実施計画を見直す。また

年度末に当該年度の中期計画の実施状況及び評

価指標の実績を点検する。 

⑥ IR のテーマを確定し、年度内に分析結果をまとめ

る。過去の分析結果についてフォローアップ調査

を実施する。 
 

（実施状況） 
【法人企画課】 

 
 

令
和
６
年
度 

（実施計画） 
【法人企画課】 

① 中期目標・中期計画における令和５年度の実施計

画に対する自己点検・評価を実施し、評価結果に

基づき、必要に応じて自己点検・評価の対象年度

の次年度以降の実施計画の変更を行う。 

② 内部質保証体制により自己点検・評価を実施す

る。 

③ 内部質保証体制で把握した課題の進捗状況を確

認することにより教育研究活動等の改善状況を

確認する。 

④ 令和６年度の中期計画の実施計画を見直す。また

年度末に当該年度の中期計画の実施状況及び評

価指標の実績を点検する。 

⑤ IR のテーマを確定し、教学・教員活動データを一元

化したデータに基づき、年度内に分析結果をまと

める。過去の分析結果についてフォローアップ調

査を実施する。 

 

（実施状況） 
【法人企画課】 

 
 

令
和
７
年
度 

（実施計画） 
【法人企画課】 

① 中期目標・中期計画における令和６年度の実施計

画に対する自己点検・評価を実施し、評価結果に

基づき、必要に応じて自己点検・評価の対象年度

の次年度以降の実施計画の変更を行う。 

② 内部質保証体制により自己点検・評価を実施す

る。 

③ 内部質保証体制で把握した課題の進捗状況を確

認することにより教育研究活動等の改善状況を

確認する。 

④ 令和７年度の中期計画の実施計画を見直す。また

年度末に当該年度の中期計画の実施状況及び評

価指標の実績を点検する。 

⑤ IR のテーマを確定し、教学・教員活動データを一元

（実施状況） 
【法人企画課】 
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管理番号【28】の 4 枚目 
化したデータに基づき、年度内に分析結果をまとめ

る。過去の分析結果についてフォローアップ調査

を実施する。 
 

令
和
８
年
度 

（実施計画） 
【法人企画課】 

① 中期目標・中期計画における令和７年度の実施計

画に対する自己点検・評価を実施し、評価結果に

基づき、必要に応じて自己点検・評価の対象年度

の次年度以降の実施計画の変更を行う。 

② 内部質保証体制により自己点検・評価を実施す

る。 

③ 内部質保証体制で把握した課題の進捗状況を確

認することにより教育研究活動等の改善状況を

確認する。 

④ 令和８年度の中期計画の実施計画を見直す。また

年度末に当該年度の中期計画の実施状況及び評

価指標の実績を点検する。 

⑤ IR のテーマを確定し、教学・教員活動データを一元

化したデータに基づき、年度内に分析結果をまとめ

る。過去の分析結果についてフォローアップ調査

を実施する。 
 

（実施状況） 
【法人企画課】 

 
 

令
和
９
年
度 

（実施計画） 
【法人企画課】 

① 中期目標・中期計画における令和８年度の実施計

画に対する自己点検・評価を実施し、評価結果に

基づき、必要に応じて自己点検・評価の対象年度

の次年度以降の実施計画の変更を行う。 

② 内部質保証体制により自己点検・評価を実施す

る。 

③ 内部質保証体制で把握した課題の進捗状況を確

認することにより教育研究活動等の改善状況を

確認する。 

④ 令和９年度の中期計画の実施計画を見直す。また

年度末に当該年度の中期計画の実施状況及び評

価指標の実績を点検する。 

⑤ IR のテーマを確定し、教学・教員活動データを一元

化したデータに基づき、年度内に分析結果をまと

める。過去の分析結果についてフォローアップ調

査を実施する。 
 

（実施状況） 
【法人企画課】 
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（学外公表用） 
管理番号【28】の 1 枚目 

評価指標の実績 

 
 

評価指標 補足説明 担当課 

（15）-1-1 点検・評価の結果に基づく改善を６年間累
計で 50 件以上行う 

内部質保証体制による自己点検・評価
の結果に基づく改善。 

法人企画課 

令和４年度 

28 件 
 
《内訳》 
改善計画に基づく改善：25 件、自発的な改善：３件 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（15）-1-2 IR の結果に基づく改善を６年間累計で６件
以上行う 

IR の分析結果のフォローアップによ
る改善を確認する。 

法人企画課 

令和４年度 

２件 
 
《内訳》 
・テレワーク勤務関係規則の一部改正 
・成果を中心とする実績状況に基づく予算配分 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

 

様式１－２ 
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（学外公表用） 
管理番号【29】の 1 枚目 

第４期中期目標・中期計画進捗管理表 

 

管理番号 29 担当理事：広報 担当課：基金・校友事業課、総務課 

大区分 
Ⅳ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該状況に係
る情報の提供に関する事項 

小区分  

中期目標 

（15）外部の意見を取り入れつつ、客観的なデータに基づいて、自己点検・評価の結果を可視化す
るとともに、それを用いたエビデンスベースの法人経営を実現する。併せて、経営方針や計画、そ
の進捗状況、自己点検・評価の結果等に留まらず、教育研究の成果と社会発展への貢献等を含めて、
ステークホルダーに積極的に情報発信を行うとともに、双方向の対話を通じて法人経営に対する理
解・支持を獲得する。㉔ 

中期計画 
（15）-2 大学経営についての社会的説明責任を果たすとともに、広報組織の強化によるステーク
ホルダーへの継続的・効果的な情報発信や校友会の立ち上げを通じて、双方向の対話を促進し法人
経営に対する理解・支持を獲得する。【29】 

理事評価 
Ⅳ「実施計画を上回って実施している」 

Ⅲ「実施計画を十分に実施している」 

Ⅱ「実施計画を十分には実施していない」 

Ⅰ「実施計画を実施していない」 

令和４年度 Ⅲ 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

令
和
４
年
度 

（実施計画） 
【基金・校友事業課】 
・校友会の設置形態や運営方法等について検討し、
市町村支部の立ち上げを順次開始する。 
・学部 OB・OG への情報発信を、HP 等を活用し行う
ため広報室へ依頼する。 
・75 周年記念事業を通じた校友会の広報活動を行
う。 
・75 周年記念事業の一環としてロゴマークの制定を
行い、マークの活用方針を検討する。 
・2022 年５月 14 日の 75 周年事業スタートイベント
など大学の各種イベント等を活用してさきがけ志金
の広報活動を行い、広報誌 Lead や大学 HP 等から教職
員、在学生の保護者、卒業生、企業等への募金案内の
発信を広報室へ依頼する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（実施状況） 
【基金・校友事業課】 

（市町村支部立上げのための自治体行脚） 

・高知県内自治体の支部組織設置に向けて、令和３

年度から各地区の代表者との意見交換会を実施して

いる。令和４年度には各地区から推薦いただいた支

部長候補者等との意見交換を４月 13 日の高知市を皮

切りに開始し、令和４年 11 月には高知大学 OB/OG の

支部長候補者を高知県内の全 35 県市町村において決

定し、令和５年 11 月の校友会発足に向けた準備を進

めている。 

「高知県内行脚」 

高知市４/13、四万十町６/10、安芸市・安田町・

馬路村８/19、土佐清水市・大月町・宿毛市８/23、

三原村・四万十市・黒潮町・中土佐町８/24、北川

村・奈半利町・室戸市９/１、田野町・芸西村９/

２、仁淀川町・越知町・佐川町９/21、梼原町・津野

町９/27、大川村・土佐町・本山町・大豊町９/27、

香美市・南国市・香南市・芸西村９/28、須崎市９

/30、 土佐市・日高村・いの町 10/４、高知県・高

知市 11/25 34 自治体終了今後は全国各地・海外支

部を含めた行脚活動を展開していく。 

 

（75 周年記念事業での校友会広報活動） 

・令和４年６月 26 日放送の RKC 高知放送 TV 特番

「高知大学の源流をたずねて」映像を大学 HP 等で公

開するとともに、DVD を番組関係者や進学担当者説

明会にて配布した。 

この他、テレビ・ラジオによる広報として、Hi-

Six FM 高知「創立 75 周年記念事業アニバーサリー

期間開始」 （令和４年５月 27 日）、RKC 高知放送

様式 1－１ 
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「とさこちラジオ」（令和４年６月 21 日）、RKC 高

知放送「こうち eye1 部」アーカイブ映像高知大学特

集（令和４年６月 23 日）が放送された。 

・「ホムカミ 2022」における特別講演「共感から生

まれるコミュニティで人は幸せになれる～創立 75 周

年を契機に共感で溢れる高知大学に」において、高

知大学校友会の発足を見据えたイベントを令和５年

１月 21 日に開催した。当日は 195 名（対面 39 名、

オンライン 156 名）が参加したほか、アーカイブ動

画は 1,440 名が視聴している。また、「ホムカミ

2022」特設 HP には 5,563 名が訪問している。 

 

（校友会発足に向けた準備） 

・校友会設置に向けた構想・組織・事業内容案と今

後のスケジュールを第４～５回校友会設置部会で提

案し了承を得た上で、各同窓会、県外支部、学内教

職員からの意見を踏まえて、ブラッシュアップを行

った。今後は役員会審議等を踏まえ、大学の組織改

編、会則等の整備を令和５年 11 月の正式発足までに

行う予定としている。  

 

「各学部同窓会との意見交換」 

南溟会、如泉会、日章会、医学部同窓会、医学部

看護学科同窓会、地域協働学部同窓会（令和４年 11

～令和５年１月） 

「県外同窓会支部との意見交換」 

北海道、関東、東海、関西、島根、徳島、愛媛支

部 12/15、東海支部１/５、鹿児島支部１/19 ３支部

において意見交換会、その他はアンケート調査を実

施した（令和４年 12 月～令和５年１月） 

「各学部教職員との意見交換」 

学部総務委員会・運営委員会・統括会議等で（人

文社会科学部 12/７、教育学部 12/９、理工学部

11/30、医学部１/13、農林海洋科学部 12/６、地域

協働学部 12/５）校友会の概要案を説明し、幹部等

との意見交換会を実施した。（令和４年 11 月～令和

５年１月） 

 

（ロゴマークの策定等） 

高知大学創立 75 周年の中で記念事業の認知度を

高めるため、公募によるロゴマークの策定及びブラ

ンディングを行った。さらに令和４年６月には VI ガ

イドラインを制定し 75 周年記念マークとして学内外

に広く宣伝を行った。作成したロゴマークは、朝倉

キャンパス内の街路灯へのバナー掲載や大学バスへ

の広告掲載に活用し、創立 75 周年記念事業の認知度

向上に活用している。 

 

（75 周年記念事業のイベント発信） 

 令和４年５月 14 日に朝倉キャンパスで開催したキ

ックオフイベント以降、SRU を目指す本学の記念事

業を幅広く展開し、県民に広く周知できるよう HP・

広報誌等を通じて情報発信している。本学の卒業生

やそのご家族、教職員 OB・OG、地域住民、さらには

教育・研究・地域連携・医療活動を通じて日頃関わ

りのある全ての方々を対象に、相互の絆を深めるこ

とを目的としたイベントを数多く実施した。75 周年

記念事業を同窓会県外支部で紹介することによっ

て、OB から一定の寄附金をいただいた。（９件） 
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【総務課】 
・ステークホルダー毎に情報発信ツールを使い分け
マッチした情報を発信する。 
・情報発信ツールを利用してアンケートを実施し、
ステークホルダーからの意見等を集約する。アンケ
ートの分析結果を広報企画専門員会で報告し、以後
の広報活動に反映させる。 
・令和３年度のソーシャルメディアへの発信件数と
アンケートの分析結果に基づき作成した令和４年度
の広報方針等を広報戦略委員会に提出する。 
・入試広報としてオープンキャンパス、学内及び県外
での進学担当者説明会を企画・実施するとともに、入
試説明会・相談会への参加や、高校訪問、大学訪問、
出前授業の対応を行う。 
 

また、これらのイベント実施や広報誌等を通じて

さきがけ志金に関する広報活動を行っている。 

 

（今後の予定） 

令和５年 11 月の正式発足後は、各種交流イベン

ト、会報誌発行、学生・サークル支援、地域社会へ

の繋がりに貢献する取組みを企画立案していく。 

 
【総務課】 
（ステークホルダー毎の情報発信ツールの使い分け） 
広報戦略委員会で審議された広報方針等に基づき、

発信ツールごとにターゲットを区分（例：instagram
は受験生及び保護者、Twitter は卒業生及び社会人な
ど）し、ホームページ更新のスピードアップや SNS の
発信強化に取り組んだ。あわせて、学生広報スタッフ
の協力を得て発信を行う形を取り入れることにより、
フレッシュな情報と学生目線の記事を増やし、令和３
年度の総発信数 217 件を超える 230 件発信した。これ
により instagram ではフォロワー数が 1,000 名を超
え、効果的な情報発信を行うことができた。 
 また、広報企画専門委員会に報告を行った教職員・
学生対象に実施した令和４年度広報に関するアンケ
ートの結果から、令和５年度はトピックスを仕分けし
広報媒体ごとの情報発信を強化する（例：広報誌は教
育・研究・医療、SNS は大学生活、HPは最新イベント
の周知）こととした。 
 
（75 周年記念事業を通じた情報発信） 
創立 75 周年記念事業の一環として、高知新聞と共

同で、本学の魅力を広く発信する特集企画を令和５年
１月から開始しており、令和７年３月まで高知新聞に
おいて毎月連載（計 24 回）する予定である。「研究最
前線」「絶賛活動中」「推しスポット」の３コーナーで
構成し、それぞれ異なった視点から最新の研究情報や
学生の生の声を伝える内容となっている。シェア占有
率 88％とされる地元新聞という媒体を活用すること
で新聞購読者層を対象に県内の隅々まで情報を発信
することができた。大学への研究内容の問い合わせ
や、取材対象店舗へ励ましの電話があるなど高知大学
の最新研究情報や学生の姿が見えると評判を呼んで
いる。 
 朝倉キャンパスに創立 75 周年記念事業に係るフラ
ッグ広告を、各キャンパスにはバナースタンド広告を
設置し、教職員・学生等への 75 周年記念事業の周知
を強化した。また公用車（バス）の側面に 75 周年記
念事業に係るマグネットシート広告を貼り、地域の方
への周知を強化した。 
 
（広報誌のリニューアル） 
令和３年度から創立 75 周年記念事業を視野に入れ

た広報誌の在り方について広報企画専門員会で検討
を行ってきた。令和４年 11 月に当該委員会のもとに
広報誌編集委員会を設置し広報誌の具体的なリニュ
ーアル方針について検討を行い、令和５年３月発刊号
から「Lead」を「SRU」にリニューアルした。編集委員
会ではターゲットを見直し県内教育機関への配布を
強化すること、地域企業、住民の興味を引くような記
事を選抜することなどの検討を行った。 
 

（入試広報の実施） 
３年ぶりの対面実施（一部オンライン）となったオ

ープンキャンパスは、コロナ禍で入場制限をかけての
開催にもかかわらず総申込者数 1,256 名となり、参加
者数に制限をかけなかった令和元年の 1,691 名と比
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してもそん色のないものとなった。参加者からのアン
ケートでは、対面開催を待っていた高校生が多数いた
半面、オンラインとの複合開催の希望も多かった。こ
れらのことも参考に次回の開催方法を検討する。 
 また、大学訪問（受入９件：県内６件、県外３件）、
進学担当者説明会（参加者数対面 25 校、オンライン
100 校）、入試説明会・相談会（21 回）、高校内ガイダ
ンス（150 回）、高校訪問（65 回）、出前授業（25回）
を行った。対面での実施が増えてきており、高校教員
と高校生から生の声を収集し、進学担当者説明会やオ
ープンキャンパスの対面開催の実施などに活用でき
るようになってきた。また、高知大学の改組（農林海
洋科学部）等についても、高校教員に直接説明できる
ことで効果的なアナウンスが実施でき、受験者獲得に
つながったと考えられる。 
 そのほか、新たに、四国５大学等で協働したオンラ
イン実施による県外受験生確保を目的とするメタバ
ースを活用したオープンキャンパス（239 人参加）や
卒業生が生出演するオンラインオープンキャンパス
（23 人参加）を開催し、高校生の興味を引くイベント
性の高い入試広報を行った。 
 

令
和
５
年
度 

（実施計画） 
【基金・校友事業課】 
・市町村支部の立ち上げを順次開始する。 
・校友会を設立し、大学行事や各学部同窓会行事な
どを活用し入会の広報活動を行う。 
・校友会会員や学部 OB・OG 向けの情報発信を、HP
等を活用し行うため広報室へ依頼する。 
・75 周年記念事業を通じた情報発信を行う。 
・大学の各種イベント等を活用してさきがけ志金の
広報活動を行い、広報誌 Lead や大学 HP 等から教職
員、在学生の保護者、卒業生、企業等への募金案内
の発信を広報室へ依頼する。 
 
【総務課】 
・ステークホルダー毎に情報発信ツールを使い分け
マッチした情報を発信する。 
・情報発信ツールを利用してアンケートを実施し、
ステークホルダーからの意見等を集約する。アンケ
ートの分析結果を広報企画専門員会で報告し、以後
の広報活動に反映させる。 
・令和４年度のソーシャルメディアへの発信件数と
アンケートの分析結果に基づき作成した令和５年度
の広報方針等を広報戦略委員会に提出する。 
・入試広報としてオープンキャンパス、学内及び県
外での進学担当者説明会を企画・実施するととも
に、入試説明会・相談会への参加や、高校訪問、大
学訪問、出前授業の対応を行う。 

（実施状況） 
【基金・校友事業課】 

 

 

【総務課】 

 
 

令
和
６
年
度 

（実施計画） 
【基金・校友事業課】 
・大学行事や各学部同窓会行事などを活用し校友会
入会の広報活動を行う。 
・校友会会員や学部 OB・OG 向けの情報発信を、ＨＰ
等を活用し行うため広報室へ依頼する。 
・75 周年記念式典を執り行い、記念事業を通じた情
報発信を行う。 
・大学の各種イベント等を活用してさきがけ志金の
広報活動を行い、広報誌 Lead や大学 HP 等から教職
員、在学生の保護者、卒業生、企業等への募金案内
の発信を広報室へ依頼する。 
 
【総務課】 

（実施状況） 
【基金・校友事業課】 

 

 

【総務課】 
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・ステークホルダー毎に情報発信ツールを使い分け
マッチした情報を発信する。 
・情報発信ツールを利用してアンケートを実施し、
ステークホルダーからの意見等の集約・分析を行
う。広報企画専門委員会でアンケート結果について
検討し、以後の情報発信に反映させる。 
・令和５年度のソーシャルメディアへの発信件数と
アンケートの分析結果に基づき作成した令和６年度
の広報方針等を広報戦略委員会に提出する。 
・入試広報としてオープンキャンパス、学内及び県
外での進学担当者説明会を企画・実施するととも
に、入試説明会・相談会への参加や、高校訪問、大
学訪問、出前授業の対応を行う。 
 

令
和
７
年
度 

（実施計画） 
【基金・校友事業課】 
・大学行事や各学部同窓会行事などを活用し校友会
入会の広報活動を行う。 
・校友会会員や学部 OB・OG 向けの情報発信を、HP
等を活用し行うため広報室へ依頼する。 
・大学の各種イベント等を活用してさきがけ志金の
広報活動を行い、広報誌 Lead や大学 HP 等から教職
員、在学生の保護者、卒業生、企業等への募金案内の
発信を広報室へ依頼する。 
 
【総務課】 
・ステークホルダー毎に情報発信ツールを使い分け
マッチした情報を発信する。 
・情報発信ツールを利用してアンケートを実施し、
ステークホルダーからの意見等の集約・分析を行
う。広報企画専門委員会でアンケート結果について
検討し、以後の情報発信に反映させる。 
・令和６年度のソーシャルメディアへの発信件数と
アンケートの分析結果に基づき作成した令和７年度
の広報方針等を広報戦略委員会に提出する。 
・入試広報としてオープンキャンパス、学内及び県
外での進学担当者説明会を企画・実施するととも
に、入試説明会・相談会への参加や、高校訪問、大
学訪問、出前授業の対応を行う。 

（実施状況） 
【基金・校友事業課】 

 

 

【総務課】 

 
 

令
和
８
年
度 

（実施計画） 
【基金・校友事業課】 
・大学行事や各学部同窓会行事などを活用し校友会
入会の広報活動を行う。 
・校友会会員や学部 OB・OG 向けの情報発信を、HP
等を活用し行うため広報室へ依頼する。 
・大学の各種イベント等を活用してさきがけ志金の
広報活動を行い、広報誌 Lead や大学 HP 等から教職
員、在学生の保護者、卒業生、企業等への募金案内の
発信を広報室へ依頼する。 
 
【総務課】 
・ステークホルダー毎に情報発信ツールを使い分け
マッチした情報を発信する。 
・情報発信ツールを利用したアンケートを実施し、
ステークホルダーからの意見等の集約・分析を行
う。広報企画専門委員会でアンケート結果について
検討し、以後の情報発信に反映させる。 
・令和７年度のソーシャルメディアへの発信件数と
アンケートの分析結果に基づき作成した令和８年度
の広報方針等を広報戦略委員会に提出する。 
・入試広報としてオープンキャンパス、学内及び県外
での進学担当者説明会を企画・実施するとともに、入
試説明会・相談会への参加や、高校訪問、大学訪問、
出前授業の対応を行う。 

（実施状況） 
【基金・校友事業課】 

 

 

【総務課】 
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令
和
９
年
度 

（実施計画） 
【基金・校友事業課】 
・大学行事や各学部同窓会行事などを活用し校友会
入会の広報活動を行う。 
・校友会会員や学部 OB・OG 向けの情報発信を、HP
等を活用し行うため広報室へ依頼する。 
・大学の各種イベント等を活用してさきがけ志金の
広報活動を行い、広報誌 Lead や大学 HP 等から教職
員、在学生の保護者、卒業生、企業等への募金案内
の発信を広報室へ依頼する。 
 
【総務課】 
・ステークホルダー毎に情報発信ツールを使い分け
マッチした情報を発信する。 
・情報発信ツールを利用してアンケートを実施し、
ステークホルダーからの意見等の集約・分析を行
う。広報企画専門委員会でアンケート結果について
検討し、以後の情報発信に反映させる。 
・令和８年度のソーシャルメディアへの発信件数と
アンケートの分析結果に基づき作成した令和９年度
の広報方針等を広報戦略委員会に提出する。 
・入試広報としてオープンキャンパス、学内及び県
外での進学担当者説明会を企画・実施するととも
に、入試説明会・相談会への参加や、高校訪問、大
学訪問、出前授業の対応を行う。 
 

（実施状況） 
【基金・校友事業課】 

 

 

【総務課】 
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（学外公表用） 
管理番号【29】の 1 枚目 

評価指標の実績 

 
 

評価指標 補足説明 担当課 

（15）-2-1 中期目標期間最終年度における年間の報
道件数を 950 件以上とする 

対象媒体：新聞、テレビ、雑誌、ニュ
ースサイト等。 

総務課 

令和４年度 4,789 件（令和５年３月末時点） 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（15）-2-2 中期目標期間最終年度におけるソーシャ
ルメディアへの発信件数を第３期中期目標期間末から
20%以上増加させる 

対象媒体： Facebook 、 Twitter、
Instagram 等。 

総務課 

令和４年度 

230 件（令和５年３月末時点） 
 
《内訳》 
Facebook：90、Instagram：50、Twitter：90 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（15）-2-3 校友会会員数を中期目標期間中に2,400名
以上にする 

なし。 基金・校友事業課 

令和４年度 ０名 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

 

様式１－２ 
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（学外公表用） 
管理番号【30】の 1 枚目 

第４期中期目標・中期計画進捗管理表 

 

管理番号 30  担当理事：労務管理 担当課：法人企画課、人事課、学術情報課 

大区分 Ⅴ その他業務運営に関する重要事項 

小区分  

中期目標 

（16）AI・RPA（Robotic Process Automation）をはじめとしたデジタル技術の活用や、マイナン
バーカードの活用等により、業務全般の継続性の確保と併せて、機能を高度化するとともに、事務
システムの効率化や情報セキュリティ確保の観点を含め、必要な業務運営体制を整備し、デジタ
ル・キャンパスを推進する。㉕ 

中期計画 
（16）-1 業務文書のペーパーレス化や学内会議の Web 開催などのデジタル技術の活用を推進する
ことにより、業務の効率化やリモートワークなどの働き方改革を実施する。また、情報セキュリテ
ィ確保のために、サイバーセキュリティ等教育・訓練及び啓発活動を実施する。【30】 

理事評価 
Ⅳ「実施計画を上回って実施している」 

Ⅲ「実施計画を十分に実施している」 

Ⅱ「実施計画を十分には実施していない」 

Ⅰ「実施計画を実施していない」 

令和４年度 Ⅲ 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

令
和
４
年
度 

（実施計画） 
【法人企画課】 

業務文書の電子化及び、所掌する会議を原則 web

会議とする等、業務の効率化をはかる。また、テレ

ワークについては、過去の実績やその他社会情勢等

を踏まえ、令和４年度において達成に向けた計画を

策定する。これらの実施状況について、学長事務総

括本部会議で情報共有及び進捗管理を行う等、達成

に向けた対応を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（実施状況） 
【法人企画課】 

（業務文書電子化） 

法人文書ファイル管理簿における各年度に新規取

得された文書の保存媒体を正確に把握するため、総

務課から、法人文書ファイル管理簿の更新依頼時

に、法人文書の保存媒体（紙・電子）を正しく記載

することを求め、第４期の目標値の基準となる数値

を調査した（21.7％）。 

また、依頼時に併せて電子媒体の適切な管理のた

めの「共有フォルダの階層構造及び作成ルール」お

よび、「行政文書の管理に関する公文書管理課長通

知」のガイドライン等を提示し、職員による電子媒

体の管理手法の理解向上に努めた。 

 

（Web 会議の推進） 

 令和４年度は、対象となる会議（役員会 28 回、経

営協議会６回、教育研究評議会４回、本部運営会議

19 回：合計 57 回）をすべて web 会議で実施（ハイ

ブリット開催含）し、委員出席にかかる移動時間の

削減や、資料のペーパーレス化、会議室準備等、会

議実施にかかる運営業務等、業務の効率化を図るこ

とができた。 

 

（リモートワークの実施） 
リモートワークにかかる指標達成に向け、本学にお

ける危機管理上のリモートワークの実績や、他の国立
大学法人リモートワークの状況（中期計画）、その他
社会情勢等におけるリモートワークの位置づけ等の
調査を行い、評価指標の定義化を行った。 
＜リモートワーク定義＞ 
「効率的な働き方を目的にリモートワーク勤務を実

様式 1－１ 
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管理番号【30】の 2 枚目 
 

 

 

 

 

 

【人事課】 

令和４年度に策定する計画を踏まえ、部署ごとのテ
レワークの割合を集計し、学長事務総括本部会議で公
表するとともに、必要に応じて、テレワーク規則を改
正する。 
 
 
 
 
 
【学術情報課】 

新入生・編入生を対象とした情報セキュリティ講習
会、新規採用教職員等を対象とした情報セキュリティ
研修、全教職員・部局等情報セキュリティ責任者それ
ぞれを対象とした情報セキュリティ研修を実施する。
また、全教職員・学生に対し、情報セキュリティポリ
シー実施手順自己点検を実施する。その他、情報セキ
ュリティインシデントの発生件数が多い部局等は適
宜個別の研修を実施する。 
 

施した事務職員（医学部・病院事務部職員（年度途中
異動者含む）を除く）をカウントする。」 
【計算式】実施者/対象者数 
実施者は就労管理システムから抽出。年一回以上の実
施でカウント 
 

【人事課】 
（テレワーク勤務に係る規則改正） 
「高知大学におけるテレワーク勤務に関する規則」

を改正し、令和４年４月１日から働き方改革の観点か
ら本人がテレワークを希望し、学長が可能と認める場
合において週２日以内のテレワーク勤務を可能とし
た（大学教員は日数制限なし）。 

令和４年度分の部署ごとの集計については、令和５
年度の学長事務総括本部会議で公表予定。 
 
【学術情報課】 
（情報セキュリティ講習会・研修等の実施） 
「学生対象」 
新入生・編入生を対象とした情報セキュリティ講習

会（４月５日～７日：朝倉キャンパス、４月５日、６
日、11 日：医学科、看護学科） 
「教職員対象」 
全教職員・部局等情報セキュリティ責任者それぞれ

を対象とした情報セキュリティ研修（３月 16 日～31
日）を実施した。新規採用教職員等については、全学
認証 ID 発行通知の際、全学認証システム・情報セキ
ュティ等について掲載された URL を案内した。 
 

（情報セキュリティポリシー実施手順自己点検の実
施） 
全教職員・学生に対し、情報セキュリティポリシー

実施手順自己点検を４月１日～５月 13 日に実施し、
全体実施率は 83.2％であった（令和３年度全体実施率
73.6％）。 
 
（インシデント事例を盛り込んだ研修の実施） 
その他、本年度はインシデント発生が特に多い部局等
は見受けられず、均一的に発生していたため個別研修
ではなく、情報セキュリティインシデントの事例を情
報セキュリティ研修の内容に盛り込むことで、サイバ
ーセキュリティ等の確保に取り組むよう啓発を行っ
た。 
 

令
和
５
年
度 

（実施計画） 
【法人企画課】 

業務文書の電子化及び、所掌する会議を原則 web

会議とする等、業務の効率化をはかる。これらの実

施状況について、学長事務総括本部会議等で情報共

有及び進捗管理を行う等、達成に向けた対応を行

う。 

 

【人事課】 

令和４年度に策定した計画を踏まえ、部署ごとの

テレワークの割合を集計し、学長事務総括本部会議

で公表するとともに、必要に応じて、テレワーク規

則を改正する。 

 
【学術情報課】 

新入生・編入生を対象とした情報セキュリティ講

習会、新規採用教職員等を対象とした情報セキュリ

ティ研修、全教職員・部局等情報セキュリティ責任

者それぞれを対象とした情報セキュリティ研修を実

（実施状況） 
【法人企画課】 

 

 

【人事課】 
 
 
【学術情報課】 
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管理番号【30】の 3 枚目 
施する。また、全教職員・学生に対し、情報セキュ

リティポリシー実施手順自己点検を実施する。その

他、情報セキュリティインシデントの発生件数が多

い部局等は適宜個別の研修を実施する。 

前年度の開催時に改善点等が見つかれば、都度改

善する。 
 

令
和
６
年
度 

（実施計画） 
【法人企画課】 

業務文書の電子化及び、所掌する会議を原則 web

会議とする等、業務の効率化をはかる。これらの実

施状況について、学長事務総括本部会議等で情報共

有及び進捗管理を行う等、達成に向けた対応を行

う。 

 

【人事課】 

令和４年度に策定した計画を踏まえ、部署ごとの

テレワークの割合を集計し、学長事務総括本部会議

で公表するとともに、必要に応じて、テレワーク規

則を改正する。 

 
【学術情報課】 

新入生・編入生を対象とした情報セキュリティ講

習会、新規採用教職員等を対象とした情報セキュリ

ティ研修、全教職員・部局等情報セキュリティ責任

者それぞれを対象とした情報セキュリティ研修を実

施する。また、全教職員・学生に対し、情報セキュ

リティポリシー実施手順自己点検を実施する。その

他、情報セキュリティインシデントの発生件数が多

い部局等は適宜個別の研修を実施する。 

前年度の開催時に改善点等が見つかれば、都度改

善する。 
 

（実施状況） 
【法人企画課】 

 

 

【人事課】 
 
 
【学術情報課】 
 
 

令
和
７
年
度 

（実施計画） 
【法人企画課】 

業務文書の電子化及び、所掌する会議を原則 web

会議とする等、業務の効率化をはかる。これらの実

施状況について、学長事務総括本部会議等で情報共

有及び進捗管理を行う等、達成に向けた対応を行

う。 

また、４年目終了時の達成状況を総括する。 

 

【人事課】 

令和４年度に策定した計画を踏まえ、部署ごとの

４年目終了時のテレワークの割合を集計し、学長事

務総括本部会議で公表するとともに、必要に応じ

て、テレワーク規則を改正する。 
 
【学術情報課】 

新入生・編入生を対象とした情報セキュリティ講

習会、新規採用教職員等を対象とした情報セキュリ

ティ研修、全教職員・部局等情報セキュリティ責任

者それぞれを対象とした情報セキュリティ研修を実

施する。また、全教職員・学生に対し、情報セキュ

リティポリシー実施手順自己点検を実施する。その

他、情報セキュリティインシデントの発生件数が多

い部局等は適宜個別の研修を実施する。 

前年度の開催時に改善点等が見つかれば、都度改

善する。 
 

（実施状況） 
【法人企画課】 

 

 

【人事課】 
 
 
【学術情報課】 
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管理番号【30】の 4 枚目 

令
和
８
年
度 

（実施計画） 
【法人企画課】 

業務文書の電子化及び、所掌する会議を原則 web

会議とする等、業務の効率化をはかる。これらの実

施状況について、学長事務総括本部会議等で情報共

有及び進捗管理を行う等、達成に向けた対応を行

う。 

 

【人事課】 

令和４年度に策定した計画を踏まえ、部署ごとの

テレワークの割合を集計し、学長事務総括本部会議

で公表するとともに、必要に応じて、テレワーク規

則を改正する。 
 
【学術情報課】 

新入生・編入生を対象とした情報セキュリティ講

習会、新規採用教職員等を対象とした情報セキュリ

ティ研修、全教職員・部局等情報セキュリティ責任

者それぞれを対象とした情報セキュリティ研修を実

施する。また、全教職員・学生に対し、情報セキュ

リティポリシー実施手順自己点検を実施する。その

他、情報セキュリティインシデントの発生件数が多

い部局等は適宜個別の研修を実施する。 

前年度の開催時に改善点等が見つかれば、都度改

善する。 

（実施状況） 
【法人企画課】 

 

 

【人事課】 
 
 
【学術情報課】 
 
 

令
和
９
年
度 

（実施計画） 
【法人企画課】 

業務文書の電子化及び、所掌する会議を原則 web

会議とする等、業務の効率化をはかる。これらの実

施状況について、学長事務総括本部会議等で情報共

有及び進捗管理を行う等、達成に向けた対応を行

う。 

また、最終年度の達成状況を総括する。 

 

【人事課】 

令和４年度に策定した計画を踏まえ、部署ごとの

最終年度のテレワークの割合を集計し、学長事務総

括本部会議で公表する。 
 
【学術情報課】 

新入生・編入生を対象とした情報セキュリティ講

習会、新規採用教職員等を対象とした情報セキュリ

ティ研修、全教職員・部局等情報セキュリティ責任

者それぞれを対象とした情報セキュリティ研修を実

施する。また、全教職員・学生に対し、情報セキュ

リティポリシー実施手順自己点検を実施する。その

他、情報セキュリティインシデントの発生件数が多

い部局等は適宜個別の研修を実施する。 

前年度の開催時に改善点等が見つかれば、都度改

善する。 

 

（実施状況） 
【法人企画課】 

 

 

【人事課】 
 
 
【学術情報課】 
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（学外公表用） 
管理番号【30】の 1 枚目 

評価指標の実績 

 

評価指標 補足説明 担当課 

（16）-1-1 中期目標期間最終年度に
おけるWeb開催された大学運営に関す
る学内会議等の割合を 98％以上とす
る 

役員会、経営協議会、教育研究評議会、及び本部運営
会議を対象として Web 開催された割合を調査する。 

法人企画課 

令和４年度 

100％ 
 
《内訳》 
役員会：28回、経営協議会：６回、教育研究評議会：４回、本部運営会議：19 回 
合計 57 回すべて Web 会議（ハイブリット開催含む） 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（16）-1-2 中期目標期間最終年度に
おけるリモートワークを活用した事
務職員（医学部附属病院業務の従事者
を除く）の割合を 20％以上とする 

「効率的な働き方を目的にリモートワーク勤務を実
施した事務職員（医学部・病院事務部職員（年度途中
異動者含む）を除く）をカウントする。」 
【計算式】実施者/対象者数 

実施者は就労管理システムから抽出 
 年一回以上の実施でカウント 

人事課 

令和４年度 12.7％ 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（16）-1-3 中期目標期間最終年度に
おける業務文書のペーパーレス化を
90％以上とする 

各課の「法人文書ファイル」における各年度に新規取
得された文書の保存媒体の数値で比較する。（法人文
書ファイルの更新は当該年度の年度末に実施。） 
【計算式】当該年度に取得した法人文書ファイルの電
子媒体数／当該年度に取得した法人文書ファイルの
総文書数＝ペーパーレス化の数値 
（注）電子データで作成されたものはペーパーレス化
されたものとする。 

総務課 

令和４年度 

21.7％ 
 
《内訳》 
令和４年度に取得した法人文書ファイル 

・総文書数：2,529 
・うち電子媒体数：548 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  

評価指標 補足説明 担当課 

（16）-1-4 情報セキュリティ研修を 研修の内容は、必要に応じて毎年度精査する。 学術情報課 

様式１－２ 
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管理番号【30】の 2 枚目 
毎年度実施する 

令和４年度 
・情報セキュリティ研修：３月 16 日～31 日実施 
・情報セキュリティポリシー実施手順自己点検評価：４月１日～５月 13 日実施 
・情報セキュリティ講習会：４月５～11 日実施 

令和５年度  

令和６年度  

令和７年度  

令和８年度  

令和９年度  
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